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令和８年度日本博旅行商材のセールスマーケティング・課題解決支援業務 

 仕様書 

 

１ 業務名 

令和８年度日本博旅行商材のセールスマーケティング・課題解決支援業務（以下、「本業

務」という。） 

 

 

２ 業務の背景・目的 

独立行政法人日本芸術文化振興会（以下、「振興会」という。）は、国（文化庁）からの

委託を受け、これまでの「日本博」及び「日本博2.0」の成果等を踏まえつつ、令和８年

度より次期日本博の事業展開を推進し、採択事業に対する支援やプロモーションを通じ

て訪日機運醸成と地方誘客を進めることとしている。 

前身の「日本博 2.0」が開始された令和５年度以降、振興会は「日本博 2.0」のもとで

採択事業者により造成された旅行商材を日本政府観光局主催の Visit Japan Travel and 

MICE Mart商談会等を通じて海外旅行会社等にセールスしている。 

次期日本博においては、その実績を土台にしつつ、受託者自身がもつネットワークも

活用し、国内外旅行会社に対する日本博関連商材のセールスマーケティングを強化する

ことが必要である。また、個人訪日客が主力となる分野・地域については、個人訪日客の

ニーズと行動様式を的確にとらえたマーケティング戦略や、日本博の広報と連動した調

整・対応が必要となる。さらには、日本博採択事業者（以下、「採択事業者」という。）

の個々のセールス力、マーケティング力の向上を図り、採択事業者自らが着実にインバ

ウンドを集客できる環境を整えることも必要である。   

以上のことから、本業務は、旅行営業分野における受託者の実績やネットワークを生

かした日本博全体としてのセールスマーケティング、ならびに個々の採択事業者のセー

ルスマーケティング力強化を目的とした採択事業者に対する支援業務を委託するもので

あり、もって日本全国を訪れるインバウンド数の増加、滞在時間の延長、再訪率の向上を

図るものである。 

 

 

３ 契約期間 

令和８年７月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

４ 業務内容 

委託業務の内容は以下（１）～（６）とする。各業務の遂行にあたっては、事前に振興

会と十分な協議を行い、契約期間を通じ振興会、及び振興会が別途調達する「令和８年度

日本博公式ウェブサイトの保守運用・プロモーション等業務」の受託者と密接な連携を

図れる体制を構築し、実施すること。 

なお、本業務においてセールスマーケティングの対象となる令和８年度の採択事業は、

①日本博による新連携・新領域文化コンテンツ創出委託事業、②日本博による地域固有

文化コンテンツ創出補助事業の計 97件程度を想定している（別添１・２の公募概要参照。

令和８年６月末頃採択予定）。 

 

（１） セールスマーケティング基本戦略の立案 

日本政府観光局によるインバウンド市場調査や前身の「日本博 2.0」の実施を通じ

て得られた知見（別添３）等を踏まえ、令和８年度から令和１２年度にかけて実施す

べきセールスマーケティングにかかる基本戦略を年度ごとの目標とともに立案する。
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同戦略は採択事業の内容やセールスの進捗状況を踏まえ、柔軟に見直しを行うものと

する。なお、次期日本博は「観光立国推進基本計画」(計画期間令和８年度から１２年

度)において実施することが記載されていることから、同戦略の期間も令和８年度か

ら５ヵ年とする。 

 

（２） 日本博旅行商材の国内外旅行会社等へのセールス 

（１）で立案したマーケティング基本戦略に基づき、「日本博 2.0」期間中に振興会

が構築した海外旅行会社とのコネクションに加え、受託者の保有するネットワークを

活用し、国内外の旅行会社等に対して日本博関連商材をセールスする。セールスはオ

ンライン・オフラインの両面で実施すること。 

 

※令和７年度の振興会の活動実績 

・日本政府観光局が主催する「VISIT JAPAN Travel & MICE Mart」に参加し、海外旅

行業者 33 社のバイヤーと商談を行った。商談用資料には約 30 の旅行商材や施設情報

を掲載。 

・商談を行った海外旅行業者のバイヤーに対して、月２回程度メールマガジンを送付。

新規の旅行商品等について情報発信のほか、バイヤーの関心に沿ったフォローを個別

に実施。 

 

（３） 採択事業者のセールスマーケティング力強化を目的とした専門的見地からの助言 

 採択事業者が自らマーケティング戦略を立案し、それに沿った旅行商材を整備し、

各商材内容に最適なターゲット市場に向けてセールスを行うために、セールスマーケ

ティングの専門的見地から、採択事業者に対し助言を行う。 

助言内容の検討にあたっては、採択事業者のニーズや課題のヒアリングを実施する

こと。また、事業者単独では検討が困難な事項（ターゲティング、価格設定、販売チ

ャネルの開拓、広域連携等）について重点的に助言すること。 

助言は、外部の有識者の登用も含めた体制を構築して行うこととし、採択事業者の

ニーズや課題の性質、助言後の進捗に沿って、最適な助言者を選定する。また、状況

の変化に応じて助言者の変更・増員ができるように取り計らうこと。 

 

（４） 採択事業者向けセミナーの開催 

 セールスマーケティングの基礎知識やノウハウを提供するセミナーを契約期間中６

回程度実施する。セミナーはインターネット上で実施し、一定期間はアーカイブ視聴

が可能な状態にすること。 

セールスマーケティングの経験を有さない採択事業者の視聴を想定し、第１回目は

旅行業者が使用する基本用語（タリフ、FAMトリップ、DMO、DMC、ランドオペレーター

等）の解説とすること。第２回目以降は、必要に応じて外部の有識者の登壇も検討す

ること。 

また、セミナーの視聴アンケート等を整備し、回答内容を踏まえてセミナー内容を

柔軟に変更すること。 

 

（５） 経済波及効果の算出準備 

    令和８年度の採択事業終了後、日本博事業全体の経済的なインパクトを測定するた

め、経済的効果を定量的に算出できる指標を設定し、その算出にあたって必要なデー

タ収集を実施すること。 

 令和７年度においては、産業連関表に基づく経済波及効果の推計を実施した。 

 指標の設定にあたっては、前身の「日本博 2.0」の経済波及効果の推計を振興会が委
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託した事業者等にヒアリングを行う等、必要な情報収集をすること。 

 

（６） その他、本業務を効果的に実施するために必要となる取組 

  インバウンドの集客、インバウンドの地方誘客・周遊、滞在時間の延長、再訪率の

向上を図るための、効果的な施策を振興会に提案する。提案内容は振興会と協議し、

適切な範囲で実施すること。 

 

 

５ 本業務の実施体制 

（１） ４（２）の業務の履行にあたり、振興会の代理として海外の旅行会社バイヤーへ

のセールス窓口となる者を、令和５年４月以降に海外の旅行業者等との商談・交

渉に携わった実績がある者から選任すること。また、バイヤーとの窓口を担う者

以外も、旅行商品手配・造成業務に精通し、令和５年４月以降に法人の旅行商材

造成、セールス、及びマーケティング上の課題解決業務に携わった実績のある者

から、４（２）、４（３）の担当者を複数名配置し、そのうち１名を責任者とする

こと。 

 

（２） ４（３）の業務については、文化芸術分野のイベント実施・コンテンツ制作・広

報宣伝の実務経験を有する者、文化事業の運営・経営に見識を持つ者、事業の効

果検証手法に関し専門知識を持つ者等、外部の有識者・専門家も含めて採択事業

者への助言者として登用すること。採択事業者のニーズや課題意識をヒアリング

し、解決すべき課題に応じて最適な助言者を選定すること。 

 

（３） ４（６）の業務については、提案内容に沿った実施体制を提案すること。履行す

る場合に必要な人員体制、及びそれに必要となる経費も含め、日本博が目指すイ

ンバウンドの集客・地方誘客等の遂行に見合う提案であること。 

 

（４） 各業務の担当者が他の業務の担当を兼務することは妨げないが、業務の進捗や採

択事業者のニーズ等を踏まえ、必要に応じて担当者を増員するなど、柔軟な対応

を行うこと。また、担当者間で密な情報共有・調整を行い、受託業務全体を一体

的に遂行できる体制を講じること。 

 

（５） 契約期間を通じ定期的にミーティングを行う等により、振興会及び振興会が別途

調達するプロモーション関係業務の受託者と密な情報共有・連携を図るとともに、

採択事業者からの相談窓口を設けること。 

 

（６） 本業務の運営にあたってはリスクマネジメントを徹底し、監視体制を整えること。

リスクが生じた際には、振興会に報告するともに、事案が沈静化するまで適切に

対応すること。 

 

（７） 令和３年４月以降に公的機関（国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、

大学共同利用機関法人、特殊法人又は地方独立行政法人をいう。）からの受託業

務の責任者として従事した実績を持つ者を統括責任者として配置すること。統括

責任者は、４（１）～（６）の業務の進捗状況を常に把握し、振興会及び振興会

が別途調達する「令和８年度日本博公式ウェブサイトの保守運用・プロモーショ

ン等業務」の受託者との連絡調整の窓口を務めること。 
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６ 契約形態 

 

委託契約（概算契約） 

 

 

７ 成果物 

以下の成果物について、振興会が指示する指定の場所に指定の時期までに納品するこ

と。メールもしくはクラウドストレージサービスを使用した提出を可とする。最終的な

納入期限は令和９年３月３１日とする。 

 

（１） マーケティング基本戦略 

 

（２） 日本博関連商材のセールスに有用な分析資料 

 

（３） 商材紹介資料、企画書等、セールス実施のために作成した資料 

 

（４） 採択事業者の課題解決のために作成した資料 

 

（５） 業務報告書 

契約期間中に行った業務内容及びその結果をとりまとめて報告すること。（製本不

要）テキストは和文とし、画像・グラフ等を用いて視覚的にもわかりやすいものと

すること。納品された報告書は後日公開する場合があることに留意すること。 

 

（６） その他、振興会が指示するもの 

 

 

８ 検査・支払い 

（１） 業務遂行に係る経費については、別途定める「日本博開催業務委託実施要項」（別

添４）、「日本博開催業務委託実施要領」（別添５）等に従い取り扱うこととし、契

約期間終了後速やかに支出を証する書類などをとりまとめ、振興会に提出するこ

と。 

 

（２） 振興会は、受託事業者が契約書及び仕様書記載事項を充たして業務を完了したと

認められる部分について検収を行う。受託事業者は、振興会による検収を受けた

業務にかかる金額の請求書（受託者が適格請求書発行事業者の場合は、消費税法

第５７条の４にいう適格請求書）を振興会へ速やかに提出し、振興会は請求書を

受領後１か月以内に支払うものとする。 

 

（３） 振興会が必要と認めた場合、概算払を受けることができる。 

 

 

９ 遵守事項 

（１） 受託者は、本業務の実施で知り得た非公開の情報を第三者に漏洩してはならない。 

 

（２） 受託者は、本業務にかかわる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の

注意義務をもって管理し、本業務以外に使用してはならない。 

 
（３） 再委託をする場合にあっては、受託者は、再委託先に対しても上記と同様の措置を講



6 

 

じるものとする。 

 

 

１０ その他特記事項 

（１） 振興会の事前承認を条件に再委託を認める。ただし、業務の全部を再委託するこ

とは不可とする。業務の再委託が予定されている場合は、必ず、企画提案書にそ

の再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記入すること。なお、再委託の対象

とする業務は、本業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限る。 

 

（２） 本業務を遂行するにあたり、振興会が指定する場合は、本業務の基本情報（組織

名称、振興会が指定するロゴ、事業名称等）を必ず盛り込むこととし、振興会が

指定するロゴ等は、同ロゴ等に関する利用ガイドライン等に基づき使用する。 

 

（３） 本業務の中で対外的に発信するための広報物・コンテンツ等を作成する場合は、

その知的財産権を明確にするとともに、可能な限り、事業終了後も、日本博広報、

関係する自治体、観光に係る支援機関が無料で二次使用できるようにすること。

本業務による制作物の著作権は、第三者（受託者を含む。以下同じ）が従来から

著作権を有する部分を除き、振興会に帰属するものとする。 

 

（４） 著作権、肖像権、パブリシティ権等、セールスマーケティングに必要な素材の作

成及び運用に必要となる全ての権利処理（権利者への申請、契約手続きを含む。）

も本件業務に含まれる。また、当該費用についても契約額内に含まれるものとす

る。受託者は、責任をもって、当該部分を振興会が他の広報活動に利用するため

に必要な許諾を第三者から得なければならない。これらの知的財産権に関する取

扱は、本業務が終了した後も効力を有するものとする。 

 

（５） 本業務による成果物の著作権は、第三者（受託者を含む。以下同じ）が従来から

著作権を有する部分を除き、振興会に帰属するものとする。なお、受託者は、一

切の著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。 

 

（６） 日本博セールスマーケティング業務を担う前任および後任の受託者と連携を図り、

関係者への影響を最小限に抑えた円滑な引継ぎを実施すること。 

 

（７） 本業務を実施するにあたり、プロジェクト管理・タスク管理等のサービスを利用 

する場合は、システムに政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）

に 登録されているサービスを用いること。ただし、振興会が定める別紙（別添６）

により、 当該サービスのセキュリティ対策の実施状況、代替措置等について説明

し、振興会が認めた場合には ISMAP 登録外のサービスも可とする。 

 

（８） 本仕様書に定めのない事項については、振興会と協議の上、定めるものとする。 

 

（９） 女性活躍推進法に基づく認定など技術等提案書に記載した事項について、認定の

取消などにより記載内容と異なる状況となった場合は、速やかに振興会へ届ける

ものとする。 

 

以  上   
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※現時点の公募概要案です。申請にあたっては後日公開する企画提案要領をご確認ください。 

※本事業は、令和８年度予算に基づき募集を行うものです。今後の予算編成の状況によっては、内容の変

更や規模の縮小、スケジュールの遅れ等が生じる場合があります。 

令和８年度日本博による新連携・新領域文化コンテンツ創出委託事業の公募概要 

令和 8年 3月 17日 

１．本事業の目的 
日本博は、「日本の美と心」を基本コンセプトに縄文時代から現代

まで続く我が国の文化芸術を国内外に発信する官民連携プロジェク

トです。東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会、大阪・

関西万博といった大規模国際イベントを契機に日本全国で展開して

きました。 

その中で、大規模国際イベントに向けた新しい演出や表現方法へ

の挑戦、市町村・都道府県の枠を越えた広域的な連携による新たな取組なども多く生まれました。 

こうしたレガシーを踏まえ、令和８年度からは、文化芸術団体や文化関連企業等の創意工夫によ

り、インバウンド（訪日外国人旅行者）が日本文化の本質を深く理解し楽しむことのできる新連

携・新領域文化コンテンツを創出し、全国各地へのインバウンド誘客の取組を一層推進していきま

す。 

日本博プロジェクトの実施を通じて、「日本の美と心」を引き続き世界に対して発信し、文化芸

術の振興を図っていきます。 

 

２．企画提案の概要 

（１）対象となる事業期間 
令和８年７月１日（予定）以降の委託契約締結日から令和９年３月３１日までの任意の期間 

 

※委託事業期間中の事業計画（最小３年、最大５年）を作成し、計画的に事業を進めていた

だきます。ただし、２年目以降の継続を確約するものではありません。年度ごとに、当該

年度の進捗評価と次年度の事業計画の審査を実施し、次年度以降の委託について決定し

ます。 

 

（２）対象となる事業者 

地方公共団体等の公的機関、非営利団体、文化施設、民間事業者等の法人格を有する団体 

 

（３）対象となる事業内容・要件 
インバウンドが日本文化の本質を深く理解し楽しむことのできる、インバウンド向けの文化

コンテンツを創出し、国際発信を通じて全国各地を訪れるインバウンドの増及び消費拡大を促

す事業で、全国のモデルケースとして普及・展開が期待できるもの。（※１） 

 

事業実施において求められること。 

 

① インバウンドが日本文化の本質を深く理解し楽しむことのできる新たな文化コンテン

ツを創出し、販売すること（※２） 

 

② インバウンドが参加しやすい配慮を行うこと。公演・展示・ワークショップなどのイ

ベントは年間を通じて実施する、もしくは年間を通じた実施日数・回数が少ない場合

でも、日程等の詳細を早期に情報発信すること。(継続実施の見込みがない単発イベ

ントは対象としない。) 

 

③ 文化コンテンツへの理解向上を図るための多言語対応を行うこと（単なる翻訳ではな

く、外国人にとって、理解しやすい解説等を加えるなど） 

日本博ロゴマーク 

別添１
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④ 創出する文化コンテンツの魅力により、インバウンドの来訪増、地方誘客の促進、若し

くはオーバーツーリズム解消に資する（実施する時間帯・時期・場所の分散化・平準化

を行うなど）こと 

 

⑤ 戦略的な海外マーケティングを行うこと。文化コンテンツの販売に当たっては、以下の

少なくとも一つを行うこと（両方を行うことが望ましい。） 

 

➢ 個人に直接販売するにあたり、インターネット上でのチケット販売1、多言語対応券売

機やキャッシュレス決済の導入、多言語対応の窓口スタッフの配置などのインバウン

ドの利便性の高い販売手段を整備できること。また、文化コンテンツの魅力をインバ

ウンド目線で発信する広報活動に加え、インバウンド向け口コミサイトへの投稿促進
2、及び地図情報サービスへの情報提供（MEO3対策）等の対応をとること。 

 

➢ BtoB営業（Business to Business:企業間取引）を行い、商談会等への出展などを通

じて、海外の旅行会社・企業との取引関係の構築、文化コンテンツの販売など、販路

の直接的な形成につながる取組を行うこと（※３） 

（BtoB営業の例） 

・団体旅行（教育旅行、企業等の報奨・研修旅行等）の誘致 

・ユニークベニュー4への学会・展示会等の国際会議や企業会議、イベント誘致5 

・高付加価値旅行者層向けのエクスクルーシブ体験の誘致 

 

※１ 文化コンテンツは、インバウンドが日本文化の本質を深く理解し楽しむことのでき

るものであって、全国各地を訪れるインバウンドの増加及び消費拡大を期待できるもの。

また、市町村・都道府県の枠を越えた広域的な連携によって生み出されるもの、新しい

手法・演出や最先端技術の導入などに挑戦するもの、他分野・他領域との連携・融合に

よって生み出されるもの、早朝・ナイトタイムが活用されるものなど、新たな価値が付

加されていることが期待される。 

 

※２ 本事業の目的の一つは、インバウンドの消費拡大であるため、無料の文化コンテン

ツは原則として対象外。ただし、入場自体は無料でも有料の特別観覧席を設けたり、イ

ンバウンドの体験・鑑賞の質を高める有料のガイドツアーを催行したりするなど、有料

オプションを設定する場合はこの限りではない。 

 

※３ 事業者単独で旅行商談会等に出展できない場合は、日本博事務局が採択事業をとりま

とめて海外旅行会社等へ行う営業活動（商談会への出展を含む）ができるよう、タリフ・

企画書・素材等の提供に協力すること。 
 

 
1 主要言語による情報提供・カスタマーサポート・世界各国で使用される主要な決済手段を備えたプラ

ットフォーム又は OTA（Online Travel Agent）との契約、もしくは同様の環境を備えた自社サイトの構

築を想定 
2 ユーザー生成コンテンツ（User Generated Contents）を増やすこと 
3 マップ検索エンジン最適化（Map Engine Optimization）。地図検索エンジン上のビジネスプロフィー

ルの登録内容を正しく管理し、常に最新情報を登録することで、検索上位に表示されるようにし、ユー

ザー（インバウンド）がコンテンツを見つけやすくすること。 
4 歴史的建造物・神社仏閣・城跡・美術館・博物館などの独特な雰囲気を有する会場で、特別感や地域

特性を演出することを目的に、本来の用途とは異なるニーズに応え、会議・レセプション・イベント等

に貸し出される施設・会場の総称 
5 MICE（Meeting, Incentive Travel、Convention、Exhibition） 
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なお、上記の事業内容に沿った具体的な取組の例は以下の通り。これらはあくまで事例であり、

申請内容はこれに限るものではなく、申請者の創意工夫が期待される。 

 

〇国際的な大型イベントとの連携 

・日本で開催される国際的な大型イベントと連携して、大型イベントのために訪日したインバ

ウンドを地方に誘客する取組 

  

➢ 第 20 回アジア競技大会（令和 8年 9月 19日～10 月 4日）・第 5回アジアパラ競技大会

（令和 8年 10 月 18 日～10 月 24 日）、ワールドマスターゲームズ 2027 関西（令和 9 年

5月 14日～5月 30日）の開催期間中に、インバウンドが日本の伝統的武道などを鑑賞・

体験し、その精神について理解を深め、楽しむことができる取組 

➢ 2027年国際園芸博覧会（令和 9年 3月 19日～9月 26日）の開催に向けて、日本庭園、

盆栽園、花の名所等を周遊し、鑑賞法や日本の伝統的な造園技術・園芸文化、背景にあ

る哲学などについて理解を深める取組 

 

  〇文化芸術の本質的価値の創造・深化 

・伝統文化と最新技術を活用した没入体験など、異なる領域・分野の融合による新たな価値を

創出する独自性の高い取組 

・歌舞伎や文楽、能楽等の伝統芸能及び国際的に比肩しうる高い水準のオーケストラ、オペラ、

バレエ、ミュージカル等の現代舞台芸術を通じてインバウンドを誘客する取組 

 

〇地方誘客 

・伝統的酒造り、神楽、温泉文化等のユネスコ無形文化遺産に登録もしくは登録を目指す、地

域に根差した文化資源を活かした取組 

・古民家、社寺、城等の歴史的資源、ユネスコ世界文化遺産を活用し、インバウンドを誘客す

る取組 

・アニメ・マンガ等の作品の舞台となった、ゆかりの地を観光資源として活用する取組 

・インバウンドの受入れや周辺地域への誘客を前提に、地域の特色を生かしたアートプロジェ

クトや芸術祭の取組 

・地域に根差した伝統行事や域内での文化活動を、インバウンドにも開かれた状態で開催する

取組 

・豪雪地帯において、雪国の多様で豊かな自然環境や雪国文化を深く理解し楽しめる取組 

・豊かな自然景観とそこで営まれる文化を深く体験するアクティビティを創出する取組 

 

〇需要の分散・平準化 

・早朝や夜間など従来活用されていなかった時間帯に実施する特別な体験プログラムの創出に

よるオーバーツーリズム解消に資する取組 

・美術館、博物館、劇場、企業等が所有する施設において、通常は非公開のエリアを特別に鑑

賞・案内するバックヤードツアーを創出する取組 

 

〇消費額拡大 

・海外の高付加価値旅行者層を対象とするオーダーメイドの特別体験の提供に関する取組 

・消費単価が高く、訪日未経験者が多い欧米豪等を中心に旅行者のニーズを捉えた取組 

・訪日経験者が多い東アジア・東南アジアを中心にリピーターを確保していく取組 

・日本のエンターテインメント・コンテンツ（アニメ・マンガ・ゲーム・映像・音楽）のファ

ンの訪日を促進する取組 

・地域ごとに特色のある和食が生まれた土地を巡り、その源泉となった自然環境や伝統文化の

理解を深める取組 

・自然の美しさや季節の移ろいを表現した盛り付けなど、食材、器、提供の場なども含めて味

わうことのできる日本ならではの「食」の魅力、自然を尊重する日本人の精神性を深く理解
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できる取組 

・提案する事業内容にちなみ、日本文化に対するインバウンドの親しみや愛着を促進する企画・

開発を行う取組 

 

〇販路拡大 

・域内の観光名所、観光協会、観光地域づくり法人（観光 DMO）、宿泊施設、交通事業者、飲食

店等、他の事業者との連携を通じて、地方への誘客・長期滞在を促進する取組 

・特定地域に関する専門知識・ネットワークを駆使しできる専門企業6や宿泊・交通・食事・

等の手配ができる国内の旅行会社7と連携してインバウンド誘客を強化する取組 

 

 

（４）委託費の額 
上限１億円（税込） 

 

 

（５）採択予定件数 
15～20件程度 

 

 

（６）対象となる経費（予定） 
人件費、諸謝金、旅費、借損料、消耗品費、通信運搬費、雑役務費、保険料、消費税相当額、

一般管理費、再委託費 

※備品費の計上は認められません。 

 

 

 （７）提出書類について 

９ページに記載する資料を提出してください。提出書類は全て審査・評価の対象となります。 

提出書類のうち企画提案書（様式１）及び委託業務経費計算書（様式２）については、上記

（３）及び以下を参照のうえ記入してください。 

 

  [様式１]企画提案書  

※画像や図表などで視覚的に補足する必要があれば、補足資料に盛り込むこと。 

 

【１】 事業者の情報（代表者・統括責任者・所在地など） 

 

【２】事業・文化コンテンツの概要 

① 事業概要 

② 文化コンテンツの概要（以下のポイントを記入） 

・基本コンセプト「日本の美と心」に沿っており、日本文化の本質を表していること 

・インバウンドが日本文化の本質・芸術性を理解できるようにすること 

・「日本の美と心」を世界に発信するのにふさわしいこと 

・インバウンドが楽しめること 

・来訪・購入しやすさ、ニーズに応える柔軟さなど、インバウンドの利便性に配慮してい

ること 

・開催地、期間・頻度（想定） 

 
6 DMC(Destination Management Company) 特定地域に関する専門知識・ネットワークを駆使して付加

価値の高いプログラムを企画・提案・実行できる専門企業 
7 ランドオペレーター 
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・販売の価格帯（想定） 

・ターゲットの属性（「欧米からの美術好きの少人数グループ」、「アニメ好きの一人旅のア

ジア系の若者」、「専用ガイド・専用車で移動する富裕層」など） 

    ・対象人数（１回/日あたり、1実施期間あたりなど） 

 

  【３】実施計画 

① 委託事業期間の事業計画 

・計画する事業内容に沿って、令和８年度から最小３年、最大５年まで任意に選択し、各

年度の実施計画を工程表の形式で記入。（令和９年度以降については、わかる範囲で記載するこ

と。予定に変更があっても構わないが、次年度の継続を審査する際に、変更が合理的な理由

によるものかが評価される。） 

なお、本事業は当該年度の進捗と次年度の事業計画の評価を行い、委託の継続可否を審

査するため、令和８年度の採択をもって２年目以降の委託を確約するものではない。 

 

② 委託期間終了後に目指す姿 

・本事業を通じて、委託事業期間（令和８年度から最大５年）終了時にどのような姿を目

指すのか、現状と課題を整理しながら、次の観点も含めて記入。 

     ＞多彩な文化コンテンツで惹きつけ、再訪、滞在の長期化、消費拡大を目指すこと 

＞文化関連事業者、交通事業者、宿泊事業者、観光 DMO、地方自治体・NPO・関連企業等の

多様な主体との連携関係を深める、もしくは市町村・都道府県等の枠を超えた広域的な

連携を深め、申請者単独ではなしにくい効果（地方誘客・消費拡大）を上げることを目

指すこと 

＞文化コンテンツの販売より得られる収益を文化資源や従事者に再投資し、委託事業期間 

の終了後も、必要な人材の確保、魅力の高い文化コンテンツの維持・追加、販路拡大によ

って継続的に事業を実施することを目指すこと 

 

③ 令和８年度に行う取組内容 

・上記（３）の要件及び取組例を参照すること 

・販売環境整備・広報・セールス・他の主体との連携・効果検証をどのように行うかを含めて

記載 

・スケジュールの詳細 

 

【４】委託期間中（令和８年度から最小３年、最大５年）の来訪者数の目標 

・全体数の目標値（全体及びインバウンド数） 

・有料来訪者数の目標値（全体及びインバウンド数） 

・各目標値の設定根拠、及び達成度合いを測定する方法 

 

【５】現状における課題と今後の対応 

① インバウンドの利便性を図るための課題と今後の対応（多言語対応、販売環境整備、販路

拡大等） 

② インバウンドのニーズ把握や国外に向けた広報宣伝上の課題と今後の対応（ターゲット層

の設定を含む。） 

③ 交通事業者や周辺施設等（飲食店・宿泊施設・地域等）との連携上の課題と今後の対応 

④ 国内外の旅行会社・企業との連携・取引関係の構築にかかる課題と今後の対応（商談会等

への参加経験があれば記入。） 
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 【６】その他参考となる情報（該当する対応を行う場合は記入） 

① 需要の分散・平準化に資するポイント（早朝・ナイトタイムの活用など） 

② インバウンドの地方誘客、もしくはオーバーツーリズム解消に資するポイント 

③ インバウンド来訪者数、もしくは消費額拡大に資するポイント 

④ インバウンド誘客に関する類似事業の実績（これまでに日本博事業の採択を受けたことの

ある申請者は、日本博事業の実施を通じて得た成果を記載。日本博事業の採択を受けたこ

とのない申請者は、インバウンド向けに実施した過去の取組の実績や成果を記入。） 

⑤ 申請者単独ではなしえない効果をあげるポイント（多様な主体との連携、市町村・都道府

県等の枠を超えた広域的な連携を計画している場合は具体的に記入） 

 

【７】 事業運営体制 

・提案する事業を運営する事業体の全体像を連携先（予定でも可）も含めて図示すること。 

・事業全体の進捗状況を常に把握し、日本博事務局との連絡調整の窓口を務める統括責任者を 

置くこと。 

・文化コンテンツの制作、広報、マーケティング、効果検証、会計など、各業務の責任者を置

くこと。各業務責任者は他の責任者と密に連携し、統括責任者を補佐して統括責任者が全体状

況を的確に把握できるようにすること。 

・一部の業務を外部に委託する計画がある場合は、どの業務を外部委託するのかがわかるよう 

にすること。 

 

【８】再委託・知的財産権について  

① 再委託 

・委託契約の目的となる行為の一部について、合理的な理由により受託者自身が行うよりも第   

三者に行わせる方がより効果的・効率的に実施できる場合にのみ認める。なお５０％以上を第 

三者に委託することは不可とする。 

・目的を達成するために付随して必要となる、印刷、製本、翻訳、会場設営、会場借上、運送・

運搬等の請負業務（完成物（納品物）がある、業務の完了が明確である、比較的役務内容が

簡易である、などの明確に仕様書にすることができる業務は本委託事業における「再委託」

の定義に含まない。 

   

② 知的財産権（コンテンツを含む。）について 

・委託事業の実施により生じる知的財産権の帰属にかかる希望を記入 

 

[様式２]委託業務経費計算書 

  ・事業実施に必要な経費を積算すること。対象となる経費は（６）のとおり。 

  ・必ず見積書・料金表等に基づき、適切な金額の計上を行うこと。 

・経費予定額の具体的な内訳・使途や、根拠が明らかになるよう補足資料を作成・添付すること。 

・原則として委託業務経費の支出額の５０％以上を同一の者に発注又は依頼し、支出しないこ

と。採択・契約後にその事実が判明した場合、採択取消や契約解除の可能性があることに留意。 

・対象となる経費であっても、社会通念上著しく高額と認められる場合は、対象外となるため、

留意すること。 

 

 

 （８）採択後の留意事項 
事業採択の通知を受けた事業者は、以下の取組等を行ってください。なお、文化コンテンツ

の造成・販売に当たっては、日本博事務局が委託するセールスマーケティングの専門事業者に

よる伴走支援を実施する予定です。 
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① 事業実施計画に対する条件付与と経費の精査 

審査・評価委員会8より採択条件が付された場合は、すみやかに実施計画及び予算計画に

反映すること。 

② 契約の書面化や取引の適正化等 

文化芸術の担い手である芸術家等が安心・安全な環境で業務に従事できるよう、文化庁

が策定した「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン（検討のまとめ）」 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/index.html を参考に、契約

の書面化や取引の適正化等を行うこと。 

③ 実施事業の効果検証 

事業者は、事業実施により得られる来訪者数、有料来訪者数、売上の目標・評価基準を

設定・モニタリングし、その分析結果を事務局に報告すること。（モニタリングには、アン

ケートを行う等、インバウンド来訪者の満足度を把握することも含む。）また、事務局が実

施する効果検証に関する各種調査やヒアリングに応じること。 

④ 日本博事務局が行う旅行会社等への情報提供への協力 

事務局からの求めに応じ、セールスに必要な素材を提供すること。 

（例）・国内外の旅行会社等に提供するタリフ9 

・企画書10 

・文化コンテンツの魅力を伝える画像等 

⑤ 日本博プロモーションへの協力義務 

事務局が主導する日本博全体のプロモーションのために必要な情報、画像・動画等の素

材の提供、取材協力などを行うこと。 

 

 

（９）審査、評価基準 
応募書類に基づき、審査を行います。 

   

  １．基礎項目 

【「日本の美と心」の対外発信・芸術性の高さ】（６０点） 

① 日本博の基本コンセプト「日本の美と心」にそった内容であり、日本文化の本質を表す優

れた内容であるか。（２０点） 

② 日本文化の本質・芸術性をインバウンドが深く理解できる内容になっており、海外に発信

するものとしてふさわしいか。（２０点） 

③ インバウンドが楽しめる内容となっているか。（２０点） 

 

【インバウンドの利便性への配慮】（４０点） 

④ 年間を通じた実施となっているか、又は内容・日程等の早期公開などにより、インバウン

ドが参加しやすい工夫や配慮があるか。もしくは、インバウンド市場の需要に応え、コン

テンツの内容・実施時期などを柔軟に調整できそうか。（２０点） 

⑤ インターネット上の販売、キャッシュレス決済などインバウンドが利用しやすい販売環境

が整備されているか。（２０点） 

 

【予算・実行計画・体制】（８０点） 

⑥ 事業計画が経費や規模の面で合理的であるか。（２０点） 

⑦ 実施可能な体制を有しているか。（２０点） 

 
8 審査・評価委員会 -日本博事業の審査を目的とした外部有識者による委員会 
9 販売する文化コンテンツの料金、条件、アクセス、スケジュール等の詳細情報を記載した販売要

綱 
10 文化コンテンツのコンセプトや体験内容、特徴や魅力などを写真や図なども用いて示し、その内容を

理解してもらうとともに魅力を訴求する資料。 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/index.html
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⑧ 事業実施の効果について明確な目標を設定し、定量的なデータに基づく集客・売上の分析

などの効果検証を着実に行う実施計画となっているか（２０点） 

⑨ 将来構想が明確であり、委託期間終了後の自走化・事業の継続性が期待できるか（２０点） 

 

２．加点項目 

【独自性・優位性・新規性・多様性】 

⑩ 発信する日本文化のそれぞれの分野において独自性や優位性が大きく認められる。（１５

点） 

⑪ 新しい手法・演出や最先端技術の導入、他分野との融合などにより、文化資源の魅力を発

信するコンテンツとしての新規性が認められる。（１５点） 

⑫ 子供・若者・高齢者・障害者等の文化芸術活動の促進や共生社会の推進に資すること、ア

イヌ文化や琉球文化振興をはじめとする多文化共生の推進に資すること、若しくは被災地

との協働などの被災地復興の推進に資することが認められる。（１５点） 

 

【需要の分散・平準化】 

⑬ インバウンドの来訪が少ない地域への誘客、若しくは現在インバウンドが集中しているエ

リアのオーバーツーリズム解消を期待できるか。または、早朝・ナイトタイムの活用など

により、需要の分散・平準化に資することが期待できるか（１５点） 

⑭ インバウンド増、若しくはインバウンドの消費額拡大に著しい効果が期待できるか（１５

点） 

 

【実現性・継続性】 

⑮ 実現性が高い、若しくは実施を期待できる実績があるか。(１５点) 

⑯ 事業を着実に継続できる実施体制が組まれているか。（１５点） 

 

【多様な主体との連携】 

⑰ 文化関連事業者、交通事業者、宿泊事業者、観光 DMO、地方自治体・NPO・関連企業等の多

様な主体との連携、若しくは市町村・都道府県等の枠を超えた広域的な連携により、申請

者単独ではなしにくい効果（地方誘客・消費拡大）を上げることが期待できる（１５点） 

 

  
以下により採点を行う。 

１．基礎項目（１８０点満点） 

審査項目①～③ Ａ＝４０点 Ｂ＝３０点 Ｃ＝２０点 Ｄ＝１０点 Ｅ＝０点 

審査項目④～⑨ Ａ＝２０点 Ｂ＝１５点 Ｃ＝１０点 Ｄ＝５点 Ｅ＝０点 

 

２．加点項目（最大１２０点） 

審査項目⑩～⑯ Ａ＝１５点 Ｃ＝１０点 Ｄ＝５点 Ｅ＝０点 
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提出書類（予定） 
オンライン申請フォームより申請いただく予定です。 

各様式は後日公開します。 

 

提出書類一覧 
提出形式 

指定形式 PDF 

（1）企画提案書［様式１］  
※８枚のシート全てに簡潔に記入すること。 

Excel形式 ○ 
１つのファイ

ルに統合する

こと 
（2）委託業務経費計算書［様式２］ Excel形式 

（4）補足資料［様式自由］ 
※企画提案内容を画像や図表等で視覚的に補足する資料

を提出してください。A4判 10ページ以内に限る。 

任意形式 ○ 

（5）積算根拠資料（見積書の写し等） 
※金額が１００万円（税込）以上の発注経費が含まれる

場合には積算根拠必須。本要領単価によらない人件費・

諸謝金も積算根拠資料を提出。 

任意形式 

○ 
１つのファイ

ルに統合して

提出するこ

と。 

（6）定款又はこれらに類する規約 

※国・地方公共団体・独立行政法人は除く。 
任意形式 

○ 
１つのファイ

ルに統合して

提出するこ

と。 

（7）直近の３か年度の財務諸表 
※貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書、活

動計算書、資金収支計算書、消費収支計算書等を含む） 

※国・地方公共団体・独立行政法人は除く。 

任意形式 

（8）誓約書［様式 3］ Excel ○ 
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※現時点の公募概要案です。申請にあたっては後日公開する企画提案要領をご確認ください。 

※本事業は、令和８年度予算に基づき募集を行うものです。今後の予算編成の状況によっては、内容の変

更や規模の縮小、スケジュールの遅れ等が生じる場合があります。 

令和８年度日本博による地域固有文化コンテンツ創出補助事業の公募概要 

令和 8年 3月 17日 

１．本事業の目的 
日本博は、「日本の美と心」を基本コンセプトに縄文時代から現代まで

続く我が国の文化芸術を国内外に発信する官民連携プロジェクトです。

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会、大阪・関西万博とい

った大規模国際イベントを契機に日本全国で展開してきました。 

その中で、大規模国際イベントに向けた新しい演出や表現方法への挑

戦、市町村・都道府県の枠を越えた広域的な連携による新たな取組なども多く生まれました。 

こうしたレガシーを踏まえ、令和８年度からは、文化芸術団体や文化関連企業等の創意工夫のも

とインバウンド（訪日外国人旅行者）が日本文化の本質を深く理解し、楽しむことのできる地域の

文化資源を活用した文化コンテンツを創出し、国際発信を通じた地域へのインバウンド誘客の更

なる推進に資する事業を支援します。 

日本博プロジェクトの実施を通じて、「日本の美と心」を引き続き世界に対して発信し、文化芸

術の振興を図っていきます。 

 

 

２．募集内容の概要 

（１）対象となる事業期間 
令和８年７月１日（予定）以降の交付決定日から令和９年２月２８日（調整中）までの任意の

期間 

 

※補助期間中の事業計画（最小３年、最大５年）を作成し、計画的に事業を進めていただき

ます。ただし、本事業は年度ごとに、当該年度の進捗と次年度の事業計画の審査し継続の

可否を決定するため、２年目以降の補助を確約するものではありません。 
 

 

（２）対象となる事業者 
  以下の①もしくは②に当てはまる者。地方公共団体が②の事務局や構成員となることは可能。 

 

① 公的機関（地方公共団体を除く）、非営利団体、文化施設、民間事業者等の法人格を有する

団体 

② 以下の全ての要件を満たす任意団体 
 ・定款又はこれに類する規約等を有すること 

 ・団体等の意思を決定し、執行する組織体が確立されていること 

 ・自ら経理・監査する等の会計組織を有すること 

 ・活動の本拠としての事務所を有すること 

 

 

（３）対象となる事業内容・要件 
地域の多様な文化資源を活用し、インバウンドが日本文化の本質を深く理解し楽しめる文化

コンテンツを各地に創出し、国際発信を通じて地域へのインバウンド来訪増、及び消費拡大を促

す事業。 

 

地域の実情にあわせて、以下の取組のいずれかを行うことが求められる。 

 

日本博ロゴマーク 

別添２
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① インバウンドが日本文化の本質を深く理解し楽しむことのできる文化コンテンツを造成し、

販売すること。（※１、２） 

 

② 文化コンテンツへの理解向上を図るための多言語対応を行うこと（単なる翻訳ではなく、

外国人にとって、理解しやすい解説等を加えるなど） 

 

③ 文化コンテンツの魅力により地方へのインバウンドの来訪増、若しくは都市部を中心にイ

ンバウンドが集中している一部エリアのオーバーツーリズム解消に資する（実施する時間

帯・時期・場所の分散化・平準化を行うなど）こと 

 

④ 文化コンテンツについて、インターネット上でのチケット販売1、多言語対応券売機での販

売、キャッシュレス決済対応、多言語対応ができる窓口スタッフの配置など、インバウン

ドの利便性の高い購入手段を整備している、又は事業年度中に整備する計画があること。

（※３） 

 

※１ 文化コンテンツは、インバウンドが日本文化の本質を深く理解し楽しむことのでき

るものであって、地域の文化資源を活用した新たなもの、若しくは既存の文化コンテン

ツにインバウンド向けの価値を付加したもの。 

  また、インバウンド向けのコンテンツであるため、インバウンドの利便性に配慮し、

年間を通じて実施する、もしくは年間を通じた実施日数・回数が少ない場合でも、日程

等の詳細を早期に情報発信するなどが求められる。(継続実施の見込みがない単発イベン

トは不可。) 

※２ 本事業の目的の一つはインバウンドの消費拡大であるため、無料の文化コンテンツ

は原則として対象外。ただし、入場自体は無料でも有料の特別観覧席を設けたり、イン

バウンドの体験・鑑賞の質を高める有料のガイドツアーを催行したりするなど、有料参

加のオプションを設定する場合はこの限りではない。 

※３ 早期に OTA(Online Travel Agent)との契約を進める、文化コンテンツの魅力をイン

バウンド目線で発信する広報活動や、インバウンド向け口コミサイトへの投稿促進2、地

図情報サービスへの情報提供（MEO3対策）等の対応をとることが望まれる。 
 

 

なお、上記の事業内容に沿った具体的な取組の例は以下のとおり。これらはあくまで事例であ

り、申請内容はこれに限るものではなく、申請者の創意工夫が期待される。 

 

〇国際的な大型イベントとの連携 

・日本で開催される国際的な大型イベントと連携して、大型イベントのために訪日したインバ

ウンドを地方に誘客する取組 

  

➢ 第 20 回アジア競技大会（令和 8年 9月 19日～10 月 4日）・第 5回アジアパラ競技大会

（令和 8年 10 月 18 日～10 月 24 日）、ワールドマスターゲームズ 2027 関西（令和 9 年

5月 14日～5月 30日）の開催期間中に、インバウンドが日本の伝統的武道などを鑑賞・

体験し、その精神について理解を深め、楽しむことができる取組 

 
1 主要言語による情報提供・カスタマーサポート・世界各国で使用される主要な決済手段を備えたプラ

ットフォーム又は OTA（Online Travel Agent）との契約、もしくは同様の環境を備えた自社サイトの構

築を想定 
2 ユーザー生成コンテンツ（User Generated Contents）を増やすこと 
3 マップ検索エンジン最適化（Map Engine Optimization）地図検索エンジン上のビジネスプロフィール

の登録内容を正しく管理し、常に最新情報を登録することで、検索上位に表示されるようにし、ユーザ

ー（インバウンド）がコンテンツを見つけやすくすること。 
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➢ 2027年国際園芸博覧会（令和 9年 3月 19日～9月 26日）の開催に向けて、日本庭園、

盆栽園、花の名所等を周遊し、鑑賞法や日本の伝統的な造園技術・園芸文化、背景にあ

る哲学などについて理解を深める取組 

   

〇需要の分散・平準化 

・早朝や夜間など従来活用されていなかった時間帯に実施する特別な体験プログラムの創出に

よるオーバーツーリズム解消に資する取組 

・美術館、博物館、劇場、企業等が所有する施設において、通常は非公開のエリアを特別に鑑

賞・案内するバックヤードツアーを創出する取組 

 

〇文化資源を活用した地域への誘客 

・伝統的酒造り、神楽、温泉文化等のユネスコ無形文化遺産もしくはその登録を目指す、地域

に根差した文化資源を活かした取組 

・歌舞伎や文楽、能楽等の伝統芸能及び国際的に比肩しうる高い水準のオーケストラ、オペラ、

バレエ、ミュージカル等の現代舞台芸術を通じてインバウンドを誘客する取組 

・古民家、社寺、城等の歴史的資源、ユネスコ世界文化遺産を活用し、インバウンドを誘客す

る取組 

・アニメ・マンガ等の作品の舞台となった、ゆかりの地を観光資源として活用する取組 

・インバウンド来訪者の受入れや周辺地域への誘客を前提に、地域の特色を生かしたアートプ

ロジェクトや芸術祭の取組 

・地域に根差した祭事などの伝統行事や域内での文化活動を、インバウンドにも開かれた状態

で開催する取組 

・豪雪地帯において、雪国の多様で豊かな自然環境や雪国文化を深く理解し楽しめる取組 

・豊かな自然景観とそこで営まれる文化を深く体験するアクティビティを提供する取組 

 

〇消費額拡大 

・海外の高付加価値旅行者層を対象とするオーダーメイドの特別文化体験の提供に関する取組 

・日本のエンターテインメント・コンテンツ（アニメ・マンガ・ゲーム・映像・音楽）のファ

ンを地域に誘客する取組 

・地域に根差した食文化やその背景となった自然環境、伝統の理解を深める取組 

 

〇販路拡大 

・域内の観光名所、観光協会、観光地域づくり法人（観光 DMO）、宿泊施設、交通事業者、飲食

店等、他の事業者との連携を通じて、地方への誘客・長期滞在を促進する取組 

・地域に関する専門知識・ネットワークを駆使しできる専門企業4や宿泊・交通・食事・等の

手配ができる国内の旅行会社5と連携して地域へのインバウンド誘客を促進する取組 

 

 

（４）補助金の額 
原則として上限３千万円  

 

ただし、インバウンドの来訪増等に高く寄与し、その他条件に見合う場合は３千万円以上の要

望が可能となる見込み。（調整中※１） 

  

 

 
4 DMC(Destination Management Company) 特定地域に関する専門知識・ネットワークを駆使して付加

価値の高いプログラムを企画・提案・実行できる専門企業 
5 ランドオペレーター 
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本事業における補助金算出の基本的な考え方 

   ・最低事業費 1000万円 

・補助対象経費 500万円まで定額補助 

・補助対象経費に対し原則 50%を補助、定額補助の 500万円を超える部分は、補助率 50% 

・課税事業者については、消費税及び地方消費税相当額を控除した額を補助対象経費とする 

・本補助事業は、インバウンドの消費拡大とそれを通じた補助事業者の将来の自走化を促進

するものであるため、採択を行った補助事業の実施により、補助事業者に収益が生じても補

助金の減額は原則行わない。 

    

（例）補助対象経費は消費税相当額控除後の金額 

 

補助対象経費 1,000万円の場合 

    補助金 750万円（定額 500万円＋定額を超える補助対象の 50%の 250万円） 

自己負担 250万円 

 

    補助対象経費 2,000万円の場合 

     補助金 1,250万円（定額 500万円＋定額を超える補助対象の 50%の 750万円） 

    自己負担 750万円 

 

   補助対象経費 3,000万円の場合 

    補助金 1,750 万円（定額 500 万円＋定額を超える補助対象の 50%の 1,250 万円） 

    自己負担 1,250万円 

 

補助対象経費 5,500万円の場合 

    補助金 3,000万円（定額 500万円＋定額を超える補助対象 50%の 2,500万円） 

    自己負担 2,500万円 

 

※１ ３千万円以上の補助を認める場合については現在調整中。 

 

 なお、以下に該当する場合は補助率を 5％加算する。 

 

① 障害の有無にかかわらず参加・体験できる取組、ユニバーサルツーリズム、共生社会を推進

する取組 

② アイヌ文化や琉球文化振興をはじめとする多文化共生を推進する取組 

③ 被災地と協働するなど、被災地復興を推進する取組 

 

 

（５）採択予定件数 
80件程度 

 

 

（６）対象となる経費（予定） 
賃金、諸謝金、旅費、使用料及び借損料、消耗品費、備品費、通信費、役務費、保険料 

 

※賃金は申請を行う補助事業に専従する期間業務職員・アルバイトを雇用する場合に限る。 

補助金で購入できる備品は、多言語対応の発券機、キャッシュレス決済対応端末、音声ガ   

イド対応機器等、インバウンドの受け入れ環境整備に必須なものに限る。 
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 （７）提出書類について 

９ページに記載する資料を提出してください。提出書類は全て審査・評価の対象となります。 

提出書類のうち補助金交付要望書（様式１）、及び収支予算書（様式 2）については、以下を

参照のうえ記入してください。 

 

[様式１]補助金交付要望書 

※画像や図表などで視覚的に補足する必要があれば、補足資料に盛り込むこと。 

 

【１】事業者の情報（代表者・統括責任者・所在地など） 

 

【２】事業・文化コンテンツの概要 

① 事業概要 

② 文化コンテンツの概要（以下のポイントがわかるように記入） 

・基本コンセプト「日本の美と心」に沿っており、日本文化の本質を表していること 

・インバウンドが日本文化の本質・芸術性を理解できるようにすること 

・「日本の美と心」を世界に発信するのにふさわしいこと 

・インバウンドが楽しめること 

・来訪・購入しやすさ、ニーズに応える柔軟さなど、インバウンドの利便性に配慮してい

ること 

・開催地、期間・頻度（想定） 

・販売の価格帯（想定） 

・ターゲットの属性（「欧米からの美術好きの少人数グループ」、「アニメ好きの一人旅のア

ジア系の若者」、「専用ガイド・専用車で移動する富裕層」など） 

・対象人数（１回/日あたり、1実施期間あたりなど） 

    

【３】 実施計画 

①  補助事業期間の事業計画 

・計画する事業内容に沿って最小３年、最大５年まで任意に選択し、各年度の実施計画を工

程表の形式で記入。（令和９年度以降については、わかる範囲で記載。予定に変更があっても構

わない。） 

なお、本事業は当該年度の進捗と次年度の事業計画の評価を行い、補助の継続可否を審

査するため、令和８年度の採択をもって２年目以降の補助を確約するものではない。 

 

②  補助事業期間終了後に目指す姿 

・本事業を通じて、補助事業期間（令和８年度から最小３年、最大５年）終了時にどのよ

うな姿を目指すのか、現状と課題を整理しながら、次の観点も含めて記載ください。 

＞多彩な文化コンテンツで惹きつけ、地域への再訪、滞在の長期化、消費拡大を目指す 

＞文化関連事業者、交通事業者、宿泊事業者、観光 DMO、地方自治体・NPO・関連企業等の

多様な主体との連携関係を深める、もしくは市町村・都道府県等の枠を超えた広域的な連

携を深め、申請者単独ではなしにくい効果（地方誘客・消費拡大）を上げることを目指す 

＞文化コンテンツの販売より得られる収益を文化資源や従事者に再投資し、補助事業期間 

の終了後も、必要な人材の確保、魅力の高い文化コンテンツの維持・追加、販路拡大によ

って補助金に依存せず、事業を継続していくことを目指す 

 

③ 令和８年度取組の詳細 

・上記（３）の要件及び取組例を参照すること 

・販売環境整備・広報・セールス・他の主体との連携・効果検証をどのように行うかを含めて

記載 

・スケジュールの詳細 
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【４】補助期間中（令和８年度から最小３年、最大５年）の来訪者数の目標 

・全体数の目標値（全体及びインバウンド数） 

・有料来訪者数の目標値（全体及びインバウンド数） 

・各目標値の設定根拠、及び達成度合いを測定する方法 

 

【５】現状における課題と今後の対応 

① インバウンドの利便性を図るための課題と今後の対応（多言語対応、販売環境整備、販路

拡大等） 

② インバウンドのニーズ把握や国外に向けた広報宣伝上の課題と今後の対応（ターゲット層

の設定を含む。） 

③ 交通事業者や周辺施設等（飲食店・宿泊施設・地域等）との連携上の課題と今後の対応 

④ 国内外の旅行会社・企業との連携・取引関係の構築にかかる課題と今後の対応（商談会等

への参加経験があれば記入。） 

 

【６】その他参考となる情報（該当する場合は記入） 

① 需要の分散・平準化に資するポイント（早朝・ナイトタイムの活用など） 

② インバウンドの誘客、もしくは域内のオーバーツーリズム解消に資するポイント 

③ インバウンド来訪者数、もしくは消費額拡大に資するポイント 

④ インバウンド誘客に関する類似事業の実績（これまでに日本博事業の採択を受けたことの

ある申請者は、日本博事業の実施を通じて得た成果を記載。日本博事業の採択を受けたこ

とのない申請者は、インバウンド向けに実施した過去の取組の実績や成果を記入。） 

⑤ 申請者単独ではなしにくい効果（地域へのインバウンド誘客・地域での消費拡大）を上げ

るポイント 

 

【７】事業運営体制 

・文化コンテンツの制作、広報、マーケティング、効果検証、会計など、どのような体制のも

とに提案する事業を運営する計画か、事業体の全体像を連携先（予定可）も含め図示すること。 

・特に事業全体の進捗状況を常に把握し、日本博事務局との連絡調整の窓口を務める者（本事

業では便宜上、「統括責任者」と呼ぶ）、文化コンテンツの制作、広報、マーケティング、効果

検証、会計など事業実施に典型的な業務については、当該業務の責任者を明示すること。 

なお、各業務の責任者間では常に密な情報共有・連携をはかるとともに、各業務の責任者が

統括責任者を補佐して、統括責任者が全体状況を的確に把握できるようにすることが求めら

れる。 

・一部の業務を外部に委託する計画がある場合は、どの業務を外部委託するのかがわかるよ 

うにすること。 

 

[様式２]収支予算書 

・事業実施に必要な経費を積算すること。対象となる経費は（６）のとおり。 

   ・必ず見積書・料金表等に基づき、適切な金額の計上を行うこと。 

・経費予定額の具体的な内訳・使途や、根拠が明らかになるよう補足資料を作成・添付するこ 

と。 

・対象となる経費であっても、社会通念上著しく高額と認められる場合は、対象外となるため、 

留意すること。 

 

 （８）採択後の留意事項 
事業採択の通知を受けた事業者は、以下の取組等を行ってください。なお、文化コンテンツ

の造成・販売に当たっては、日本博事務局が委託するセールスマーケティングの専門事業者に

よる伴走支援を実施する予定です。 
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① 事業実施計画に対する条件付与と経費の精査 

審査・評価委員会6より採択条件が付された場合は、すみやかに実施計画及び予算計画に

反映すること。 

② 契約の書面化や取引の適正化等 

文化芸術の担い手である芸術家等が安心・安全な環境で業務に従事できるよう、文化庁

が策定した「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン（検討のまとめ）」 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/index.html を参考に、契約

の書面化や取引の適正化等を行うこと。 

③ 実施事業の効果検証 

事業者は、事業実施により得られる来訪者数、有料来訪者数、売上の目標・評価基準を

設定・モニタリングし、その分析結果を事務局に報告すること。（モニタリングには、アン

ケートを行う等、インバウンド来訪者の満足度を把握することも含む。）また、事務局が実

施する効果検証に関する各種調査やヒアリングに応じること。 

④ 日本博事務局が採択事業をとりまとめて海外旅行会社等へ行う営業活動への協力（商談会

への出展を含む） 

事務局からの求めに応じ、セールスに必要な素材を提供すること。 

（例）・国内外の旅行会社等に提供するタリフ7 

・企画書8 

・文化コンテンツの魅力を伝える画像等 

⑤ 日本博プロモーションへの協力義務 

事務局が主導する日本博全体のプロモーションのために必要な情報、画像・動画等の素材

の提供、取材協力などを行うこと。 

  

 

（９）審査、評価基準 
応募書類に基づき、書類審査を行います。 

 

１．基礎項目 

【「日本の美と心」の対外発信・芸術性の高さ】（６０点） 

① 日本博の基本コンセプト「日本の美と心」にそった内容であり、日本文化の本質を表す優

れた内容であるか。（２０点） 

② 日本文化の本質・芸術性をインバウンドが深く理解できる内容になっており、海外に発信

するものとしてふさわしいか。（２０点） 

③ インバウンドが楽しめる内容となっているか。（２０点） 

 

【インバウンドの利便性への配慮】（４０点） 

④ 年間を通じた実施となっているか、又は内容・日程等の早期公開などにより、インバウン

ドが参加しやすい工夫や配慮があるか。もしくは、インバウンド市場の需要に応え、コン

テンツの内容・実施時期などを柔軟に調整できそうか。（２０点） 

⑤ インターネット上の販売、キャッシュレス決済などインバウンドが利用しやすい販売環境

が整備されているか。（２０点） 

 

 

 

 
6 審査・評価委員会 -日本博事業の審査を目的とした外部有識者による委員会 
7 販売する文化コンテンツの料金、条件、アクセス、スケジュール等の詳細情報を記載した販売要

綱 
8 文化コンテンツのコンセプトや体験内容、特徴や魅力などを写真や図なども用いて示し、その内容を

理解してもらうとともに魅力を訴求する資料。 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/index.html
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【予算・実行計画・体制】（８０点） 

⑥ 事業計画が経費や規模の面で合理的であるか。（２０点） 

⑦ 実施可能な体制を有しているか。（２０点） 

⑧ 事業実施の効果について明確な目標を設定し、定量的なデータに基づく集客・売上の分析

などの効果検証を着実に行う実施計画となっているか（２０点） 

⑨ 将来構想が明確であり、補助期間終了後の自走化・事業の継続性が期待できるか（２０点） 

 

２．加点項目 

【独自性・優位性・多様性】 

⑩ 発信する日本文化のそれぞれの分野において独自性や優位性が大きく認められる。（１５

点） 

⑪ 子供・若者・高齢者・障害者等の文化芸術活動の促進や共生社会の推進に資すること、ア

イヌ文化や琉球文化振興をはじめとする多文化共生の推進に資すること、若しくは被災地

との協働などの被災地復興の推進に資することが認められる。（１５点） 

 

【需要の分散・平準化】 

⑫ 公演・展示・ワークショップなどのイベントは年間を通じて実施する、もしくは年間を

通じた実施日数・回数が少ない場合でも、日程等の詳細を早期に情報発信するなどして、

インバウンドが参加しやすい配慮を行っているか。(継続実施の見込みがない単発イベ

ントとなっていないか。) （１５点） 

⑬ インバウンドの地域への誘客、若しくは域内のオーバーツーリズム解消を期待できるか。

または、早朝・ナイトタイムの活用などにより、需要の分散・平準化に資することが期待

できるか。（１５点） 

⑭ インバウンド増、もしくはインバウンドの消費額拡大に効果が見込まれるか（１５点） 

 

【実現性】 

⑮ 実現性が高い、若しくは実施を期待できる実績があるか。(１５点) 

⑯ 継続性の高い実施体制が組まれているか。（１５点） 

 

【域内の他の主体との連携】 

⑰ 文化事業者、交通事業者、宿泊事業者、観光 DMO、地方自治体・NPO・関連企業等の多様な

主体との連携、もしくは市町村・都道府県等の枠を超えた広域的な連携により、申請者単

独ではなしにくい効果（地域へのインバウンド誘客・地域での消費拡大）を上げることが

期待できる（１５点） 

 

 

  以下により採点を行う。 

 

１．基礎項目（１８０点満点） 

審査項目①～③ Ａ＝４０点 Ｂ＝３０点 Ｃ＝２０点 Ｄ＝１０点 Ｅ＝０点 

審査項目④～⑨ Ａ＝２０点 Ｂ＝１５点 Ｃ＝１０点 Ｄ＝５点 Ｅ＝０点 

 

２．加点項目（最大１２０点） 

審査項目⑩～⑬ Ａ＝１５点 Ｃ＝１０点 Ｄ＝５点 Ｅ＝０点 
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提出書類（予定） 
オンライン申請フォームより申請いただく予定です。 

各様式は後日公開します。 

 

提出書類一覧 
データ形式 

指定形式 PDF 

（1）補助金交付要望書［様式１］  
※５枚のシート全てに簡潔に記入すること。 

Excel ○ 
１つのファイル

に統合すること 

（2）収支予算書［様式２］ Excel 

（3）補足資料［様式自由］ 
※企画提案内容を画像や図表等で視覚的に補足する資料

を提出してください。A4判 10ページ以内に限る。 

任意書式 ○ 

（4）積算根拠資料（見積書の写し等） 
※金額が１００万円（税込）以上の発注経費が含まれる

場合には積算根拠必須。本要領単価によらない人件費・

諸謝金も積算根拠資料を提出。 

任意書式 

○ 
１つのファイル

に統合して提出

すること。 

（5）定款又はこれらに類する規約 

※国・地方公共団体・独立行政法人は除く。 
任意書式 

○ 
１つのファイル

に統合して提出

すること。 
（6）直近の３か年度の財務諸表 
※貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書、活

動計算書、資金収支計算書、消費収支計算書等を含む） 

※国・地方公共団体・独立行政法人は除く。 

任意書式 

(7）誓約書［様式 3］ Excel ○ 

 

 



＃

商品要件（通年対応）の適合
開催⽇程や期間が限定的な商品は、海外バイヤーの具体的検討に⾄らない。リ
クエストベースでの柔軟な設定など、バイヤーが求める商品要件に合わせる必
要がある。

ターゲティングと価格設定の精緻化
過去の旅⾏者データの分析に基づいたターゲット顧客層の明確化や、海外市場
で売れる設計に改善の余地がある。

流通構造の壁
海外旅⾏会社の規模が⼤きくなるほど、⽇本の事業者に個別⼿配をする可能性
は低く、海外への直接営業だけでは取扱規模が限定的になる可能性がある。

国内旅⾏会社向け情報提供の必要性
海外旅⾏会社の⼿配をするランドオペレーターやDMCも重要なセールス対象で
あり、情報提供により認知を⾼め、連携の可能性を模索する必要がある。

各施策の全体連携
各事業者の商品造成、業務委託のプロモーションを個別に⾏っているが、商品
造成とマーケティングを⼀体的に捉え、相乗効果を⽣む全体最適の視点が必
要。

日本博2.0におけるセールス上の課題

成約率の低さが課題、営業活動の構造改革が必要

1

別添３



 

1 

 

日本博業務委託実施要項 

 

 

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 

改正令和  ５年  ３月３１日 

改正令和  ８年  ４月  ９日 

独立行政法人日本芸術文化振興会  

理 事 長 決 定 

 

 

１．趣 旨 

文化庁を中心とした関係府省庁や地方公共団体、文化施設、民間団体等の関係者の総力を結

集した大型国家プロジェクトである「日本博」を展開するに当たって必要となる業務を実施し、

文化による「国家ブランディング」の強化、「観光インバウンド」の飛躍的・持続的拡充を図る。 

 

２．委託業務の内容 

独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「振興会」という。）は、上記１．記載の趣旨を達

成するために必要な運営業務、企画立案業務、公演等実施業務、プロモーション業務、その

他必要な業務を委託することができる。 

 

３．業務の委託先 

委託先は、文化芸術に関して相当の知識を有し、芸術団体等へ事業に必要な情報提供や連絡

調整を円滑に行うことができ、以下（１）から（５）までの要件を全て満たす法人又は団体（以

下「団体等」という。）とする。 

 （１）定款、寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること 

 （２）団体等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること 

 （３）自ら経理し、監査する等会計組織を有すること 

（４）団体等の活動の本拠としての事務所を有すること 

（５）その他、必要に応じ振興会が定める事項を満たすこと。 

 

４．委託期間 

委託期間は、委託を受けた日から業務が完了した日又は委託を受けた日の属する年度末日の

いずれか早い日までとする。 

 

５．委託手続 

（１）委託を受けようとする団体等は、別に定めるところによる業務計画書等を振興会に提出 

  すること。 

（２）振興会は、団体等から提出された業務計画等の内容を検討し、内容が適切であると認め

た場合、団体等に対し業務を委託する。 

（３）振興会は、本業務の実施のために必要な条件を付することができる。 

 

６．委託費の額 

（１）振興会は、予算の範囲内で業務に要する経費（人件費、事業費（諸謝金、旅費、借損料、

消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、雑役務費、保険料、消費税相当額）、一般

管理費、再委託費）を委託費として支出する。 

（２）振興会は、委託を受けた団体等が委託契約書の定めに違反したり、委託業務の遂行が困

難であると認めたときは、契約の解除や経費の全部又は一部について返還を命じることが

できる。 

 

７．業務完了（廃止）の報告 

委託を受けた団体等は、業務が完了したとき（契約を解除又は廃止したときを含む）は、振
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興会の定める様式により委託業務完了（廃止）報告書を作成し、完了又は廃止の承認の日から

３０日以内又は契約期間満了日のいずれか早い日までに振興会に提出しなければならない。 

 

８．委託費の額の確定 

（１）振興会は、上記７．により提出された委託業務完了（廃止）報告書について調査及び必

要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、

委託を受けた団体等へ通知するものとする。 

（２）上記（１）の確定額は、業務に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額とする。 

 

９．その他 

（１）振興会は、委託を受けた団体等における業務の実施が事業趣旨に反すると認められると

きは、必要な是正措置を講ずるよう求める。 

（２）振興会は、委託業務の実施に当たり、委託した団体等の求めに応じて指導・助言を行う

とともに、その効果的な運営を図るため協力する。 

（３）振興会は、必要に応じ、本委託業務の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を

行うことができる 

（４）委託を受けた団体等は、業務の遂行に際し、振興会の指示に従わなければならない。 

（５）委託を受けた団体等は、委託業務の遂行によって知り得た事項についてはその秘密を保持

しなければならない。 

（６) この要項及び振興会が別に定める事項のほか、本事業の実施に当たり必要な事項につい

ては、日本博業務委託実施要領に定めるところによる。 
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日本博業務委託実施要領 

 

                                                             平成３１年 ４月 １日 

改正令和  元年１２月 １日 

改正令和 ２年１２月 ３日 

改正令和 ４年 ３月２５日 

改正令和 ５年 ３月３１日 

改正令和 ６年 ３月２９日 

改正令和 ８年 ４月 ９日 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理 事 長 決 定 

 

 

 （目的）  

第１条  独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「振興会」という。）が、文化庁から運営業務の委

託を受けた「日本博」として企画・実施する事業における委託業務等に関する事務について

は、会計に関する法令に定めるもののほか、この要領により適切に処理するものとする。 

 

（委託契約書） 

第２条  委託者（以下「甲」という。）としての振興会は、受託者（以下「乙」という。）と委託契

約書（以下「契約書」という｡）を締結する。契約書は、様式第１とし、委託変更契約書は、

様式第２のとおりとする。ただし、甲は事業内容に応じて契約書及び委託変更契約書の内容を

自らの裁量で変更することができる。 

２ 乙は、委託契約に関する権限及び支払行為に関する権限を乙の組織内において、乙の指定す

る者に行わせる場合には、その定めを明記した規程等を甲に提出するものとする。 

 

（会計処理関係） 

第３条   契約書に定める帳簿の様式は様式第３のとおりとする。ただし、様式第３に掲げられた事項

が不足なく記載されていれば、乙において会計関係書類として定められ又は使用されているも

ので差し支えない。 

 

第４条   契約書に定める支出を証する書類とは次に掲げるものをいう。 

（１）人件費は、傭上決議書（日額、時間給の決定事項を含む。）、出勤簿、作業日報、出面表、

給与支払明細書、領収書及び会計伝票又はこれらに類する書類。 

（２）その他の経費は、契約、検収及び支払の関係の書類（見積書、発注書、契約書、請書、納

品書、検収書、請求書、領収書等)及び会計伝票又はこれらに類する書類とする。ただし、こ

れらにより難い場合は、実績を証する資料、出張命令書・復命書、航空券の半券、請求書、

領収書等及び会計伝票又はこれらに類する書類とする。 

  ２ 前項の書類は、第３条に定める帳簿に記載された順番に整理しておかなければならない。ま

た、第３条の帳簿とともに業務終了後５年間保管し、甲の指示のあった場合直ちに提出できる
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ようにしておかなければならない。なお、原本を別綴とすることが困難である場合は、その写

によることができる。 

 

第５条  物品の無償貸付関係の書類は、物品を返納するまで保管しなければならない。 

 

第６条  委託業務にかかわる経費の支払等の方法は、次によるものとする。 

（１）委託業務の経費については、乙における会計諸規程等の定めるところにより第４条の書類

を作成又は徴収し処理するものとする。 

（２）人件費の単価については、受託者において定められている日給、時間給の基準を基に適切

に定めるものとする。又、これにより難い場合は、委託業務の遂行に支障を来さない限度に

おいて業務計画書の予算の範囲内で、別に時間給を定めて支給することができるが、この場

合の単価は業務内容等を基に適切に定める。 

（３）人件費の勤務時間については、乙において定められている基準内時間とする。ただし、委

託業務の内容を勘案した上で、乙の労使規約等の範囲内で甲が必要と認めた場合、業務計画

書において時間外勤務手当を計上することができる。 

（４）人件費に時間外勤務手当を計上していない委託業務においても、やむを得ず時間外勤務を

実施した場合には、その時間については委託業務の対象とすることができるが時間給単価は

基準内時間の時間給単価と同額とする。 

（５）時間外勤務を実施した場合には、作業内容及び作業時間を詳細に記した書類を作成しなけ

ればならない。なお、この要件を満たすものであれば、乙において定められた又は使用して

いるもので差し支えない。 

（６）本契約における従事者の勤務時間管理に当たっては、作業日報等で適切に管理し、本契約

以外の業務と重複がないよう、明らかにすること。 

（７）乙が、自社、親会社又は子会社等（連結財務諸表の連結対象である子会社、孫会社をいう。）

（以下、親会社又は子会社等を総称して「自社等」という。）から調達しようとするときは、

製造原価又は仕入原価を用いることとし、利益排除を行わなければならない。ただし、自社

等以外の者（２者以上）の見積書と比較し、自社等の価格の方が安価である場合には、この

限りではない。 

（８）一般管理費の率は１０％の範囲内で、乙の直近の決算により算定した一般管理費率と乙の

受託規程による一般管理費率を比較し、より低い率で適切に算定する。なお、額の確定にお

いて、契約時に設定した一般管理費率は変更しないものとする。 

 

（再委託） 

第７条  乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。 

  ２ 乙は、この委託業務を実施するに当たり、必要により一部を第三者に委託（以下「再委託」

という。）しようとする場合は、再委託先の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の

必要性及び金額が記載された書類「様式第４（再委託承認申請書）」を提出し、甲の承認を受

けなければならない。 

  ３ 甲は、前項の規定による再委託承認申請書を受理した場合において、これを審査し、承認す

ることを決定したときは、「様式第４（再委託承認通知書）」により、乙に通知するものとす

る。 
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４ 乙は、委託業務を再委託する場合は、再委託した業務に伴う当該第三者の行為について、甲

に対し全ての責任を負うものとする。 

 

（再々委託の履行体制の把握） 

第８条  乙は、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託（以下「再々委託」と

いう。）しようとする場合は、再々委託先の住所、氏名、再々委託を行う業務の範囲が記載さ

れた書類「様式第５（再々委託届出書）」を甲に提出するものとする。 

 

（委託契約及び業務計画の変更等） 

第９条  契約書第８条第１項に定める申請は、様式第６の「業務計画変更承認申請書」による。 

２ 契約書第４条第１項に定める申請は様式第７の「委託契約変更承認申請書」を提出するもの

とし、委託変更契約書の取り交わしをもってその承認とする。 

 

第１０条 契約書第９条に定める申請は、様式第８の「委託業務中止（廃止）承認申請書」による。 

２ 甲は、前項の規定による委託業務中止（廃止）承認申請書を受理した場合において、これを

審査し、中止又は廃止を承認することを決定したときは、「様式第８（委託業務中止（廃止）

承認通知書）」により、乙に通知するものとする。 

 

（完了(廃止)報告） 

第１１条 契約書第１０条に定める報告は、様式第９の「委託業務完了（廃止）報告書」による。 

 

（額の確定） 

第１２条 甲が契約書第１３条に基づき「委託業務完了（廃止）報告書」の審査のための実地調査を

実施する場合、乙は、第３条及び第４条に掲げる書類を提示しなければならない。 

 

（委託経費の支払） 

第１３条 契約書第１４条第２項に定める委託経費支払いの請求（概算払を除く）は、様式第１０の

「請求書（精算払）」によるものとする。 

 

第１４条 乙は、契約書第１４条第４項に基づき、甲が必要と認めた場合に限り、概算払を受けるこ

とができる。 

なお、甲は概算払の必要性を確認するため、乙に対し、必要な書類の提出を求めることができ

る。 

２ 乙は、前項により、概算払の必要性が認められ、概算払を希望するときは、様式第１１の「委

託費支払計画書」を作成し、甲に提出するものとする。 

 

第１５条 甲が、前条第２項に基づき提出された「委託費支払計画書」の内容を妥当と認めた場合、

乙は、様式第１２の「請求書（概算払）」を甲に提出するものとする。甲はこの請求に基づき、

概算払を行うものとする。 

 

第１６条 委託経費の支払いについては、様式第１３の「銀行振込依頼書」を、甲の求めに応じて提
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出するものとする。 

 

（過払金の返還） 

第１７条 契約書第１５条に定める過払金の返還は、振興会より別途送付する請求書等により、指定

の期日までに入金しなければならない。 

  ２ 前項の返還に際し、入金遅延が生じた場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和

２４年法律第２５６号)第１１条及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に

基づいて算定した金額を利息として付すことができる。 

 

（成果報告） 

第１８条 契約書第１６条に定める報告書は、様式第１４の「委託業務成果報告書」を添えて提出す

るものとする。なお、報告書の表紙裏に様式第１５による「無断複製等禁止の標記について」

を行うこと。 

 

（資産の管理） 

第１９条 乙は、契約書第１７条第１項に基づき、委託費により取得した１０万円以上かつ耐用年数

が１年以上の設備備品等については様式第１６の「資産及び預り資産管理表」により管理しな

ければならない。ただし、乙の会計規定にこれに準ずる様式がある場合は、これによることが

できる。 

  ２ 契約書第１７条第２項に定める標示は、様式第１７の「標示ラベル」とする。ただし、乙に

同様の備品ラベルがある場合は、これによることができる。 

 

第２０条 甲は、契約書第１７条第３項に基づき、所有権の移転を指示するに当たっては、個々の資

産について指示するものとする。 

２ 乙は、契約書第１７条第３項に基づき、所有権の移転をしようとする場合は、様式第１８の

「取得資産の所有権移転書」を甲に提出するものとする。 

  ３ 前項に規定する所有権は、甲が乙から前項の書面を受理した日をもって移転が完了したもの

とする。 

 

第２１条 乙は、委託業務を履行するために必要な物品の無償貸付については、文部科学省所管に属

する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成１２年総理府・文部省令第６号)に定めるとこ

ろによるものとし、様式第１９の「物品の無償貸付申請書」により甲に申請しなければならな

い。また、乙は、甲からの無償貸付承認通知書を受け様式第２０の「借受書」を提出するもの

とする。 

  ２ 委託業務完了後に、前条により所有権移転した物品を引き続き使用することを希望する場合

の手続きも同様とするものとする 

 

第２２条 乙は、委託業務完了後、所有権移転を行うまでの間、預かっている資産及び前条により貸

付を受けた資産について、様式第１６「資産及び預り資産管理表」により管理しなければなら

ない。ただし、乙の会計規定等にこれに準ずる様式がある場合は、これによることができる。 
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第２３条 乙は、貸付物品が亡失又は損傷した場合は、様式第２１の「亡失・損傷報告書」により速

やかに甲に報告しなければならない。 

 

第２４条 乙は、第２１条により無償貸付の申請を行い、承認された物品を返納する場合には様式第

２２の「借用物品返納書」により甲に通知しなければならない。 

 

第２５条 所有権を移転した物品の有償貸付、その他の処分については、国が別に定めるところによ

るものとする。 

 

 

（コンテンツに係る知的財産権） 

第２６条 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成１６年法律第８１号)第２５

条に基づき、委託業務で制作したコンテンツに係る成果に係る「知的財産権」を乙から甲に

譲渡させることなく、乙に帰属させるための契約書第２０条第１項に基づく書面は様式第２

３の「確認書（コンテンツ）」とする。また、同第２２条第１項に基づく「産業財産権出願

通知書」は様式第２４、同条第３項に基づく「産業財産権通知書」は様式第２５、同条第４

項に基づく「著作物通知書」は様式第２６、同条第５項に基づく「コンテンツ利用届出書」

は様式第２７、契約書第２３条第２項に基づく「移転承認申請書」は様式第２８、同条第３

項に基づく「移転通知書」は様式第２９、契約書第２４条第２項に基づく「専用実施権等設

定承認申請書」は様式第３０、同条第３項に基づく「専用実施権等設定通知書」は様式第３

１とする。 

 

（個人情報の取扱い） 

第２７条 乙は、委託された個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏

名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。）で作られる記録を

いう。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切

の事項をいう。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合する

ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。）

について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。 

  ２ 乙は、契約書第３０条第２項に定める申請は、様式第３２の「個人情報利用申請書」による

ものとする。 

 

（成果の利用等） 

第２８条 乙は、契約書第２９条に定める申請は、様式第３５の「成果利用承認申請書」による。た

だし、以下についてはこの限りではない。 

（１） 次に掲げる事項については、乙は、様式第３４による「成果利用届」を甲に提出するもの

とする。 

ⅰ）学会等の場で行う口頭発表 

   ⅱ）学会誌等に発表する論文（投稿） 

   ⅲ）受託業務の施策の普及を目的とした成果報告書（成果品）の複製品 
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   また、甲が認めるときは、「成果利用届」は事後に提出することができるものとする。 

（２） 成果の利用に伴い収益が発生するとき、乙は様式第３５の「独立行政法人日本芸術文化振

興会著作刊行物の複製（引用）許可申請書」を甲に提出するものとする。 

  ２ 乙は、前項による成果の利用等に当たっては、独立行政法人日本芸術文化振興会からの受託

業務の成果である旨を文中等の適当な箇所へ挿入するものとする。 

 

（取引停止措置） 

第２９条 文部科学省所管における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領に定める取引停止措

置に該当する場合には、同取扱要領により取引停止措置を行う。 

 

（変更届） 

第３０条 契約書第４２条に定め通知は、様式第３６の「変更届」による。 

 

（任意団体に関する事項） 

第３１条 契約書に定める任意団体に関する事項の申請書は、様式３７の「任意団体に関する事項」

による。 

 

（その他） 

第３２条 様式は、日本産業規格に定めるＡ列４判とする。 

 

第３３条 委託事業に関する事務処理については、この要領に定めるほか、特に必要がある場合は、

委託者が別に定めるものとする。 

 

附則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行し、令和元年５月１日以降の契約締結分から適用する。た

だし、これによりがたい場合は、甲乙協議のうえ解決するものとする。 

附則（令和元年１２月１日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長決定） 

この要領は、令和元年１２月１日から施行し、令和元年１２月１日以降の契約締結分から適用する。 

附則（令和２年１２月３日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長決定） 

この要領は、令和２年１２月３日から施行する。 

附則（令和４年３月２５日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長決定） 

この要領は、令和４年３月２５日から施行する。 

 附則（令和５年３月３１日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長決定） 

この要領は、令和５年３月３１日から施行する。 

 附則（令和６年３月２９日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長決定） 

この要領は、令和６年３月２９日から施行する。 

 附則（令和８年４月９日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長決定） 

この要領は、令和８年４月９日から施行する。 
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様式第１（委託契約書） 

委 託 契 約 書（例） 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「甲」という。）と《受託者を記入》（以下「乙」と

いう。）は、次のとおり委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（実施する委託業務名等） 

第１条 甲は、乙に対し、次の委託業務の実施を委託するものとする。 

（１）委託業務名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

（２）委託業務の内容及び経費 （別添）業務計画書のとおり。ただし、第８条によった変更業

務計画書承認後は変更業務計画書のとおりとする。 

（３）委託期間 令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

 

（事業の記載） 

第２条 甲及び乙は、本事業について情報発信を行おうとする場合は、「日本博」事業である旨

を表記するとともに、「日本博」のロゴマークを掲載するものとする。 

２ 本事業の広報物に記載する事業名、主催者名等の表記は、本事業提案時の企画提案要領の表

記に従うものとする。 

３ 日本語以外の言語による情報発信を行おうとする場合は、「日本博」の表記について甲の指

示に従うものとする。 

４ 乙は、第２項に定めのない表記については、甲と協議の上、記載することができる。 

 

（委託業務の実施） 

第３条 乙は、法令及び本契約書に定めるもののほか、日本博業務委託実施要項（平成３１年４

月１日独立行政法人日本芸術文化振興会理事長決定、以下「委託実施要項」という。）や業務

計画書等に基づき、委託業務を実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様と

する。 

 

（委託経費の額） 

第４条 甲は、委託業務に要する費用（以下「委託経費」という。）として、○，○○○，○○○円

（うち委託経費の額の確定時における消費税額及び地方消費税額○,○○○,○○○円・消費税

率10％）を超えない範囲内で乙に支払うものとする。 

２ 前項の「消費税額及び地方消費税額」は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２８条

第１項及び第２９条並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８２及び第７２

条の８３の規定に基づき、算出した額である。 

３ 乙は、委託経費を（別添）業務計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければなら

ない。当該計画が変更されたときも同様とする。 

 

（契約保証金） 

第５条 甲の会計規程第２６条により免除する。 
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（再委託） 

第６条 乙は、この委託業務の全部を第三者に委託してはならない。 

２ 乙は、この委託業務の一部を第三者に委託（以下「再委託」という。）しようとする場合は、

再委託先の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額（以下「再委託に

関する事項」という。）が記載された再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければな

らない。 

３ 甲は、前項の書面の提出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要が

あると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず、乙からあらかじめ提出された業務計画書等に、再委託に関する

事項が記載されている場合は、本契約の締結をもって第２項に規定する甲の承認があったもの

とする。 

５ 乙は、再委託の相手方の変更等を行おうとする場合は、改めて第２項の規定により再委託承

認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、再委託の適正な履行確保に支

障とならない軽微な変更を行おうとする場合は、再委託に関する事項を記載した書面の届出を

もって代えるものとする。 

６ 乙は、再委託した業務に伴う再委託の相手方の行為について、甲に対し全ての責任を負うも

のとする。 

７ 乙は、甲が契約の適正な履行の確保のため再委託の履行体制の把握に必要な報告等を求めた

場合にはこれに応じなければならない。 

 

（再々委託の履行体制の把握） 

第７条 乙は、前条の承認を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数 

の段階で再委託（以下「再々委託」という。）が行われるときは、あらかじめ再々委託先の住

所、氏名、再々委託を行う業務の範囲（以下「履行体制に関する事項」という。）を、再々委

託届出書により甲に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙からあらかじめ提出された業務計画書等に、履行体制に関する

事項が記載されている場合は、本契約の締結をもって前項に規定する甲への提出があったもの

とする。 

３ 乙は、提出した履行体制に関する事項の内容に変更が生じた場合は、甲に対し遅滞なく変更

の届出を行わなければならない。 

 

（業務の変更） 

第８条 乙は、第３３条に規定する場合を除き、（別添）業務計画書に記載された委託業務の内

容又は経費の内訳を変更しようとするときは、業務計画変更承認申請書を甲に提出し、その承

認を受けるものとする。 

ただし、経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、その流用額が総額の２０％未満

の場合はこの限りではない。 

２ 乙は、別添の業務計画書に記載された委託業務経費に増減が生じる場合及びその他必要と認

められる場合は、委託契約変更承認申請書を甲に提出するものとし、委託変更契約書の取り交

わしをもってその承認とする。 
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３ 甲は、前２項の承認をするときは条件を附することができる。 

 

（業務の廃止等） 

第９条 乙は、委託業務を中止し又は廃止しようとするときは、その理由及びその後の措置を明

らかにした委託業務中止（廃止）承認申請書を甲に提出し、その承認を受けるものとする。 

２ 甲は、前項の承認をするときは条件を附することができる。 

 

（委託業務完了（廃止）報告） 

第１０条 乙は、委託業務が完了又は前条第１項の規定に基づき委託業務の廃止の承認を受けた

ときは、委託業務完了（廃止）報告書を作成し、完了又は廃止の承認の日から３０日以内又は

契約期間満了日のいずれか早い日までに、甲に提出しなければならない。 

 

（検査） 

第１１条 甲は、前条の規定に基づく報告書の提出を受けたときは、委託業務が契約の内容及び

これに付した条件に適合するものであるかについて検査するものとする。 

 

（額の確定） 

第１２条 甲は、前条の検査をした結果、報告書の内容が適正であると認めるときは委託業務に

要した経費について調査を行い、委託経費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。 

２ 前項の確定額は、委託業務に要した決算額に充当した委託経費の額と第４条第１項に規定す

る委託経費の額のいずれか低い額とする。 

 

（実地調査） 

第１３条 甲は、第１１条の検査又は前条第１項の調査の実施に当たっては、必要に応じ職員を

派遣するものとする。 

 

（委託経費の支払） 

第１４条 甲は、第１２条第１項の規定による額の確定後、乙に委託経費を支払うものとする。

ただし、振込手数料は甲の負担とする。 

２ 委託経費の支払いは、乙が請求書を甲に提出し、甲は乙の請求に基づき、指定の口座に振り

込むものとする。 

３ 甲は、本条第１項の規定に基づく前項の適法な請求書を受理した日から３０日以内にその支

払を行うものとし、同期間内に支払を完了しない場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する

法律（昭和２４年法律第２５６号。以下「支払遅延防止法」という。）第８条及び政府契約の

支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示（昭和２４年大蔵省告示第９９１号）に基づいて

算定した金額を利息として支払うものとする。 

４ 甲は、乙からの請求により、必要があると認めるときは、会計法第２２条及び予算決算及び

会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第５８条第３号に基づく協議を行い、協議が調った場合

に限り、本条第１項の規定にかかわらず、委託経費の全部又は一部を概算払することができる

。この場合、乙は、委託費支払計画書を甲に提出するものとする。 
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５ 甲が、前項の規定に基づき提出された委託費支払計画書の内容を妥当と認めた場合、乙は、

請求書（概算払）を甲に提出するものとする。甲は、この請求に基づき概算払するものとする。 

 

（過払金の返還） 

第１５条 乙は、前条第４項によって既に支払を受けた委託経費が、第１２条第１項により確定

した額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。 

２ 乙は、前項の返還に際し、甲が定めた期限内に返還をしなかったときは、期限の翌日から返

還をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法第１１条及び政府契約の支払遅延に対する遅延

利息の率を定める告示に基づき、年利３．０％の割合により算定した金額を利息として払わな

ければならない。 

 

（成果報告） 

第１６条 乙は、第１０条の規定に基づく報告書の提出までに委託業務成果報告書（実績報告書

等を添付）及び電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式をいう。）で作られる記録をいう。）を甲に提出するものとする。 

 

（資産の管理及び所有権の移転） 

第１７条 乙は、委託業務を実施するため委託費により取得した備品等を、資産及び預り資産管

理表により善良なる管理者としての注意義務を負って管理するものとする。 

２ 乙は、前項の場合にはその備品等には委託業務により取得したものである旨を標示ラベルに

より標示しなければならない。 

３ 乙は、備品等の所有権を委託費の額の確定後、甲の指示に従い甲又は甲の指定する者に移転

するものとする。ただし、甲は委託費の額の確定前においても備品等の所有権を乙に対して

指示し、甲又は甲の指定する者に移転することができる。この場合、乙は、取得資産の所有

権移転書を甲に提出するものとする。 

４ 乙は、取得した備品等を処分しようとする場合は、甲の承認を受けなければならない。 

 

（コンテンツに係る知的財産権） 

第１８条 この契約書において「コンテンツ」とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に

関する法律（平成１６年法律第８１号）第２条第１項に規定するものをいう。 

 

（知的財産権の範囲） 

第１９条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

（１）特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権（以下「特許権」という。）、特

許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）に規定する実

用新案権（以下「実用新案権」という。）、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権

利、意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権（以下「意匠権」という。）、

意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法（昭和３４年法律第１２７号）

に規定する商標権（以下「商標権」という。）、商標法に規定する商標登録を受ける権利、 

半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４３号）に規定する回路配置利
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用権（以下「回路配置利用権」という。）、半導体集積回路の回路配置に関する法律第３条

第１項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法（平成１０年法律第８

３号）に規定する育成者権（以下「育成者権」という。）、種苗法第３条に規定する品種登

録

を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利（以下「産業財産権」と総称する。） 

（２）著作権法（昭和４５年法律第４８号）に規定する著作物の著作権及び外国における上記の

権利に相当する権利（以下「著作権」という。） 

（３）事業活動に有用な技術上又は営業上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知らさ

れていないものであって、甲、乙協議の上、特に指定するもの（以下「特定情報」という。）

に関して不正競争防止法（平成５年法律第４７号）上保護される利益に係る権利 

２ この契約書において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案

権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及び著作権の対象とな

るものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに特定情報については

案出をいう。 

３ この契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第２条第３項に定める行為、実用

新案法第２条第３項に定める行為、意匠法第２条第２項に定める行為、商標法第２条第３項に

定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第２条第３項に定める行為、種苗法第２

条第５項に定める行為、著作権法第２条第１項第７の２号、第９の５号、第１１号にいう翻案、

第１５号、第１６号、第１７号、第１８号及び第１９号に定める行為並びに特定情報の使用お

よび開示をいう。 

 

（知的財産権の帰属） 

第２０条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを確認書（コンテン

ツ）で甲に届け出た場合、委託業務において制作したコンテンツに係る知的財産権の全部又は

一部を乙から譲り受けないものとする。 

（１）乙は、委託業務に係るコンテンツに係る知的財産権については、遅滞なく、第２２条の規

定に基づいて、その種類その他の情報を甲に報告する。 

（２）乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らか

にして求める場合には、無償で当該コンテンツを利用する権利を甲に許諾する。 

（３）乙は、当該コンテンツを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相

当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該コン

テンツの活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるとき

は、当該コンテンツを利用する権利を第三者に許諾する。 

（４）乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権

（仮専用実施権を含む。）もしくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施す

る権利の設定もしくは移転の承諾（以下「専用実施権等の設定等」という。）をするときは、

合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ

甲の承認を受ける。 

イ 子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）又は親会社（同条第４号に規

定する親会社をいう。）に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合 
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ロ 承認ＴＬＯ（大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関

する法律（平成１０年法律第５２号）第４条第１項の承認を受けた者（同法第５条第１項

の変更の承認を受けた者を含む））又は認定ＴＬＯ（同法第１１条第１項の認定を受けた

者）に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合 

ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合 

２ 甲は、乙が前項で規定する確認書（コンテンツ）を提出しない場合、乙から当該知的財産権

を譲り受けるものとする。 

３ 乙は、第１項の確認書（コンテンツ）を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれか

を満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、

当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 

 

（国等による無償の実施） 

第２１条 甲又は甲が指定する第三者は、前条第１項の規定にかかわらず、本契約の委託目的を

達成するために必要な場合には、無償で委託業務に係るコンテンツに係る知的財産権を実施す

ることができる。 

 

（知的財産権の報告） 

第２２条 乙は、委託業務に係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から６０

日以内に産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願を行う

場合は、当該出願書類に国の委託業務において制作したコンテンツに係る出願である旨を記載

しなければならない。 

３ 乙は、第１項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録

等の日から６０日以内に産業財産権通知書を甲に提出 しなければならない。 

４ 乙は、委託業務に係る著作物が得られた場合には、著作物が完成した日から６０日以内に著

作物通知書を甲に提出しなければならない。 

５ 乙は、委託業務に係るコンテンツを自ら利用したとき及び第三者にその実施を許諾したとき

は、コンテンツ利用届出書を遅滞なく甲に提出しなければならない。 

 

（知的財産権の移転） 

第２３条  乙は、委託業務に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、第２０条、

第２１条、第２２条、第２４条、第２５条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう当該第

三者に約させねばならない。 

２ 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を甲に提出し、甲

の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第２０条第１

項第４号に定める場合には、この限りではない。 

３ 乙は、第１項の移転を行ったときは、移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。 

 

（知的財産権の実施許諾） 

第２４条 乙は、委託業務に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、
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第２０条、第２１条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばなら

ない。 

２ 乙は、委託業務に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権その他の日本国内に

おいて排他的に実施する権利を許諾する場合には、専用実施権等設定承認申請書を甲に提出し

、その承認を受けなければならない。ただし、第２０条第１項第４号に定める場合には、この

限りではない。 

３ 乙は、前項の専用実施権等の設定等を行ったときは、専用実施権等設定通知書を遅滞なく甲

に提出しなければならない。 

 

（知的財産権の放棄） 

第２５条 乙は、委託業務に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を

甲に報告しなければならない。 

 

（特定情報の指定） 

第２６条 甲及び乙は、協議の上、委託業務に係るコンテンツに関する特定情報に該当するもの

について、速やかに指定するものとする。 

 

（知的財産権の管理） 

第２７条 第２０条第２項に該当する場合、乙は、委託業務に係るコンテンツの制作について、

次の各号に掲げる手続を甲の名義により行うものとする。 

（１）特許権、実用新案権、意匠権、商標権又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利

の成立に係る登録まで必要となる手続 

（２）回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続 

２ 甲は、前項の場合において委託業務に係る産業財産権の権利の成立に係る登録が日本国にお

いて行われたとき（ただし、日本国における登録が行われたとき権利が成立していない他の外

国の権利にあっては、当該外国において権利が成立したときとする。）に、乙に対し、乙が当

該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要した全ての経費を

支払うものとする。 

 

（知的財産権の使用） 

第２８条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、そ

の使用に関する一切の責任を負わねばならない。 

 

（成果の利用等） 

第２９条 乙は、委託業務によって得た研究上の成果（第２０条第１項に基づき、乙に帰属する

知的財産権を除く。）を利用しようとするときは、成果利用承認申請書を甲に提出し、その承

認を受けるものとする。 

２ 乙は、委託業務によって得た成果を次の各号に掲げる事項で利用するときは、成果利用届を

甲に提出するものとする。この場合、甲が認めるときは、「成果利用届」は事後に提出すること

ができるものとする。 

（１）学会等の場で行う口頭発表 
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（２）学会誌等に発表する論文（投稿） 

（３）受託業務の施策の普及を目的とした成果報告書（成果品）の複製品 

３ 乙は、成果の利用により収益が発生するときは、独立行政法人日本芸術文化振興会著作刊行

物の複製（引用）許可申請書を甲に提出し、その許可を受けるものとする。 

 

（個人情報の取扱い） 

第３０条 乙は、甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報（生存す

る個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図

画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて

表された一切の事項をいう。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容

易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。）をいう。以下同じ。）について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うも

のとする。 

２ 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、こ

の限りではない。 

（１) 甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者（再委託す

る場合における再委託事業者を含む。）に提供し、又はその内容を知らせること。 

（２) 甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について、本契約の

委託業務を遂行する目的の範囲を超えて利用し、複写、複製、又は改変すること。 

３ 乙は、甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の漏えい、滅 失 、

毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

４ 甲は、必要があると認めるときは、甲所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が

預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われている

か等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。乙は、甲からその調査及

び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。 

５ 乙は、甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を、委託業務完

了後、廃止後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したとき

は、その指示によるものとする。 

６ 乙は、甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について漏えい、

滅失、毀損、その他本条に係る違反等が発生又はその発生のおそれを認識したときは、甲に速

やかに報告し、その指示に従わなければならない。 

７ 本条第１項及び第２項の規定については、委託業務を完了し、廃止し、又は解除した後であっ

ても、なおその効力を有するものとする。 

８ 乙は、本委託業務の遂行上、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合（当該

第三者が委託先の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子

会社をいう。）である場合も含む。以下同じ。）には、甲に対し、当該第三者に委託する旨、当

該第三者の名称及び住所を事前に書面により通知し、甲の書面による許諾を得るものとする。 

９ 乙は、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合、当該第三者に対して、この

条に定める安全管理措置その他の本契約に定める個人情報の取扱いに関する乙の義務と同等の

義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。   
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（委託業務の調査） 

第３１条 甲は、必要があると認めたときは、委託業務の実施状況、委託経費の使途、その他必

要な事項について報告を求め、又は実地調査することができる。 

 

（不正行為等に対する措置） 

第３２条 甲は、乙が、本契約の締結に当たり不正の申立てをした場合又は委託業務の実施に当

たり不正若しくは不当な行為（以下「不正等」という。）を行った疑いがあると判断する場

合、乙に対して調査を求め、その結果を報告させることができる。また、甲が、必要がある

と認めるときは、乙に対して実地調査を行うものとする。 

２ 甲は、前項の結果、本契約に関する不正等が明らかになったときは、本契約の全部又は一部

を解除し、かつ既に支払った委託経費の全部又は一部を返還させることができるものとする。 

 

（契約の解除等） 

第３３条 乙が以下の各号のいずれかに該当する場合、甲は本契約の全部又は一部を、何らの催

告なく、直ちに解除することができる。本項に基づく本契約の解除は、乙に対する損害賠償の

請求を妨げるものではない。 

（１）監督官庁より営業の取消又は停止等の処分を受けたとき。 

（２）会社更生、民事再生手続、破産の申立てをなし、又は申立てを受けたとき若しくは銀行取

引停止処分を受けたとき。 

（３）差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあったとき、若しくは租税滞納処分を受け

たとき。 

（４）合併に依らない解散又は営業の全部を第三者に譲渡したとき。 

（５）前各号以外に財産状態が悪化し、又はその虞があると認められる相当の事由があるとき。 

（６）甲に重大な危害又は損害をおよぼしたとき。 

（７）甲の信用を著しく毀損したとみなされるとき。 

（８）乙による委託業務の遂行が困難であると甲が判断したとき。 

（９）その他上記各号のいずれかに準ずるとき。 

２ 乙に本契約に関する違反があった場合、甲は書面により２週間の猶予期間を定めてその是正

を求めるものとし、かかる期間内に是正されない場合には、本契約を解除することができる。 

３ 甲は、乙に対して、生じた損害の賠償を請求できるものとする。また、甲は乙に対して、既

に支払った委託経費の全部又は一部を返還させることができるものとする。 

 

（利息） 

第３４条 甲は、不正等に伴う返還金に利息を付すことができるものとする。 

２ 前項の利息は、返還金にかかる委託経費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納付

した日までの日数に応じ、年利３％の割合により計算した額とする。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金等） 

第３５条 乙は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の１０分の
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１に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以 下

「独占禁止法」という。）第３条又は第１９条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業

者団体が同法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成

員である事業者団体に対して、同法第４９条に規定する排除措置命令又は同法第６２条第１

項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第１９条の規定

に違反した場合であって当該違反行為が同法第２条第９項の規定に基づく不公正な取引方法

（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭

的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限り

でない。 

（２）公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定

による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（３）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が刑法（明治４０年法律第４５ 

号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定によ

る刑が確定したとき。 

２ 乙は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の１０分の１に相

当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当する額を違約金として甲が指定する期日まで

に支払わなければならない。 

（１）前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第７条の３

第２項又は第３項の規定の適用があるとき。 

（２）前項第１号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第３号に規定する

刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

（３）前項第２号に規定する通知に係る事件において、乙が違反行為の首謀者であることが明ら

かになったとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として第１項及び第２項の違約金を免れることができない。 

４ 本条第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合に

おいて、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

５ 乙は本契約に関して、本条第１項又は第２項の各号のいずれかに該当することとなった場合

には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第３６条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体

である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 
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（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

るとき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第３７条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合 

は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

 

（表明確約） 

第３８条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該

当しないことを確約する。 

２ 乙は、前２条各号のいずれかに該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（

下請負人（下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）、受託者（再委託以降の

すべての受託者を含む。）及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場

合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約する。 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第３９条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下

請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならな

い。 

２ 甲は、乙が、下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等

の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契

約を解除せず、若しくは下請負人等の解除をせず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させ

るための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第４０条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等

の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受け

た場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当

介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

（損害賠償） 

第４１条 甲は、第３６条、第３７条及び第３９条第２項により本契約を解除した場合は、これ
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により乙に生じた損害について、何ら賠償又は補償することは要しない。 

２ 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額の１０分の１に相当す

る額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 乙が、委託業務の実施に当たり、甲に損害を与えた場合、乙は甲に対して損害賠償（弁護士

費用を含む）の責を負うものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない場合は、こ

の限りではない。 

４ 乙が、委託業務の実施に当たり、第三者に損害を与えた場合、その賠償の責を負うものとし、

甲に一切迷惑をかけないものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない場合は、甲

乙協議の上、対応するものとする。 

５ 第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が同項に規定する違約金の金額を超える場合に

おいて、甲がその超過分の損害につき、乙に対し賠償を請求することを妨げない。 

 

（代表者変更等の届出） 

第４２条 乙は、その代表者氏名又は住所を変更したときは、その旨を変更届により甲に遅滞な

く通知するものとする。 

 

（実施体制の確保について） 

第４３条 乙が法人格を有していない団体（以下「任意団体」という。）の場合は、履行体制の

確保のため乙は、構成員、会計基準等の必要な事項（以下「任意団体に関する事項」という。）

を任意団体に関する事項により甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙からあらかじめ提出された業務計画書等に、任意団体に関する

事項が記載されている場合は、本契約の締結をもって前項に規定する甲の承認があったものと

する。 

３ 乙は、任意団体に関する事項の変更等を行おうとする場合は、改めて任意団体に関する事項

が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、任意団体の適正な履

行確保に支障とならない軽微な変更を行おうとする場合は、任意団体に関する事項を記載した

書面の届出をもって代えるものとする。 

４ 乙において、会計基準等について特段の定めが無い場合は国の契約及び支払に関する規定の

趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげ得るように経費の効率的使用に努めなけ

ればならない。 

５ 本条第１項により提出された書面において債務責任者となっている者は、委託業務に伴い発

生した過払金の返還、賠償金、損害金又は違約金及び延滞金の支払について、甲に対し、債務

を負うものとし、債務責任者が複数あるときは、連帯して債務を負うものとする。 

６ 乙は、委託業務が完了した日の属する年度終了後、５年以内に本条第１項により提出した書

面に変更がある場合は改めて書面による届出を行わなければならない。 

 

（書類の保管等） 

第４４条 乙は、委託業務の経費に関する出納を明らかにする帳簿を備え、支出額を費目毎に区

分して記載するとともに、甲の請求があったときは、いつでも提出できるよう、その支出を証

する書類を整理し、委託業務を実施した翌年度から５年間保管しておくものとする。なお、請
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求書等の保管についてはインボイス制度を踏まえ、適切に対応すること。 

 

（秘密の保持等） 

第４５条 乙は、この委託業務に関して知り得た業務上の秘密を本契約期間にかかわらず第三者

に漏らしてはならない。 

２ 乙は、この委託業務に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならな

い。 

 

（契約の細目） 

第４６条 本契約に関して必要な細目は、日本博業務委託実施要領（平成３１年４月１日独立行

政法人日本芸術文化振興会理事長決定）に定めるところによる。なお、同要領の内容と本契約

の内容に齟齬が生じる場合には、乙は甲の指示に従うものとする。 

 

（疑義の解決） 

第４７条 前各条のほか、本契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上解決するものと

する。 

 

（合意管轄） 

第４８条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

する。 

 

上記契約の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上各１通を保有するものとする。 

 

     年  月  日 

 

              （甲）東京都千代田区隼町４番１号 

                                  独立行政法人日本芸術文化振興会 

 理事長  ○○ ○○ 印 

 

                           （乙）住 所 

                  名称 

                  代表者役職、氏名    印 
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（別添） 

業 務 計 画 書 

Ⅰ 委託業務の内容 

 

 １．業務名 

      ※ 業務の趣旨・目的を明確かつ簡潔に記載 

 

 ２．業務の目的 

      ※ 業務の目的を具体的に記載 

 

 ３．業務の期間 

    令和  年  月  日から令和  年  月  日 

      ※ 原則、業務の開始予定年月日から終了予定年月日まで記載 

 

 ４．当該年度における業務実施計画 

※ 業務の趣旨・目的が達成されるために必要な課題を具体的に記載 

 

 ５．業務実施体制  

課 題 項 目  実 施 場 所 業務担当責任者  

 

 

 

 

 

 

 

 ６．課題項目別実施期間  

課題項目 
実施期間（  年 月 日 ～  年 月 日） 

月 月 月 月 月 月 月 月 月  月 月 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７．この業務に関連して補助金等を受けた実績  

補助金等の名称  交 付 者 交 付 額 交付年度  業務名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 本委託業務が継続課題の場合、前年度までの委託契約は過去の実績として記載しない。 

 

 ８．知的財産権の帰属 

    ※ 「知的財産権は全て乙又は第三者に帰属する。」又は「知的財産権は全て甲に帰属する。」

のいずれかを選択して記載すること。 

   

  ※ なお、乙に帰属することを希望する場合は、様式第３２の確認書（コンテンツ）を別途提出
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すること。 

 

 

 ９．再委託に関する事項 

 （１）再委託 

再委託の相手方の住所及び氏名  

 

 

再委託を行う業務の範囲  

 

 

再委託の必要性  

 

 

再委託金額（単位：円）  

 

                   円 

 

 （２）履行体制に関する事項  

      ※ 再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われたときに記載 

            すること。 

再々委託の相手方の住所及び氏名  

 

 

再々委託を行う業務の範囲  
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Ⅱ 委託業務経費（ □課税事業者 □免税事業者 ） 

  ※いずれかに☑を入れること。 

 １．経費予定額 

                                                             （単位：円） 

費 目 種  別 内 訳 経費予定額  

人件費 人件費    

小計  

事業費 

 

 諸謝金    

 小計  

 旅費   

 小計  

 借損料    

 小計  

 消耗品費  

  

  

 小計  

 会議費    

 小計  

 通信運搬費    

 小計  

 雑役務費    

 小計  

保険料    

 小計  

 消費税相当額   不（非）課税経費（人件費、外国旅費、保

険料など）×消費税率  

 

(注１ )インボイス影響額 -経過措置の適用：無   

(注２ )インボイス影響額 -経過措置の適用：有   

 小計  

一般管理費   一般管理費  （人件費＋事業費）×〇％   

再委託費   再委託費     

支出額合計（Ａ）   

収入額（Ｂ）    

差引合計（Ａ－Ｂ）                           

 

  ※種別については、委託実施要項と整合性をとること。 
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(注１)インボイス影響額-経過措置の適用：無 

人件費的性質を有する諸謝金については人件費の費目・種別に計上します。 

ここでは「費目：事業費」、「種別：諸謝金」に計上する諸謝金（税込）の「消費税相当額」について補足説明し

ます。 

● 個人への諸謝金は相手方が免税事業者であることが想定されます。個人への諸謝金については、経過措置適用

対象の請求書が発行されない場合があります。その場合はこの欄を使用します。 

● 消費税相当額の計算方法（消費税率10％の場合）：免税事業者への諸謝金額×10/110×110/100 

＝免税事業者への諸謝金額×0.1 

 

例：委託事業者が、適格請求書が発行されない個人への諸謝金 

11,000 円（消費税10％）を支払った場合、経費内訳には以下を計上します。 

・諸謝金：11,000 円 

・インボイス影響額-経過措置の適用：無：1,100 円 

＜計算の流れ＞ 

①諸謝金から消費税額を算出。 

11,000 円×10/110 ＝ 1,000 円 

②国と委託事業者間では業務経費の全体が課税対象となるため、①で算出した額にも「消費税額」を追加計上。 

1,000 円×110/100 ＝ 1,100 円 

 

(注２)インボイス影響額-経過措置の適用：有 

 免税事業者から経過措置適用対象の請求書を受けた場合、この欄を使用します。 

 ●インボイス制度施行後の3 年間は免税事業者等からの仕入について仕入税額相当額の80％、その後の3 年間は

50％を仕入税額とみなして控除となる経過措置があります。 

 ●控除を受けられない部分については消費税相当額を計上する必要があります。 

消費税相当額の計算方法（消費税率10％の場合） 

令和5 年10 月1 日～令和 8 年9 月30 日：免税事業者との取引額×10/110×0.2×110/100 

＝免税事業者との取引額×0.02 

 ●令和8 年10 月1 日～令和11 年9 月30 日：免税事業者との取引額×10/110×0.5×110/100 

＝免税事業者との取引額×0.05 

 

例：委託事業者が免税事業者と110,000 円（税率10％）の取引を行った場合、経費内訳には以下を計上します。 

・雑役務費：110,000 円 

・インボイス影響額-経過措置の適用：有：2,200 円 

＜計算の流れ＞ 

①雑役務費から消費税額を算出。 110,000 円×10/110 ＝ 10,000 円 

②仕入税額相当額の80％は経過措置により仕入税額とみなし控除。残額20％を計算。 

10,000 円×0.2 ＝ 2,000 円 

③国と委託事業者間では業務経費の全体が課税対象となるため、②で算出した額にも「消費税額」を追加計上。 

2000 円×110/100 ＝ 2,200 円 
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 ２．再委託費内訳 

 

  機関名： 

                                                           （単位：円）  

費 目 種  別 内 訳 経費予定額  

     

 小計  

合計  

 

Ⅲ その他 

 

 １．経理担当者（責任者及び事務担当者） 

 

氏  名 職  名 連絡先（T EL 番 号、 FAX 番 号、 ﾒ ｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） 

（責任者）  

 

（事務担当者）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 責任者については、本委託業務に係る経理責任者（必ず記入すること） 

      事務担当者は、実際に窓口となる者（必ず記入すること） 
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様式第２（変更契約書） 

 

委 託 変 更 契 約 書 

 

 ○年○月○日付けをもって、独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長《氏  名》（以下「甲」

という。）と《受託者を記入》（以下「乙」という。）との間で締結した《委託業務名》（契約書第

１条で定めた委託業務の題目を記入すること）に関する委託契約書について下記のとおり変更する。 

 

記 

 

 １．第４条第１項に規定する委託経費「○，○○○ ，○○ ○円」を「○ ， ○ ○ ○ ， ○ ○ ○円」に変更する。 

 

 ２．業務計画書のうち、経費について次のとおり変更する。 

 

                                                           （単位：円）  

費目及び種別  当初計画額  増 減 額 改計画額  備考 

 

 ○○○費  

   ○○○費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合   計             

  

   上記の契約の証として契約書２通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙各１通を保有する 

  ものとする。 

 

    ○年○月○日 

 

             甲  東京都千代田区隼町４番１号 

                独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長       ○○○○  印 

 

 

             乙  住  所 

                名称及び 

                代表者名                           印 

 

 （記載要領） 

  １．費目及び種別は、業務計画書の「Ⅱ 委託業務経費」の内訳に合わせる。 

  ２．業務の方法等、別項目の変更がある場合はそれも明記する。 
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様式第３（帳簿様式） 

 

１．決算総括表 

区分 費目 種別 予算額（円） 決算額（円） 委託費の額（円） 備考 

 

人件費 ①人件費     

事業費 

②諸謝金     

③旅費     

④借損料     

⑤消耗品費     

⑥通信運搬費     

⑦雑役務費     

⑧保険料     

⑨消費税相当額     

⑨-1 
(不)非課税経費（人

件費、外国旅費、保

険料など）×消費税

率 

    

⑨-2 
インボイス影響額-

経過措置の適用：無 

    

⑨-3 
インボイス影響額-

経過措置の適用：有 

    

小計     

一般管理費 ⑩一般管理費     

再委託費 ⑪再委託費     

合計 - - - - 

収 

 

入 

委託費の額     

自己調達額     

その他     

合計 - - - - 
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２．決算費目別内訳 

 

① （費目）人件費／（種別）人件費 

氏名又は支払先 区分 勤務時間 単価（円） 金額（円） 勤務時間 
支 払 年 月

日 

備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

○○ ○○ 
時給  20 1,210 24,200 

○年○月○日 

～○年○月○日 
○年○月○日 請求書 No.

○ 

  

計    24,200      

 

 

② （費目）事業費／（種別）諸謝金 

氏名又は支払先 役職 時間 単価（円） 金額（円） 対象期間 用務等 
支 払 年 月

日 

備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

○○ ○○ 
○○大学

教授 

1 8,050 8,050 ○年○月○日 第○回○

○講演会 
○年○月○日 請求書 No.

○ 

  

計    8,050       

 

 

③ （費目）事業費／（種別）旅費 

氏名又は支払先 役職 金額（円） 旅行期間 用務等 用務先 
支 払 年 月

日 

備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

○○ ○○ ○○大学教授 10,000 
○年○月○日 

～○年○月○日 
○○会議出

席 
○○大学 ○年○月○日 請求書 No.

○ 

  

計          

 

 

④ （費目）事業費／（種別）借損料 

氏名又は支払先 使途 利用年月日 単位 単価（円） 金額（円） 
支 払 年 月

日 

備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

○○会場借料 ○○会議の開催 

○年○月○日 1 10,000 10,000 
○年○月○日 請求書 No.

○ 

  

計     10,000     

 

⑤（費目）事業費／（種別）消耗品費 

品名 数量 単価（円） 金額（円） 発注年月日 納品年月日 支払年月日 取引先 備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

パイプ式ファ

イル 
 1 

500 500 
○年○月○日 ○年○月○日 ○年○月○日 ○○(株) 請求書 No.

○ 

  

計   500        
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⑥（費目）事業費／（種別）通信運搬費 

品名（内訳） 数量 単価(円) 金額(円) 発注年月日 納品年月日 支払年月日 発送先 備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

切手(○○開

催案内送付) 
 100 

84 8,400 
○年○月○日 ○年○月○日 ○年○月○日 ○○市教

育委員会 
請求書 No.

○ 

  

計   8,400        

 

 

⑦（費目）事業費／（種別）雑役務費 

品名（内訳） 数量 単価(円) 金額(円) 発注年月日 納品年月日 支払年月日 取引先 備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

○○開催案

内印刷 
 100 

100 10,000 
○年○月○日 ○年○月○日 ○年○月○日 ○○市教

育委員会 
請求書 No.

○ 

  

計   10,000        

 

 

⑧（費目）事業費／（種別）保険料費 

品名（内訳） 数量 単価(円) 金額(円) 発注年月日 納品年月日 支払年月日 取引先 備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

○ ○ ○ 保

険 

 3 
1,000 3,000 

○年○月○日 ○年○月○日 ○年○月○日 (株)○○

保険 
請求書 No.

○ 

  

計   3,000        

 

⑨（費目）消費税相当額／（種別）消費税相当額 

内訳 金額（円） 摘要 備考 

⑩-1(不)非課税経費（人件費、外

国旅費、保険料など）×消費税率 

 ○○○円×○％＝○○○円 

※○％は消費税率 

（旅費）書類番号 No.○参照 

⑩-2 インボイス影響額-経過措

置の適用：無 

   

⑩-3 インボイス影響額-経過措

置の適用：有 

   

計 0   

 

 

⑩（費目）一般管理費／（種別）一般管理費 

内訳 金額（円） 摘要 備考 

一般管理費 
 再委託費を除く直接経費（消費税率相当額を含む）の○％ 

○○○円×○％ 

 

計 0   



 

29 

 

 

⑪（費目）再委託費／（種別）再委託費 

再委託の業務内容 金額（円） 再委託先名 支払い先 備考 

○○システムの構築  ○○システム(株)  内訳添付 

計 0   

 

（記載要領） 

１．業務計画書の「Ⅱ．委託業務経費の内訳」に掲げる費目ごとに本様式による帳簿を設け、当

該費目の種別毎にその経費の内容を表示すること。 

２．「支払年月日」は、「出金伝票又は振替伝票等」により経理上支払い又は振替として処理し

た年月日を記載する。 

３．「納品年月日」は、物品の検収年月日を記載すること。 

４．「発注年月日」は、発注書又は契約書の年月日を記入すること。ただし、軽微な物品の購入

で発注書の発行を要しないものについては、発注の意思決定のなされた日（例えば、予算執行又

は支出伺文書の決裁のあった日）を記載すること。 
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様式第４（再委託承認申請書/再委託承認通知書） 

 

再委託承認申請書 

 

○年○月○日 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長         殿 

 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）

に関する委託契約書の業務計画のうち、下記によりその一部を再委託したいので、委託契約書の規定

により承認願います。 

 

記 

 

１．再委託先（住所及び氏名） 

 

２．再委託を必要とする理由 

 

３．再委託を行う業務の範囲 

 

４．所要経費                      円 

 

なお経費の内訳は別添のとおり 
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様式第４（再委託承認申請書）別添 

 

 再委託内訳 

  機関名： 

                                                             （単位：円） 

費 目 種 別 内 訳 経費予定額  

人件費 人件費   

 小計  

事業費  諸謝金    

 小計  

 旅費   

 小計  

 借損料    

 小計  

 消耗品費  

  

  

 小計  

通信運搬費    

小計  

 雑役務費    

 小計  

 消費税相当額     

 小計  

一般管理費   一般管理費    

再委託費   再委託費     

支出額合計（Ａ）   

収入額（Ｂ）    

差引合計（Ａ－Ｂ）                           
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再委託承認通知書 

 

○年○月○日 

 

（受託者氏名）              殿 

 

 

申請のあった上記につきましては、承認したので、その旨通知する。 

 また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承認の条件とする。 

① 受託者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。 

② 受託者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書類を提出させた場合は、適切に保

管し、事後において履行の確認ができるように徹底すること。 

③ 受託者は、独立行政法人日本芸術文化振興会から求められた場合は、②の書類の写しを提出す

ること。 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会      

理事長              
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様式第５（再々委託届出書） 

 

 

 

再々委託届出書 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長         殿 

 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）

に関する委託契約書の業務計画のうち、下記によりその一部を再々委託しますので、委託契約書の規

定により届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１．再委託先 

 

 

２．再々委託先（住所及び氏名） 

 

 

３．再々委託を行う業務の範囲 
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様式第６（業務計画変更承認申請書） 

 

 

業務計画変更承認申請書 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長         殿 

 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）

に関する委託契約書の業務計画を、下記により変更したいので、委託契約書の規定により承認願いま

す。 

 

 

記 

 

 

１．変更事項 

①変更前 

 

②変更後 

 

２．変更の理由 

 

 

３．変更が業務計画に及ぼす影響及び効果 
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様式第７（委託契約変更承認申請書） 

 

 

委託契約変更承認申請書 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長         殿 

 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）

の委託契約を、下記により変更したいので、委託契約書の規定により承認願います。 

 

 

記 

 

 

１．変更事項 

①変更前 

 

②変更後 

 

２．変更の理由 

 

 

３．変更が事業計画に及ぼす影響及び効果 
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様式第８（委託業務中止（廃止）承認申請書/委託業務中止（廃止）承認通知書） 

 

 

委託業務中止（廃止）承認申請書 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長         殿 

 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）

の委託契約を、下記により中止（廃止）したいので、委託契約書の規定により承認願います。 

 

 

記 

 

１．中止（廃止）の理由 

 

 

 

２．中止（廃止）後の措置 

 

 

 

 

委託業務中止（廃止）承認通知書 

 

（受託者）          殿 

 

申請のあった上記につきましては、承認したので、その旨通知する。 

独立行政法人日本芸術文化振興会      

理事長              
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様式第９（委託業務完了（廃止）報告書） 

 

委託業務完了（廃止）報告書 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長         殿 

 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）

は、○年○月○日に完了（廃止）したので、委託契約書の規定により、下記の書類を添えて報告しま

す。 

なお、委託契約書に規定する知的財産権（又は著作権等）は、無償で譲渡します。 

 

 

記 

 

 

１．業務結果説明書（別紙イ） 

 

 

２．業務収支決算書（別紙ロ） 

 

 

３．取得資産一覧表（別紙ハ） 
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別紙 イ 

 

業務結果説明書 

 

１．業務の実績 

（１）業務の実施日程 

業務項目 
実    施    日    程 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

             

 

 

（２）業務の実績の説明 
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別紙 ロ 

業務収支決算書 

 

１．決算総括表 

 

区分 費目 種別 予算額（円） 決算額（円） 委託費の額（円） 備考 

 人件費 ①人件費     

事業費 

②諸謝金     

③旅費     

④借損料     

⑤消耗品費     

⑥通信運搬費     

⑦雑役務費     

⑧保険料     

⑨消費税相当額     

⑨-1 
(不)非課税経費（人

件費、外国旅費、保

険料など）×消費税

率 

    

⑨-2 
インボイス影響額-

経過措置の適用：無 

    

⑨-3 
インボイス影響額-

経過措置の適用：有 

    

小計     

一般管理費 ⑩一般管理費     

再委託費 ⑪再委託費     

合計 - - - - 

収 

 

入 

委託費の額     

自己調達額     

その他     

合計 - - - - 
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２．決算費目別内訳 

 

（Ａ）支出 

 

①（費目）人件費／（種別）人件費 

氏名又は支払先 区分 勤務時間 単価（円） 金額（円） 勤務時間 
支 払 年 月

日 

備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

○○ ○○ 
時給  20 1,210 24,200 

○年○月○日 

～○年○月○日 
○年○月○日 請求書 No.

○ 

  

計    24,200      

 

②（費目）事業費／（種別）諸謝金 

氏名又は支払先 役職 時間 単価（円） 金額（円） 対象期間 用務等 
支 払 年 月

日 

備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

○○ ○○ ○○大学

教授 

1 8,050 8,050 ○年○月○日 第○回○

○講演会 
○年○月○日 請求書 No.

○ 

  

計    8,050       

 

③（費目）事業費／（種別）旅費 

氏名又は支払先 役職 金額（円） 旅行期間 用務等 用務先 
支 払 年 月

日 

備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

○○ ○○ ○○大学教授 10,000 
○年○月○日 

～○年○月○日 
○○会議出

席 
○○大学 ○年○月○日 請求書 No.

○ 

  

計          

 

④（費目）事業費／（種別）借損料 

氏名又は支払先 使途 利用年月日 単位 単価（円） 金額（円） 
支 払 年 月

日 

備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

○○会場借料 ○○会議の開催 

○年○月○日 1 10,000 10,000 
○年○月○日 請求書 No.

○ 

  

計     10,000     

 

⑤（費目）事業費／（種別）消耗品費 

品名 数量 単価（円） 金額（円） 発注年月日 納品年月日 支払年月日 取引先 備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

パイプ式ファ

イル 
 1 

500 500 
○年○月○日 ○年○月○日 ○年○月○日 ○○(株) 請求書 No.

○ 

  

計   500        
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⑥（費目）事業費／（種別）通信運搬費 

品名（内訳） 数量 単価(円) 金額(円) 発注年月日 納品年月日 支払年月日 発送先 備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

切手(○○開

催案内送付) 
 100 

84 8,400 
○年○月○日 ○年○月○日 ○年○月○日 ○○市教

育委員会 
請求書 No.

○ 

  

計   8,400        

 

 

⑦（費目）事業費／（種別）雑役務費 

品名（内訳） 数量 単価(円) 金額(円) 発注年月日 納品年月日 支払年月日 取引先 備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

○○開催案

内印刷 
 100 

100 10,000 
○年○月○日 ○年○月○日 ○年○月○日 ○○市教

育委員会 
請求書 No.

○ 

  

計   10,000        

 

 

⑧（費目）事業費／（種別）保険料費 

品名（内訳） 数量 単価(円) 金額(円) 発注年月日 納品年月日 支払年月日 取引先 備考 適用

税率 

インボイス

影響額 

○ ○ ○ 保

険 

 3 
1,000 3,000 

○年○月○日 ○年○月○日 ○年○月○日 (株)○○

保険 
請求書 No.

○ 

  

計   3,000        

 

 

⑨（費目）消費税相当額／（種別）消費税相当額 

内訳 金額（円） 摘要 備考 

⑨-1(不)非課税経費（人件費、

外国旅費、保険料など）×消費税

率 

 ○○○円×○％＝○○○円 

※○％は消費税率 

（旅費）書類番号 No.○参照 

⑨-2 インボイス影響額-経過措

置の適用：無 

   

⑨-3 インボイス影響額-経過措

置の適用：有 

   

計 0   

 

⑩（費目）一般管理費／（種別）一般管理費 

内訳 金額（円） 摘要 備考 

一般管理費 
 再委託費を除く直接経費（消費税率相当額を含む）の○％ 

○○○円×○％ 

 

計 0   
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⑪（費目）再委託費／（種別）再委託費 

再委託の業務内容 金額（円） 再委託先名 支払い先 備考 

○○システムの構築  ○○システム(株)  内訳添付 

計 0   

 

 

（Ｂ）収入 

 

種別 摘要 金額（円） 備考 

委託費の額 ○年○月○日付け委託契約に基づく委託費   

自己調達額 （予算科目の表示 など）   

その他    

計    
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３．再委託費決算 

 

再委託者名：             

（1）決算総括表 

区分 費目 種別 予算額（円） 決算額（円） 委託費の額（円） 備考 

支 

 

 

出 

人件費 人件費 
    

事業費 

諸謝金 
    

旅費 
    

借損料 
    

消耗品費 
    

通信運搬費 
    

雑役務費 
    

消費税相当額 
    

小計 
    

一般管理費 一般管理費 
    

再々委託費  
    

合計 - - - - 

収 

 

入 

委託費の額     

自己調達額     

その他 
    

合計 - - - - 
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３．再委託費決算 

（2）決算費目別内訳 

 

（Ａ）支出 

（費目）人件費／（種別）人件費 

氏名又は支払先 区分 勤務時間 単価（円） 金額（円） 勤務時間 支払年月日 備考 

○○ ○○ 時給  20 1,210 24,200 
○年○月○日 

～○年○月○日 
○年○月○日 請求書 No.○ 

計    24,200    

 

（費目）事業費／（種別）諸謝金 

氏名又は支払先 役職 時間 単価（円） 金額（円） 対象期間 用務等 支払年月日 備考 

○○ ○○ 
○○大学

教授 
1 8,050 8,050 ○年○月○日 第○回○

○講演会 
○年○月○日 請求書 No.○ 

計    8,050     

 

（費目）事業費／（種別）旅費 

氏名又は支払先 役職 金額（円） 旅行期間 用務等 用務先 支払年月日 備考 

○○ ○○ ○○大学教授 10,000 
○年○月○日 

～○年○月○日 
○○会議出

席 
○○大学 ○年○月○日 請求書 No.○ 

計        

 

（費目）事業費／（種別）借損料 

氏名又は支払先 使途 利用年月日 単位 単価（円） 金額（円） 支払年月日 備考 

○○会場借料 ○○会議の開催 ○年○月○日 1 10,000 10,000 ○年○月○日 請求書 No.○ 

計     10,000   

 

（費目）事業費／（種別）消耗品費 

品名 数量 単価（円） 金額（円） 発注年月日 納品年月日 支払年月日 取引先 備考 

パイプ式ファ

イル 
 1 500 500 ○年○月○日 ○年○月○日 ○年○月○日 ○○(株) 請求書 No.○ 

計   500      

 

（費目）事業費／（種別）通信運搬費 

品名（内訳） 数量 単価(円) 金額(円) 発注年月日 納品年月日 支払年月日 発送先 備考 

切手(○○開

催案内送付) 
 100 84 8,400 ○年○月○日 ○年○月○日 ○年○月○日 ○○市教

育委員会 
請求書 No.○ 

計   8,400      

 

（費目）事業費／（種別）雑役務費 

品名（内訳） 数量 単価(円) 金額(円) 発注年月日 納品年月日 支払年月日 取引先 備考 

○○開催案

内印刷 
 100 100 10,000 ○年○月○日 ○年○月○日 ○年○月○日 ○○市教

育委員会 
請求書 No.○ 

計   10,000      
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（費目）事業費／（種別）保険料費 

品名（内訳） 数量 単価(円) 金額(円) 発注年月日 納品年月日 支払年月日 取引先 備考 

○○○保険  3 1,000 3,000 ○年○月○日 ○年○月○日 ○年○月○日 (株)○○

保険 
請求書 No.○ 

計   3,000      

 

（費目）消費税相当額／（種別）消費税相当額 

内訳 金額（円） 摘要 備考 

消費税相当額 
 ○○○円×○％＝○○○円 

※○％は消費税率 

（旅費）書類番号 No.○参照 

計 0   

 

（費目）一般管理費／（種別）一般管理費 

内訳 金額（円） 摘要 備考 

一般管理費 
 再委託費を除く直接経費（消費税率相当額を含む）の○％ 

○○○円×○％ 

 

計 0   

 

（費目）再々委託費／（種別）再々委託費 

再々委託の業務内容 金額（円） 再々委託先名 支払い先 備考 

○○システムの構築  ○○システム(株)  内訳添付 

計 0   

 

（Ｂ）収入 

種別 摘要 金額（円） 備考 

委託費の額 ○年○月○日付け委託契約に基づく委託費   

自己調達額 （予算科目の表示 など）   

その他    

計    
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別紙  ハ 

 

取得資産一覧表 
 
 

費目 品名 仕様 
製造又は 

取得価格 

製造又は 

取得年月日 
数量 単価 

設置場所

（住所） 
備考 

         

         

         

         

 

 

（記載要領） 

１．物品の分類について 

  備品については製造又は取得した単位毎に記載する。ただし、備品等に組み入れられたも

のであっても、単体でも使用できる備品については、一品ごとに内訳として記載する。 

２．製造又は取得価格について 

   当該委託先に係る製造原価（材料費、加工費及び直接経費）又は取得価格を記載する。 

３．本表は、１年１表ではなく、購入年度順にすべて記載する。（毎年順次追記したものを提出 

する。） 
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様式第１０（請求書（精算払））-① 

精 算 書 

 

令和○年○月○日 

 

  独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名                

（登録番号：         ） 

 

返納額 金        円也 

 

○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》について、委託契約書の規定により、下記のとおり委

託費の一部を返還します。 

 

内       訳  

受託金額               円 

受託期間 20XX年 月 日から20XX年 月 日 

確定金額 

（ａ） 

                         円 

（うち10％消費税額     円） 

精 算  

概算払済額 

（ｂ） 

                         円 

（うち10％消費税額     円） 

差引金額 

(返納額) 

（ｂ）－（ａ） 

                          円 

（うち10％消費税額     円） 

       取引銀行 

       支 店 名 

              預金種別 

       口座番号 

       口座名義（ｶﾅ）（※） 

       口座名義（漢字） 

                ※（カナ）には（漢字）のフリガナではなく通帳に記載してあるカナ文字のみ記入してください。 

本件責任者：  

担 当 者：  

連絡先１ ：（代表連絡先） 

連絡先２ ：（担当者連絡先） 

 

パターン(1) 概算払後、差額返納 
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様式第１０（請求書（精算払））-② 

請 求 書 （ 精 算 払 ） 

 

令和○年○月○日 

 

  独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名                

（登録番号：         ） 

 

請求額 金        円也 

 

○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》について、令和○年○月○日付け〇〇〇第○○○号に

より額の確定通知があったので、委託契約書の規定により委託費の精算払を請求します。 

 

内       訳 

受託金額 円 

受託期間 20XX年 月 日から20XX年 月 日 

確定金額 

（ａ） 

                          円 

（うち10％消費税額     円） 

精 算  

概算払済額 

（ｂ） 

                          円 

（うち10％消費税額     円） 

差引金額 

(今回請求額) 
（ａ）－（ｂ） 

                          円 

（うち10％消費税額     円） 

       取引銀行 

       支 店 名 

              預金種別 

       口座番号 

       口座名義（ｶﾅ）（※） 

       口座名義（漢字） 

                ※（カナ）には（漢字）のフリガナではなく通帳に記載してあるカナ文字のみ記入してください。 

本件責任者：  

担 当 者：  

連絡先１ ：（代表連絡先） 

連絡先２ ：（担当者連絡先） 

パターン(2) 概算払後、差額支払 
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様式第１０（請求書（精算払））-③ 

精 算 書 

 

令和○年○月○日 

 

  独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名                

（登録番号：         ） 

 

精算額 金        0 円也 

 

○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》について、令和○年○月○日付け〇〇〇第○○○号に

より額の確定通知があったので、下記のとおり精算額を報告します。 

 

内       訳  

受託金額               円 

受託期間 20XX年 月 日から20XX年 月 日 

確定金額 

（ａ） 

                          円 

（うち10％消費税額    円） 

精 算  

概算払済額 

（ｂ） 

                          円 

（うち10％消費税額    円） 

差引金額 

(精算額) 

（ａ）－（ｂ） 

                          0円 

（うち10％消費税額 0円） 

       取引銀行 

       支 店 名 

              預金種別 

       口座番号 

       口座名義（ｶﾅ）（※） 

       口座名義（漢字） 

                ※（カナ）には（漢字）のフリガナではなく通帳に記載してあるカナ文字のみ記入してください。 

本件責任者：  

担 当 者：  

連絡先１ ：（代表連絡先） 

連絡先２ ：（担当者連絡先） 

 

パターン(3) 概算払後、差額無し 
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様式第１０（請求書（精算払））-④ 

請 求 書 （ 精 算 払 ） 

 

令和○年○月○日 

 

  独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名                

（登録番号：         ） 

 

請求額 金       円也 

 

○年○月○日付け令和○年度《委託業務名》について、令和○年○月○日付け〇〇〇第○○○号に

より額の確定通知があったので、委託契約書の規定により委託費の精算払を請求します。 

 

内       訳  

受託金額               円 

受託期間 20XX年 月 日から20XX年 月 日 

確定金額 

（ａ） 

                         円 

（うち10％消費税額     円） 

精 算  

概算払済額 

（ｂ） 

                         0円 

（うち10％消費税額 0円） 

差引金額 

(今回請求額) 

（ａ）－（ｂ） 

                          円 

（うち10％消費税額     円） 

       取引銀行 

       支 店 名 

              預金種別 

       口座番号 

       口座名義（ｶﾅ）（※） 

       口座名義（漢字） 

                ※（カナ）には（漢字）のフリガナではなく通帳に記載してあるカナ文字のみ記入してください。 

本件責任者：  

担 当 者：  

連絡先１ ：（代表連絡先） 

連絡先２ ：（担当者連絡先） 

  

パターン(4) 概算払無し 
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様式第１１（委託費支払計画書） 

 

 

委 託 費 支 払 計 画 書 

（第○○回） 

 

○年○月○日提出 

○年○月○日現在 

 

 独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

（受託者）住  所 

                        名称及び 

                        代表者名 

 

 委託業務名                

                                                                                   （単位：円） 

費 目 名 

当 初 

 

契約額 

変 更 

承認済 

契約額 

支 払 実 績 又 は 予 定 額  

 

保留額 

前回まで

の 概 算 

払    額 

今 回 

概  算 

払  額 

備  考 
第１・ 

 

四半期 

第２・ 

 

四半期 

第３・四 半 期 第４・ 

 

四半期 

計 
10月 11月 12月 計 

               

               

               

合  計               

（記載要領） 

１．本表は、第３・四半期における概算払請求する場合の例示である。 

２．概算払の請求は、四半期毎の所要見込額とする。ただし、四半期毎に請求を行わない場合に   

は、既に経過した四半期について併せて請求する。 

３．本表は、各月ごとの支払い実績及び見込額を記入して作成すること。第４四半期の３月の欄  

には、翌月以降の支払予定額ものせること。 

４．変更承認済予算額の欄は、変更承認された場合、又は変更契約を行った場合のみ記載する。 

５．消費税相当額は、最終月又は納税予定月に計上する。 

６．一般管理費は、毎月定率（定額ではない）又は最終月一括計上のいずれかとする。 

７．右最上段には本表を作成した日（何日までは実績を計上したか）を記載する。 

８．代表者印等の押印は不要とする。 

９．保留額について概算払請求する場合は、事業の進捗状況が確認できる書類を添付する。 
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様式第１２（請求書（概算払）） 

 

請 求 書 （ 概 算 払 ） 

 

 

○年○月○日 

 

  独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

（登録番号：             ） 

 

 

            請求額 金         円也 

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）

に対する委託費の概算払を委託契約書の規定により請求します。 

 

内       訳 

受託金額 

（ａ） 
円 

概算払済額 

（ｂ） 
円 

今回請求額 

（ｃ） 
円 

うち消費税額 

（消費税率10％） 
円 

差引残額 

(a)- (b)- (c) 
円 

       取引銀行 

       支 店 名 

              預金種別 

       口座番号 

       口座名義（ｶﾅ）（※） 

       口座名義（漢字） 

                ※（カナ）には（漢字）のフリガナではなく通帳に記載してあるカナ文字のみ記入してください。  
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様式第１３（銀行振込依頼書） 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

（受託者）名称及び 

代表者名               

 

 

銀 行 振 込 依 頼 書 

 

 

記  

 

    郵 便 番 号   〒                  

 

    住     所                                       

 

 

    連絡先電話番号                                     

 

    口座名義（カナ）（※）                                       
                                                                   （銀行に登録した 
                                                                     口座名義を御記入ください。） 
    口座名義（漢字）                                        

 

          ※（カナ）には（漢字）のフリガナではなく通帳に記載してあるカナ文字のみ記入してください。 

 

    金 融 機 関 名                       銀行              支店 

                                             信用金庫                      出張所 

 

        金融機関コード            店舗コード                  

 

 

    預 貯 金 種 別  普通預金   当座預金  別段預金 （登録口座の種別に○を付してください。） 

 

 

    口 座 番 号 

                                   （記載に当たっては、あらかじめ預金通帳等を御確認の上、御記入ください。） 

  



 

54 

 

様式第１４（委託業務成果報告書） 

 

 

委託業務成果報告書 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長         殿 

 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託事業名》（契約書第１条で定めた委託事業の題目を記入すること）

に関する成果の報告書を委託契約書の規定により、別添のとおり提出いたします。 
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様式第１５（無断複製等禁止の標記について） 

 

 

 

 

無断複製等禁止の標記について 

 

 

 

委託業務に係る成果報告書の無断複製等の禁止の標記については、次によるものとする。 

 

 

 

   本報告書は、独立行政法人日本芸術文化振興会の委

託業務として、《受託者》が実施した○年度《委託業務

名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目）の成果を

取りまとめたものです。 

   したがって、本報告書の複製、転載、引用等には日

本芸術文化振興会の承認手続きが必要です。 
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様式第１６  （資産及び預り資産管理表） 

資産及び預り資産管理表 

 

（資産管理表） 

 

（預り資産管理表） 

甲に所有権を移転した年月日                      年  月  日 

 

 

（記載要領） 

１． この表は、一資産毎に作成すること。 

２．「付属品又は関係機器その他」の欄には、当該資産が二つ以上の機器等によって構成さ

れている場合に、その構成機器等の名称、数量、仕様等を記載する。 

３．「摘要」の欄には、管理状況について特記する事項があればその事項を記載する。 

４．甲に所有権を移転した際、貸付又は貸付の延長の承認を受けた際には、「預かり資産管理

表」に記載する。 

  

整理番号 
    

品    名 

  
取得価格 円 付  

属  

品機  

又器  

はそ  

関の  

係他 

 

  

仕    様 

  取得年月日 
  

製造年月日 
  

製 造 番 号 
  

年月日 管理場所 管理責任者  摘               要 

          

          

          

貸付契約締結年月日 貸  付  期  間 貸付を受けた理由（用途） 
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様式第１７   （標示ラベル） 

 

 

 

 

 

 

標   示   ラ   ベ   ル（例） 

 

（注） 備考欄には、業務題目、取得年度、整理番号等を必要に応じ記載する。 

  

文化庁物品標示票 

品         名 

  
（例）液晶プロジェクター 

備         考 

  
細分類：備品 
取得年度：令和○年度 
事業名：日本博2.0を契機とす
る文化資源コンテンツ創成事業
最高峰の文化資源の磨き上げに
よる満足度向上事業（委託型） 
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様式第１８  （取得資産の所有権移転書） 

 

 

 

取得資産の所有権移転書 

 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

 

 

（受託者）住    所 

名称及び 

代表者名                 

 

 

 

○年○月○日付け○年度 《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること） 

により製造又は取得した資産の所有権については、別紙１のとおり甲に移転します。 

なお、当該資産の預り証及び処分等に関する希望及び利用計画を別紙２、３のとおり提出します。 
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別紙１  （所有権移転明細書） 

 

取得資産の所有権移転明細書 

 

○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること） 

 

 

（記載要領） 

１．既に取得した装置等に機能追加、改造を行った場合には、品名、仕様、単価、製造又 

は取得価格、取得年月日欄に記入し、機能追加、改造の別を備考欄に記載する。 

２．単体でも使用できる機器類を使用して機能追加、改造を行った場合は、既に取得した 

装置等の内訳として数量欄も記載する。 

  

品    名 仕  様 数 量 

単 価 

(円) 

 

製造又は 

取得価格 

(円) 

 

取得年月日 保管場所 備  考 
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別紙２（預り証） 

 

預  り  証 

 

○年○月○日 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

 

（受託者）住    所 

名称及び 

代表者名               

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）

による所得資産を下記のとおりお預かりします。 

 

記 

１．  取得資産 

 

２．保管場所 

 

３．預り期間   所有権移転の日より当分の間 

 

４．事務担当者（窓口となる担当者を記載） 

住 所： 

所 属： 

氏 名： 

TEL/FAX： 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

  

品       名 仕       様 数      量 備      考 
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別紙３  （取得資産の処分等） 

 

 

取得資産の処分等に関する希望及び利用計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載要領） 

１．「年    度」： 委託契約の属する年度を記載する。 

２．「品    名」：「種別」（又は品名）欄に記載されている事項を記載する。 

３．「設置状況」：機械器具及び移動可能なもの（可搬型）とコンクリート等で固着して容易

に移動出来ないもの（非可搬型）の区別を記載する。 

４．「撤去費用」：４．の「非可搬型」の資産の撤去費用（荷造り、運搬費用を除く）を必要

とするときは、その費用の内容及び概算見積額を記載する。 

５．「希望する処分の方法」：貸付、返納、払下の区分を記載する。 

６．「利用計画」：貸付、払下を希望する資産を使用して行う研究の内容及び関連を簡単に記

載する。 

７．「保管場所」：機器を保管する施設名及び住所を記載する。 

  

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名  

年 

度 

  
委  託  

業務名 

 

  

 

 

 

受託者 
  

所在地 
  

品名 仕様 数量 
取  得 

価  格 

 

取  得 

年月日 

 

設  置 

状  況 

 

撤  去  

費  用 

 

希望する  

処分の方法 

 

利用  

計画 

 

保管場所  

（住所） 

 

備考 
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様式第１９ （物品の無償貸付申請書） 

 

物品の無償貸付申請書 
 

 ○年○月○日 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

（受託者）住    所 

名称及び 

                     代表者名                

 

 物品の貸付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１． 貸付を希望する物品の品名、仕様、数量及び使用場所 

別紙のとおり。 
 
 

２． 貸付希望期間 

無償貸付承認の日から      年      月      日まで 
 
 

３． 用  途 
 
 

４． 貸付を希望する理由 
  
 

５．  業務計画書 

（業務計画書の写しを添付のこと 
 
 

６． 事務担当者 （窓口となる担当者を記載） 

住      所： 

所     属： 

氏      名： 

TEL/FAX  ： 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 
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別紙 （貸付を希望する物品の品目等） 

 

（記載要領） 

１．既に取得した装置等に機能追加、改造を行った場合には、品名、仕様、単価、製造又は取
得価格、取得年月日欄に記入し、機能追加、改造の別を備考欄に記載する。 

２．単体でも使用できる機器類を使用して機能追加、改造を行った場合は、既に取得した 

装置等の内訳として数量欄も記入する。 

  

品       名 仕   様 数 量 使用場所 取得年月日 
取得金額 

（円） 

 

 

備   考 
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様式第２０ （借受書） 

 

 

借    受   書 
 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

 

（受託者）住    所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○○○○第○○○号をもって承認のあった物品の無償貸付について、承認通知書

記載の条件を承諾のうえ、当該物品（別紙のとおり）を確かに借り受けました。 

 

記 

 

 

 

《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入） 
 
 
 
 
 

（記載要領） 

借受書の提出にあたっては、 借受けた物品の名称がわかる書類を提出すること。 
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様式第２１ （亡失・損傷報告書） 

 

亡失・損傷報告書 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

（受託者）住    所 

名称及び 

代表者名                  

 

○年○月○日付け○○○○第○○○号により貸付を受けた物品が亡失（又は損傷）してしまいまし

たので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．委託業務名 

○年度「契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入」 
 
 

２．貸付年月日 
 
 

３． 亡失（又は損傷）  した物品等の品名、仕様及び数量 
 
 

４． 亡失（又は損傷）の日時及び場所 
 
 

５． 亡失 （又は損傷） 程度又はその状況(事実を説明する書類等を添付) 
 
 

６． 亡失 （又は損傷） の原因となった事実の詳細 
 
 

７． 亡失（又は損傷）について取った処置 
 
 

８． 平素における管理の状況 
 
 

９． その他の参考となるべく事実 
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様式第２２（借用物品返納書） 

 

借用物品返納書 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

 

（受託者）住    所 

名称及び 

代表者名                 

 

 

○年○月○日付け○○○○第○○○号により無償貸付を承認された物品のうち、下記物品について

は返納したいと思いますので、下記のとおり通知します。 
 
 
記 

 

１．委託業務名 

○年度「契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入」 
 
 

２．返納理由及び状況 

○○○○等の理由により返納します。 
 
 

３．返納品名等 

 

  

品       名 仕   様 数 量 使用場所 取得年月日 
取得金額  

（円） 

 

備   考 
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様式第２３（確認書（コンテンツ）） 

 

確 認 書（ コ ン テ ン ツ ） 

 

○年○月○日 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 
 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

○○○○（以下「乙」という。）は、独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「甲」という。）に

対し、○年○月○日付けで契約を締結した《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を

記入すること）において制作したコンテンツ（以下「当該コンテンツ」という。）に関し下記の事項

を約する。 

 

記 

 

 １．乙は、当該コンテンツに係る知的財産権は遅延なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その

種類その他情報を甲に報告する。 

 

 ２．乙は、甲が公共の利益のために特に必要であるとしてその理由を明らかにして求める場合には、

無償で当該コンテンツに係る知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。 

 

 ３．乙は、当該コンテンツを相当期間（※明確な期間を指定する場合には、３年間と書き換える。）

活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて正当

な理由が認められない場合において、甲が当該コンテンツの活用を促進するために特に必要があ

るとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該コンテンツを利用する権利を第三者に許諾

する。 

 

 ４．乙は、上記２に基づき甲に利用する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の利用に協力 

する。 

 

  ５．乙は、甲が上記３に基づき、当該コンテンツを相当期間活用していないことについて理由を 

求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。 

 

 ６．乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権（仮 

専用実施権を含む。）若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の

許諾若しくは移転の承諾（以下「専用実施権等の設定」という。）をするときは、合併又は分割に

より移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。 

イ 乙が株式会社である場合に、乙がその子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）

又は親会社（同条第４号に規定する親会社という。）に移転又は専用実施権等の設定をする場合 

ロ 乙が承認ＴＬＯ（大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関す

る法律（平成１０年法律第５２号）第４条第１項の承認を受けた者（同法第５条第１項の変更

の承認を受けた者を含む。））又は認定ＴＬＯ（同法第１１条第１項の認定を受けた者）に移転

又は専用実施権等の設定をする場合 

ハ 乙が技術研究組合である場合に、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定をする場合 

 

７. 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権の全部又は一部が第三者に帰属するときには、当該第三

者をして本確認書において乙が負う義務を遵守させなければならない。また、知的財産権の帰属

に関する文書等が当該第三者から提出された場合は、遅滞なく甲に報告する。  
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様式第２４（産業財産権出願通知書） 

 

産業財産権出願通知書 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）

について、下記のとおり産業財産権の出願を行いましたので、委託契約書の規定により通知します。 

 

記 

 

     １．出願に係る産業財産権の種類 

 

       ２．発明等の名称 

 

     ３．出願国 

 

     ４．出願日 

 

       ５．出願番号 

 

       ６．出願人 

 

       ７．代理人 

 

       ８．優先権主張 

 

     添付書類  （１）特許等出願等明細書（写）１部 

           （２）受理書（写）１部
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様式第２５（産業財産権通知書） 

 

産業財産権通知書 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）

に係る産業財産権の登録等の状況について委託契約書の規定により下記のとおり通知します。 

 

記 

 

     １．出願に係る産業財産権の種類 

 

       ２．発明等の名称 

 

     ３．出願日 

 

       ４．出願番号 

 

       ５．出願人 

 

       ６．代理人 

 

       ７．登録日 

 

       ８．登録番号 

 

     添付書類  特許証等（写）１部 
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様式第２６（著作物通知書） 

 

              著作物通知書 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長 ○○○○ 殿 

 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入するこ

と）に係る著作物について委託契約書の規定により下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

     １．著作物の種類 

 

        ２．著作物の題号 

 

        ３．著作者の氏名（名称） 

 

        ４．著作物の内容 
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様式第２７（コンテンツ利用届出書） 

 

コンテンツ利用届出書 

 

○年○月○日 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長          殿 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）

に係るコンテンツの利用について、契約書第○条第○項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

記 

１．利用内容 

 

２．利用したコンテンツ  

知的財産権の種類  

及 び 番 号 （※１） 
知 的 財 産 権 の 名 称（※２） 

  

   

３．実施（第三者は実施許諾した場合） 

 

  自 己 ・ 第三者（※３） 

 

（記載要領） 

※１．番号については、管理する諸団体における管理番号、特定情報の管理番号が付与されてい

る   

場合はその番号を記載する。 

※２．該当する名称を記入する。 

※３．自己又は第三者のいずれかを○で囲む。 
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様式第２８（移転承認申請書） 

 

 

移転承認申請書 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長 ○○○○ 殿 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）

の成果に係る知的財産権について移転したいので、契約書の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

   １．移転しようとする知的財産権  

知的財産権の種類（※１）  

及び番号（※２）  
知的財産権の名称（※３） 

  

 

   ２．移転先 

   （名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。） 

 

  ３．承認を受ける理由（※４） 

   （以下のいずれかを選択するとともに、別紙にて、その具体的な理由を記載する。） 

  （１）移転先（移転先から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。）が、国内事業活動（製品の

製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等）において当該知的財産権を利用

するため 

  （２）移転先が、海外事業活動において当該知的財産権を利用することにより、我が国に利益が

もたらされるため 

  （３）その他 
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（記載要領） 

（※１）特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、商標権、育成者権、著作権、ノウハウ、

特定情報のうち、該当するものを記載する。（外国における権利の場合には、上記各権利の

うち、相当するものを記載する。以下同じ。） 

（※２）当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利

については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行って

いる場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号（管理番号を付している場合）を

記載する。ノウハウ又は特定情報については、管理番号（管理番号を付してない場合）を記

載する。 

（※３）特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意

匠に係る物品、商用権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申

請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、

出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権につい

ては、著作物の題号を、ノウハウについては、ノウハウの名称を、特定情報については、特

定情報の名称を記載する。 

（※４）具体的な理由を、以下の要領に従って記載すること。 

  ①理由が（１）の場合 

    国内事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。（用いる場合は、

以下に限定されるものではない。） 

   ・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提

供等の実績または具体的な計画 

   ・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造またはサービスの提供の実績 等 

 

  ②理由が（２）の場合 

    海外事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。（用いる観点は、

以下に限定されるものではない。） 

   ・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提

供等の実績または具体的な計画 

   ・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造またはサービスの提供の実績 等 

    さらに、当該知的財産権の利用により、我が国に利益がもたらされることが明確である

ことを、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。（用いる観点は、以下に限定される

ものではない。） 

   ・移転元の経営戦略における当該移転の位置づけ（国際分業戦略等） 

   ・当該移転により移転元及び我が国にもたらされる利益の見込み 等 

 

  ③理由が（３）の場合 

    当該知的財産権の移転が必要である理由を、具体的に説明する。 
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様式第２９（移転通知書） 

 

移転通知書 

 

                                   ○年○月○日 

 

  独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長 ○○○○ 殿 

 

                     （受託者）住  所 

                          名称及び 

                          代表者名           

 

 

 ○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）

の成果に係る知的財産権について、契約書の規定に基づき、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

  １．移転した知的財産権  

知的財産権の種類（※１）  

及び番号（※２）  
知的財産権の名称（※３） 

  

 

 ２．移転先 

  （名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。） 

 

 ３．通知の理由（以下のいずれかを選択する。） 

 （１）契約書の規定に基づき、国の承認を受けたため（承認書の写しを添付する。） 

 （２）以下の理由により承認が不要であるため（さらに以下のいずれかの理由を選択） 

   イ 子会社又は親会社への移転であるため 

   ロ 承認ＴＬＯ又は認定ＴＬＯへの移転であるため 

   ハ 技術研究組合から組合員への移転であるため 

   ニ 合併又は分割による移転であるため 

 

 ４．誓約事項 

   当該知的財産権の移転を行うにあたり、契約書の規定の適用に支障を与えないよう移転先に約

させました。 
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（記載要領） 

 

（※１）特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウ

又は特定情報のうち、該当するものを記載する。（外国における権利の場合には、上記各権

利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。） 

（※２）当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利

については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行って

いる場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号（管理番号を付している場合）を

記載する。ノウハウ又は特定情報については、管理番号（管理番号を付してない場合）を記

載する。 

（※３）特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意

匠に係る物品、商標権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申

請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、

出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権につい

ては、著作物の題号をし、ノウハウについては、ノウハウの名称を、特定情報については、

特定情報の名称を記載する。 
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様式第３０（専用実施権等設定承認申請書） 

 

 

専用実施権等設定承認申請書 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長 ○○○○ 殿 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）

に係る知的財産権について専用実施権等を設定したいので、契約書の規定に基づき、下記のとおり申

請します。 

 

記 

 

  １．専用実施権等（※１）を設定しようとする知的財産権について  

知的財産権の種類（※２）、  

番号（※３）及び名称（※４）  

専用実施権等の範囲 

（地域・期間・内容）  

  

  

 ２．専用実施権等の設定を受ける者 

  （名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。） 

 

 ３．承認を受ける理由（※５） 

  （以下のいずれかを選択するとともに、別紙にて、その具体的な理由を記載する。） 

 （１）専用実施権等の設定を受ける者（専用実施権者から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。）

が、国内事業活動（製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等）におい

て当該知的財産権を利用するため 

 （２）専用実施権等の設定を受ける者が、海外事業活動において当該知的財産権を利用することに

より、我が国に利益がもたらされるため 

 （３）その他 
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（記載要領） 

（※１）特許法第７７条に規定する専用実施権、実用新案法第１８条に規定する専用実施権、意

匠法第２７条に規定する専用実施権、商標法第３０条に規定する専用使用権、半導体集積

回路の回路配置に関する法律第１６条に規定する専用利用権、種苗法第２５条に規定する

専用利用権をいう。 

    著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、

他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている

権利をいう。 

    ノウハウについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有

する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないこ

とを定めている権利をいう。 

    特定情報については、特定情報の保有者が第三者には開示しないこと及び特定情報の保

有者自らが他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを

条件に、特定情報の保有者から他者に開示された特定情報に関する財産上の権利をいう。 

（※２）特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウ、

特定情報のうち、該当するものを記載する。（外国における権利の場合には、上記各権利の

うち、相当するものを記載する。以下同じ。） 

（※３）当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であ

って、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に承認申請を行う場合には、出願番

号又は申請番号を記載のこと。 

    著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には

管理番号（管理番号を付している場合）を記載する。 

    ノウハウ又は特定情報については、管理番号（管理番号を付している場合）を記載する。 

（※４）特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意

匠に係る物品、商標権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申

請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、

出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。 

    また、著作権については、著作物の題号を、ノウハウについては、ノウハウの名称を、

特定情報については、特定情報の名称を記載する。 

（※５）具体的な理由を、様式第２８の記載要領（※４）同様に記載すること。 
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 様式第３１（専用実施権等設定通知書） 

 

専用実施権等設定通知書 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長 ○○○○ 殿 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）

に係る知的財産権について、専用実施権等を設定したので、契約書の規定に基づき、下記のとおり通

知します。 

 

記 

 

  １．専用実施権等（※１）を設定した知的財産権について  

知的財産権の種類（※２）、 

番号（※３）及び名称（※４）  

専用実施権等の範囲 

（地域・期間・内容）  

  

  

 ２．専用実施権等の設定を受けた者 

  （名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。） 

 

 ３．通知の理由（以下のいずれかを選択する。） 

 （１）契約書の規定に基づき、国の承認を受けたため（承認書の写しを添付する。） 

 （２）以下の理由により承認が不要であるため（さらに以下のいずれかの理由を選択） 

   イ 子会社又は親会社への移転であるため 

   ロ 承認ＴＬＯ又は認定ＴＬＯへの移転であるため 

   ハ 技術研究組合から組合員への移転であるため 

   ニ 合併又は分割による移転であるため 

 

 ４．誓約事項 

   当該専用実施権等設定を行うにあたり、契約書の規定の適用に支障を与えないよう設定先に約

させました。
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様式第３２（個人情報利用申請書） 

 

 

個人情報利用申請書 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長  ○○○○ 殿 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託業務名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）に

係る個人情報について、下記のとおり利用したいので、契約書の規定に基づき、下記のとおり申請しま

す。 

 

記 

 

  １．利用しようとする個人情報 

 

  ２．利用方法 

 

 ３．利用しようとする機関 

 

４．利用しようとする期間 

利用承認の日から  年  月  日まで 

 

５．利用を必要とする理由 

 

６．管理体制・方法等 
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様式第３３（成果利用承認申請書） 

 

 

成果利用承認申請書 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長  ○○○○ 殿 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託事業名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）に

ついて得られた成果を、このたび下記のとおり利用したいので委託契約書の規定により申請いたします。 

 

 

記 

 

 

      １．利用しようとする成果 

 

 

      ２．利用の方法 

 

 

      ３．成果を利用しようとする時期 

 

 

      ４．利用を必要とする理由 
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様式第３４（成果利用届） 

 

成  果  利  用  届 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長 ○○○○ 殿 

 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託事業名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）に

ついて得られた成果を、このたび下記のとおり利用いたしますので委託契約書の規定により届け出ます。 

 

 

記 

 

 

      １．利用する成果 

 

 

       ２．利用の方法 

 

 

       ３．成果を利用する時期 

 

 

        ４．利用を必要とする理由
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様式第３５（独立行政法人日本芸術文化振興会著作刊行物の複製（引用）許可申請書） 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長 ○○○○ 殿 

 

 

                                     （受託者）郵便番号 

                        団体所在地 

                        団体名 

                        代表者名               

                        電話番号 

 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会著作刊行物の複製（引用）許可申請書 

 

 

 １．複製（引用）する著作物： 

    ※ 刊行物名を記入する。 

 

 ２．使用目的： 

    ※ どのような目的で使用するのか、その理由を簡潔に記入する。 

 

 ３．掲載ページ： 

    全○○ページ中、○○ページ 

    ※ 製作する刊行物のうち、著作物が何ページを占めるのかを記入する。 

      また引用の場合は著作物どのように使用するのか著作物ごとに記入する。 

 

 ４．発行部数： 

    定価をつけて発行される部数 

 

 ５．販売価格： 

    ○○○円（本体価格○○○円 、 税○○円） ※ 総額表示にすること 

 

 ６．販売分野： 

    ※ どのような団体・個人を対象に販売するかを記入する。 

 

 ７．発行予定年月日： 

    ○○年○○月○○日  
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様式第３６（変更届） 

 

変  更  届 

 

 

○年○月○日 

 

独立行政法人日本芸術文化振興会 

理事長  ○○○○ 殿 

 

 

（受託者）住  所 

名称及び 

代表者名               

 

 

○年○月○日付け○年度《委託事業名》（契約書第１条で定めた委託業務の題目を記入すること）に

ついて、下記の事項を変更したので委託契約書の規定により、通知します。 

 

 

記 

 

 

        １．変更事項 

           ①変更前 

 

 

           ②変更後 

 

 

        ２．変更が生じた日付      年  月  日 

 

 

        ３．変更の理由 
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様式第３７（任意団体に関する事項） 

 

任意団体に関する事項 

 

代表者 ○○ ○○  

 

１．団体名 

 

２．団体の目的 

 

３．団体の構成員及び役割等 

 

役割等 構成員氏名 住  所 連絡先 

    

    

    

    

 

４．団体の主たる事務所の所在地 

 

５．委託業務における債務責任者（複数人可） 

債務責任者   ○○ ○○ 

６．責任者に事故等があった場合の措置  

  上記５における債務責任者が、本委託業務に係る債務の履行が不可能となった場合には、本委託業務に

係る一切の債務を保証するものとする。 

       債務責任継承者 ○○ ○○ 

７．会計事務処理の基準（旅費支給、謝金単価基準等） 

 

８．業務終了後（解散後）の債務継承（証拠書類等の保存義務等） 

 

９．その他必要な事項 
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（記載要領） 

 

１ 「団体名」については、任意団体の団体名を記載すること。 

２ 「団体の目的」については、任意団体の設立趣旨、実施目的等について具体的かつ簡潔に記載

すること。 

３ 「団体の構成員及び役割等」については、 

 ①役割等・・構成員の任意団体内における、位置づけ、担当業務等を記載すること。（代表責任

者、出納管理者、事務、アドバイザー等） 

 ②構成員氏名・・任意団体を構成する人員（企業、法人等の団体そのものが構成員の場合は、当

該団体名）を記載すること。 

 ③住所、連絡先・・原則記載することとするが、構成員全員の住所及び連絡先を記載することが

困難な場合は、代表責任者の住所及び連絡先のみを記載すること。 

４ 「団体の主たる事務所の所在地」については、任意団体が本事業実施において事務所等として

使用している場所の住所について記載すること。 

５ 「委託業務における債務責任者（複数人可）」については、本事業実施における任意団体内で

の債務責任者について記載の上、該当責任者は自筆で署名を行うこと。(債務責任者が代表者と

同一である場合は署名する必要はない。) 

６ 「責任者に事故等があった場合の措置」については、５．に記載した債務責任者が、事故、辞

任等で変更された場合において、本事業における債務責任継承する者が自筆で署名を行うこと。

(５において既に複数人の債務責任者を記載している場合は記載する必要はない。) 

７ 「会計事務処理の基準（旅費支給、謝金単価基準等）」については、任意団体において定めて

いる会計事務処理基準等（経費の支出基準について定めているもののみで可）を添付すること。

（母体となる団体の会計事務処理基準に準じる場合は母体となる団体の会計事務処理基準を添付

すること。） 

 例)委託業務における会計処理については添付の会計事務処理基準によるものとし、会計処理基準

に定めがない場合には国の会計規程に基づいて処理する。等 

８ 「業務終了後（解散後）の債務継承（証拠書類等の保存義務等）」については、本事業終了後

及び団体の解散後も、引き続き必要となる債務についてどのように継承するのか具体的に記載す

ること。 

 例)証拠書類については債務責任者○○が事業終了後５年間保存し、金銭債務については債務責

任者○○及び○○が連帯して負う。等 

９ 「その他必要な事項」については、各事業担当課において任意団体に事業を委託するにあたっ

て上記の外に必要となる事項について適宜記載させること。 
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ー ー ー 3 情報セキュリティガバナンス

ー ー ー

情報セキュリティガバナンスは、組織の情報セキュリティ活動を指導し、管理するシステムである。情報セキュリティの目的及び戦略を、事業

の目的及び戦略に合わせて調整する必要があり、法制度、規制及び契約を遵守する必要がある。また、情報セキュリティガバナンスは、内部統

制の仕組みによって遂行されるリスクマネジメント手法を通じて、評価、分析及び実施する。

ー ー ー 3.1 情報セキュリティガバナンスのプロセス

ー ー ー 3.1.1 概要

ー ー ー
経営陣は、情報セキュリティを統治するために、評価、指示、モニタ及びコミュニケーションの各プロセスを実行する。さらに、保証プロセス

によって、情報セキュリティガバナンス及び達成したレベルについての独立した客観的な意見が得られる。

3.1.2 評価

評価とは、現在のプロセス及び予定している変更に基づくセキュリティ目的の現在及び予想される達成度を考慮し、将来の戦略的目的の達成を

最適化するために必要な調整を決定するガバナンスプロセスである。

“評価”プロセスを実施するために、経営陣は、次のことを行う。

3.1.2.1 経営陣は、事業の取組みにおいて情報セキュリティ問題を考慮することを確実にする。

・経営陣は、管理者に、情報セキュリティが事業目的を十分にサポートし、支えることを確実にさせる。

3.1.2.2 経営陣は、情報セキュリティのパフォーマンス結果に対応し、必要な処置の優先順位を決めて開始する。

3.1.2.3 経営陣は、管理者に、重大な影響のある新規情報セキュリティプロジェクトを経営陣に付託するようにさせる。

3.1.3 指示

指示は、経営陣が、実施する必要がある情報セキュリティの目的及び戦略についての指示を与えるガバナンスプロセスである。指示には、資源

供給レベルの変更、資源の配分、活動の優先順位付け並びに、方針、適切なリスク受容及びリスクマネジメント計画の承認が含まれる。

“指示”プロセスを実施するために、経営陣は次のことを行う。

3.1.3.1 経営陣は、その組織のリスク選好を決定する。

3.1.3.2 経営陣は、情報セキュリティの戦略及び方針を承認する。

(ア)経営陣は、管理者に、情報セキュリティの戦略及び方針を策定・実施させる。

(イ)経営陣は、管理者に、情報セキュリティの目的を事業目的に合わせて調整させる。

3.1.3.3 経営陣は、適切な投資及び資源を配分する。

3.1.3.4 経営陣は、管理者に、情報セキュリティに積極的な文化を推進させる。

3.1.4 モニタ

モニタは、経営陣が戦略的目的の達成を評価することを可能にするガバナンスプロセスである。

“モニタ”プロセスを実施するために、経営陣は次のことを行う。

3.1.4.1 経営陣は、情報セキュリティマネジメント活動の有効性を評価する。

(ア)経営陣は、管理者に、事業の観点から適切なパフォーマンス指標を選択させる。

(イ)経営陣は、管理者に、経営陣が以前に特定した措置の実施及びそれらの組織への影響を含む、情報セキュリティのパフォーマンス成果についての

フィードバックを経営陣へ提供させる。

3.1.4.2 経営陣は、内部及び外部の要求事項への適合性を確実にする。

3.1.4.3 経営陣は、変化する事業、法制度、規制の環境、及びそれらの情報リスクへの潜在的影響を考慮する。

3.1.4.4 経営陣は、管理者に、情報リスク及び情報セキュリティに影響する新規開発案件について、経営陣に対し注意を喚起させる。

3.1.5 コミュニケーション

コミュニケーションは、経営陣及び利害関係者が、双方の特定のニーズに沿った情報セキュリティに関する情報を交換する双方向のガバナンス

プロセスである。

コミュニケーションの方法の一つは、情報セキュリティの活動及び課題を利害関係者に説明する情報セキュリティ報告書である。

“コミュニケーション”プロセスを実施するために、経営陣は次のことを行う。

3.1.5.1 経営陣は、外部の利害関係者に、組織がその事業特性に見合った情報セキュリティのレベルを実践していることを報告する。

3.1.5.2 経営陣は、管理者に、情報セキュリティ課題を特定した外部レビューの結果を通知し、是正処置を要請する。

3.1.5.3 経営陣は、情報セキュリティに関する規制上の義務、利害関係者の期待及び事業ニーズを認識する。

3.1.5.4 経営陣は、管理者に、注意が必要な問題、また、できれば決定が必要な問題について、経営陣へ助言させる。

3.1.5.5 経営陣は、管理者に、関連する利害関係者に対し、経営陣の方向性及び決定を支援するためにとるべき詳細な行動を、経営陣の方向性及び決定に沿って

説明させる。

3.1.6 保証

保証は、経営陣が独立した客観的な監査、レビュー又は認証を委託するガバナンスプロセスである。これは、望ましいレベルの情報セキュリ

ティを達成するためのガバナンス活動の実行及び運営の遂行に関連した目的及び処置を特定し、妥当性を検証する。

“保証”プロセスを実施するために、経営陣は次のことを行う。

3.1.6.1 経営陣は、要求している情報セキュリティ水準に対し、どのように説明責任を果たしているかについて、独立した客観的な意見を監査人等に求める。

3.1.6.2 経営陣は、管理者に、経営陣が委託する監査、レビュー又は認証をサポートさせる。

ー ー ー 4.1 マネジメント基準

ー ー ー

マネジメント基準は、JIS Q 27001:2014を基に、情報セキュリティについて組織を指揮統制するために調整された活動である情報セキュリ

ティマネジメントを確立、導入、運用、監視、維持及び改善するための基準を定める。マネジメント基準は、原則としてすべて実施しなければ

ならないものである。

ー ー ー 4.2 記載内容について

ー ー ー

「情報セキュリティ管理基準」の「マネジメント基準」に同じ。

クラウドサービスにおいては、クラウドサービス利用者の環境等を考慮して、クラウドサービス提供者の管理策等を検討し、実施する必要があ

る。そのため、クラウドサービス利用者及びクラウドサービス事業者間において、クラウドサービスにおける情報セキュリティリスクとその対

応について、情報交換することが非常で重要である。

当該情報セキュリティリスクコミュニケ―ションについては、クラウドサービスにおいて特に考慮するべき事項として、4.9章に規定する。

ー ー ー 4.3 凡例

ー ー ー

2.3章以降は、以下の構成をとる。

2.3　情報セキュリティマネジメント確立　 [27001-4]

 2.3.1　組織の役割、責任及び権限　[27001-5.3 / 5.1]

  2.3.1.1　トップマネジメントは、情報セキュリティマネジメントに関するリーダーシップ及びコミットメントを発揮する。　[27001-5.1b)

/ 5.1e) / 5.1f)]

　　　　その際は、以下を行うこととする。

　　　　　・組織のプロセスへ、その組織が必要とする情報セキュリティマネジメント要求事項を統合する

            　：[27001-X.X.X]は、JIS Q 27001:2014において関連する条項(X.X.X)を示す。

ー ー ー 4.4 情報セキュリティマネジメントの確立 [27001-4.4]

ー ー ー
情報セキュリティマネジメントを確立するために、その基盤となる適用範囲を決定し、方針を確立する。これらをもとに、情報セキュリティリ

スクアセスメントを実施し、その対応を計画し実施する。それにより、組織が有効な情報セキュリティマネジメントを実施するための基盤作り

を行う。
4.4.1 組織の役割、責任及び権限 [27001-5.3 / 5.1]

4.4.1.1 トップマネジメントは、情報セキュリティマネジメントに関するリーダーシップ及びコミットメントを発揮する。　[27001-5.1b) / 5.1e) / 5.1f)]

・組織のプロセスへ、その組織が必要とする情報セキュリティマネジメント要求事項を統合する。

・情報セキュリティマネジメントがその意図した成果を達成することを確実にする。

・情報セキュリティマネジメントの有効性に寄与するよう人々を指揮し、支援する。

　また、トップマネジメントがリーダーシップ及びコミットメントを発揮していることを以下により確認する。

・経営会議等の議事録に、トップマネジメントの情報セキュリティマネジメントに関する意思、判断、指示等が記録されていること。

・情報セキュリティ方針、情報セキュリティ目的及びそれを達成する計画を策定する際に、トップマネジメントの意思、判断、指示等が含まれているこ

と。

・達成すべきセキュリティの水準として、リスクレベルをトップマネジメントが決定していること。

・リスクレベルに応じて選択したセキュリティ管理策を実施させる際に、トップマネジメントの意思、判断、指示等が含まれていること。

・内部監査において確認すべき事項に、トップマネジメントが要求する情報セキュリティ要求事項等が含まれていること。

・内部監査報告書やそれらに基づく是正処置、マネジメントビュー議事録等に、トップマネジメントの意思、判断、指示等が含まれていること。
4.4.1.2 トップマネジメントは、組織の役割について、以下の責任及び権限を割り当て、伝達する。 [27001-5.3]

・情報セキュリティマネジメントを、本管理基準の要求事項として適合させる。

・情報セキュリティマネジメントのパフォーマンス評価をトップマネジメントに報告する。

　また、情報セキュリティマネジメントを本管理基準の要求事項に適合させるために、以下のような責任・権限を割り当てていることを確認する。

・セキュリティ要求事項を盛り込んだ情報セキュリティ方針等の文書を策定する責任・権限

・リスクアセスメントにおいて、リスクを運用管理する責任･権限を持つリスク所有者

・セキュリティ要求事項を満たす管理策を教育、普及させる責任・権限

・セキュリティ要求事項を満たしているか監査する責任・権限

・各プロセスの結果及び効果をトップマネジメントに報告する責任・権限

・各プロセスの結果及び効果を組織内に周知する責任・権限

4.4.1.3 トップマネジメントは、管理層がその責任の領域においてリーダーシップを発揮できるよう、管理層の役割を支援する。 [27001-5.1h)]

管理層が、その職掌範囲、組織等において、リーダーシップを発揮できるよう、トップマネジメントは、管理層に、必要な権限を委譲していることを確

認する。

4.4.2 組織及びその状況の理解 [27001-4.1]

4.4.2.1 組織は、組織の目的に関連し、かつ、情報セキュリティマネジメントの意図した成果を達成する組織の能力に影響を与える、以下の課題を決定する。

[27001-4.1]

・外部の課題

・内部の課題

 これらの課題の決定とは、組織の外部状況及び内部状況の確定のことをいう。外部状況及び内部状況には、以下のようなものが含まれる。

a)　外部状況

・国際、国内、地方又は近隣地域を問わず、文化、社会、政治、法律、規制、金融、技術、経済、自然及び競争の環境

・組織の目的に影響を与える主要な原動力及び傾向

・外部ステークホルダとの関係並びに外部ステークホルダの認知及び価値観

b)　内部状況

・統治、組織体制、役割及びアカウンタビリティ

・方針、目的及びこれらを達成するために策定された戦略

・資源及び知識として見た場合の能力（例えば、資本、時間、人員、プロセス、システム及び技術）

・情報システム、情報の流れ及び意思決定プロセス（公式及び非公式の双方を含む。）

・内部ステークホルダとの関係並びに内部ステークホルダの認知及び価値観

・組織文化

・組織が採択した規格、指針及びモデル

・契約関係の形態及び範囲

①全ての要求事項に対して「可否」欄に〇か×を入力すること。×を入力する場合は、「×の場合の代替措置」欄も合わせて記入すること。

②組織としてISO27001を取得している場合は、「ISO27001適用」欄に〇が付いている項目は「可否」欄にISOを入力したうえで確認を省略できる。

③回答・代替措置の内容について、根拠資料の提出を求めることがある。
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組織全体として情報セキュリティの対策を確実に遂行するための体制を整備し

ている。また、経営陣は、管理者に対して優先度に即した対応を行わせるな

ど、重大な情報セキュリティプロジェクトの進捗を管理している。

経営陣は、情報セキュリティ戦略及び方針を事業目的に合わせて策定・実施さ

せており、積極的にセキュリティを順守する文化を醸成している。また、リス

クマネジメントも適切に行い、必要な投資及び資源の配分を行っている。

経営陣は、情報セキュリティの措置状況を必要に応じて確認し、環境の変化を

考慮しつつ、組織内部及び外部（法令・規制等も含む）が必要とするセキュリ

ティ要件に常に適合できるようにしている。

経営陣は、事業特性に見合った情報セキュリティのレベルを実践していること

を明示している。また、振興会が要求するセキュリティ事項を認識し、組織と

して対応を行うことができる体制をもっている。

必要な情報セキュリティ水準を確保していることを客観的に証明するために、

外部機関による監査を行っている。

組織は、情報セキュリティマネジメントが有効に行われるように、次の事項を

実施している。

・情報セキュリティ方針・計画等、経営会議等の議事録、内部監査の報告等に

経営陣の情報セキュリティマネジメントの意思、判断、指示等を含めている。

・達成すべきセキュリティの水準として、リスクレベルを経営陣が決定してい

る。

・内部監査において確認すべき事項に、経営陣が要求する情報セキュリティ要

求事項等を含めている。

・情報セキュリティ方針、リスクアセスメント等の策定、セキュリティ管理策

の教育・普及、セキュリティ基準適合の監査、組織内及び経営陣への報告に関

わる責任・権限を適切に設定している。

・経営陣は、管理層がその責任の領域においてリーダーシップを発揮できるよ

う、管理層の役割を支援している。

組織は、組織内外に存する以下の状況を明確にしている。

・国際、国内、地方又は近隣地域を問わず、文化、社会、政治、法律、規制、

金融、技術、経済、自然及び競争の環境

・組織の目的に影響を与える主要な原動力及び傾向

・外部ステークホルダとの関係並びに外部ステークホルダの認知及び価値観

・統治、組織体制、役割及びアカウンタビリティ

・方針、目的及びこれらを達成するために策定された戦略

・資源及び知識として見た場合の能力（例えば、資本、時間、人員、プロセ

ス、システム及び技術）

・情報システム、情報の流れ及び意思決定プロセス（公式及び非公式の双方を

含む。）

・内部ステークホルダとの関係並びに内部ステークホルダの認知及び価値観

・組織文化

・組織が採択した規格、指針及びモデル

・契約関係の形態及び範囲

ISMAP管理基準

No. 要件概要 可否

ISO

27001

適用

〇

×の場合の代替措置

1

2

3

4

5

6

無

無

無

無

無

〇

別添６



4.4.3 利害関係者のニーズ及び期待の理解 [27001-4.2]

4.4.3.1 組織は、利害関係者のニーズ及び期待を理解するために、以下を決定する。 [27001-4.2]

    ・情報セキュリティマネジメントに関連する利害関係者

    ・利害関係者の、情報セキュリティに関連する要求事項

　　利害関係者の要求事項には、法的及び規制の要求事項並びに契約上の義務を含めてもよいが、利害関係者には、以下のようなものが含まれる。

　　・組織内で情報セキュリティマネジメントプロセスを推進する役割・権限を持つ人又は組織。例えば、以下のようなものをいう。

　　　-情報セキュリティに関する方針等を策定する人又は組織(トップマネジメント等)

　　　 -セキュリティ管理策を全組織に徹底させる人又は組織(総務部、情報システム部等）

　　　-情報セキュリティ監査を行う人又は組織(監査室等)

　　　-組織内の情報セキュリティ専門家

　　・取引先、パートナー、サプライチェーン上の関係者

　　・親会社、グループ会社

　　・当該組織のセキュリティを監督する省庁、政府機関

　　・所属するセキュリティ団体、協会
4.4.4 適用範囲の決定 [27001-4.3]

情報セキュリティマネジメントを確立、導入、運用、監視、レビュー、維持及び改善するために、まず適用範囲を明確にし、組織に合った情報

セキュリティマネジメントを構築する基盤を整える。

4.4.4.1 組織は、情報セキュリティマネジメントの境界及び適用可能性を明確にし、適用範囲を決定する。 [27001-4.3]

a) 組織は以下の点を考慮して適用範囲及び境界を定義する。

・自らの事業

・体制

・所在地

・資産

・技術の特徴

・外部及び内部の課題

・利害関係者の情報セキュリティに関連する要求事項

・組織が実施する活動と他の組織が実施する活動との間のインタフェース及び依存関係

b) 情報セキュリティマネジメントの目的や目標は、組織の特徴によって異なる。
c) 情報セキュリティマネジメントに対する要求事項はそれぞれの組織の事業によって、外部状況、内部状況の双方があり、これらを考慮して適用範囲を

定義する。

・外部状況には、以下のようなものが含まれる。

－国際、国内、地方又は近隣地域を問わず、文化、社会、政治、法律、規制、金融、技術、経済、自然及び競争の環境

－組織の目的に影響を与える主要な原動力及び傾向

－外部ステークホルダとの関係並びに外部ステークホルダの認知及び価値観

・内部状況には、以下のようなものが含まれる。

－統治、組織体制、役割及びアカウンタビリティ

－方針、目的及びこれらを達成するために策定された戦略

－資源及び知識として見た場合の能力（例えば、資本、時間、人員、プロセス、システム及び技術）

－情報システム、情報の流れ及び意思決定プロセス（公式及び非公式の双方を含む。）

－内部ステークホルダとの関係並びに内部ステークホルダの認知及び価値観

－組織文化

－組織が採択した規格、指針及びモデル

－契約関係の形態及び範囲
4.4.5 方針の確立 [27001-5.2 / 6.2 / 5.1]

4.4.5.1 トップマネジメントは、以下を満たす組織の情報セキュリティ方針を確立する。 [27001-5.2]

・組織の目的に対して適切であること。

・情報セキュリティ目的、又は情報セキュリティ目的を設定するための枠組

・情報セキュリティに関連して適用する要求事項を満たすことへのコミットメントを含むこと。

・情報セキュリティマネジメントの継続的改善へのコミットメントを含むこと。

　また、情報セキュリティ方針は情報セキュリティマネジメントにおける判断の基盤となる考え方を記載したものであり、組織の戦略に従って慎重に作

成する。

4.4.5.2 組織は、情報セキュリティ目的及びそれを達成するための計画を策定する。 [27001-6.2]

a) 情報セキュリティ目的は、以下を満たすこととする。

  ・情報セキュリティ方針と整合していること。

  ・（実行可能な場合）測定可能であること。

  ・適用される情報セキュリティ要求事項、並びにリスクアセスメント及びリスク対応の結果を考慮に入れること。

b) 情報セキュリティ目的は、関係者に伝達し、必要に応じて更新するとともに、情報セキュリティ目的を達成するための計画においては、以下を決定

する。

  ・実施事項

  ・必要な資源

  ・責任者

  ・達成期限

  ・結果の評価方法
4.4.5.3 トップマネジメントは、以下によって、情報セキュリティマネジメントに関するリーダーシップ及びコミットメントを発揮する。 [27001-5.1a)]

  ・情報セキュリティ方針及び情報セキュリティ目的を確立すること。

  ・情報セキュリティ方針及び情報セキュリティ目的は組織の戦略的な方向性と相矛盾しないこと。

また、情報セキュリティ方針は組織に伝えられるように文書化され、しかるべき方法で利害関係者が入手できるようにするとともに、トップマネジメン

トが情報セキュリティ方針にコミットした証拠を、以下のような記録をもって示す。

  ・文書化された情報セキュリティ方針への署名

  ・情報セキュリティ方針が議論された会議の議事録

　これらはトップマネジメントの責任を明確にするために実施する。

4.4.6 リスク及び機会に対処する活動 [27001-6.1]

4.4.6.1 リスク及び機会を決定する。 [27001-6.1.1]

a) 組織は、外部及び内部の課題、利害関係者の情報セキュリティに関連する要求事項を考慮し、以下のために対処する必要があるリスク及び機会を決

定する。

・情報セキュリティマネジメントが、組織が意図した成果を達成する。

・望ましくない影響を防止又は低減する。

・継続的改善を達成する。

当該決定の際、組織は、以下を計画する。

・決定したリスク及び機会に対処する活動

・リスク及び機会に対処する活動の情報セキュリティマネジメントプロセスへの統合及び実施方法

・リスク及び機会に対処する活動の有効性の評価方法

b) リスク及び機会に対処する活動の記録として、具体的な対処計画（実施時期、実施内容、実施者、実施場所、実施に必要な資源などを規定した計

画）を作成していることを確認するとともに、当該計画を作成する際、各対処計画が、情報セキュリティマネジメントプロセスの一部として実施される

よう、考慮するとともに、当該対処の有効性を評価する方法（実施状況や実施したことによる効果を評価する方法）を作成していることも確認する。

4.4.7 情報セキュリティリスクアセスメント [27001-6.1.2]

4.4.7.1 組織は、以下によって、情報セキュリティリスクアセスメントのプロセスを定め、適用する。 [27001-6.1.2a) / 6.1.2b)]

a) 以下を含む情報セキュリティのリスク基準を確立し、維持する。

・リスク受容基準

・情報セキュリティリスクアセスメントを実施するための基準

b) リスク受容基準に、以下を反映するよう、考慮する。

・組織の価値観

・目的

・資源

c) リスク受容基準を策定する際には、以下の点を考慮する。

・原因及び発生し得る結果の特質及び種類、並びにこれらの測定方法

・発生頻度

・発生頻度、結果を考える時間枠

・リスクレベルの決定方法

・利害関係者の見解

・リスク基準は、法令及び規制の要求事項、並びに組織が合意するその他の要求事項によって、組織に課せられるもの又は策定されるものもあること。

d) 情報セキュリティアセスメントを繰り返し実施した際に、以下の結果を生み出すこと。

・情報セキュリティリスクアセスメントの結果に、一貫性及び妥当性があること。

・情報セキュリティリスクアセスメントの結果が比較可能であること。

　なお、情報セキュリティマネジメントにおけるリスクアセスメント手法には、定番といえるものがなく、それぞれの組織に適合したものを選択してい

る場合が多いことから、必要に応じてツールを利用するなどが必要になる。

4.4.7.2 組織は、以下によって、情報セキュリティリスクを特定する。 [27001-6.1.2c)]

a) 情報セキュリティリスクアセスメントのプロセスを適用し、情報の機密性、完全性及び可用性の喪失に伴うリスクを特定する。

b) リスクを特定する過程において、リスク所有者を特定する。

c) リスクを特定する際には、以下について考慮する。

・リスク源 が組織の管理下にあるか否かに関わらず、リスク源又はリスクの原因が明らかでないリスクも特定の対象にすること。

・波及効果及び累積効果を含めた、特定の結果の連鎖を注意深く検討すること。

・何が起こり得るのかの特定に加えて、考えられる原因及びどのような結果が引き起こされることがあるのかを示すシナリオ

・全ての重大な原因及び結果

・以下を特定すること。

　－リスク源

　－影響を受ける領域、事象

　－原因及び起こり得る結果

　この段階で特定されなかったリスクは、今後の分析の対象から外されてしまうため、ある機会を追及しなかったことに伴うリスクも含め、リスクの包

括的な一覧を作成する。

4.4.7.3 組織は、以下によって、情報セキュリティリスクを分析する。 [27001-6.1.2d)]

a) 以下の手順によりリスク分析を行う。

・特定されたリスクが実際に生じた場合に起こり得る結果の分析を行う。

・特定されたリスクの発生頻度の分析を行う。

・リスクレベルを決定する。

・特定した脅威やぜい弱性を基に、以下の点を考慮する。

－セキュリティインシデントが発生した場合の事業影響度

－セキュリティインシデントの発生頻度

－管理策が適用されている場合はその効果

b) リスク分析の際には、以下の点についても考慮する。

・リスクの原因及びリスク源

・リスクの好ましい結果及び好ましくない結果

・リスクの発生頻度

・リスクの結果及び発生頻度に影響を与える要素

　なお、リスク分析は、状況に応じて、定性的、半定量的、定量的、又はそれらを組み合わせた手法で行うことが可能である。
4.4.7.4 組織は、以下によって、情報セキュリティリスクを評価する。 [27001-6.1.2e)]

・リスク分析の結果、決定されたリスクレベルとリスク基準との比較をする。

・リスク対応のための優先順位付けを行う。

・リスク評価の結果は今後の改善に利用するため保管する。

　なお、リスク対応の優先順位を決定する際には、より広い範囲の状況を考慮し、他者が負うリスクの受容レベルについて考慮するとともに、法令、規

制、その他の要求事項についても考慮する。

8

9

マネジ

メント

基準

組織は、取引先、パートナー、サプライチェーン、グループ企業等、関係省庁

等利害関係者からのニーズ及び期待を理解するために、以下を明確にしてい

る。

・情報セキュリティマネジメントに関連する利害関係者

・利害関係者からの情報セキュリティに関連する法的及び規制の要求事項並び

に契約上の義務

組織は、情報セキュリティマネジメントの適用範囲及び境界を以下の点を考慮

して定義している。また、適用範囲の決定は、組織内外の状況に応じて適切に

行っている。

・自らの事業

・体制

・所在地

・資産

・技術の特徴

・外部及び内部の課題

・利害関係者の情報セキュリティに関連する要求事項

・組織が実施する活動と他の組織が実施する活動との間のインタフェース及び

依存関係

経営陣は、以下を踏まえた組織の情報セキュリティ方針を確立している。

・組織の目的に対して適切である。

・情報セキュリティ目的、又は情報セキュリティ目的を設定するための枠組を

含める。

・必要な情報セキュリティ対応についての言及を含める。

・情報セキュリティマネジメントの見直しを適宜行う。

組織は、情報セキュリティの目的及びその達成計画を策定している。

目的は、情報セキュリティ方針と整合性があるものとし、測定できるようもの

としている。また、リスクマネジメントを考慮に入れている。

計画では、次のことを決定している。

・実施事項

・必要な資源

・責任者

・達成期限

・結果の評価方法

経営陣は、上記方針・目的を組織運営と矛盾しないように確立し、その方針を

文書として記録し、承認を行っている。

組織は、対処すべきリスクを明確にし、その影響を恒久的に防止又は低減する

ための機会を設け、具体的な対応計画を立てている。計画立案については、そ

の対応方法が有効であることを確認できるようにしている。

組織は、リスク受容基準並びにリスクアセスメント実施基準を定めている。

受容基準は組織の価値観、目的、資源を含め、以下を考慮して定めており、ア

セスメントの結果は、客観的に一貫性及び妥当性がある。

・原因及び発生し得る結果の特質及び種類、並びにこれらの測定方法

・発生頻度、結果を考える時間枠

・リスクレベルの決定方法

・利害関係者の見解

・組織に課せられるもの又は策定されるものであること

また、情報セキュリティリスクを、以下を考慮のうえ、リスク所有者毎に特定

し、それらが発生した場合の結果の分析および、評価を行っている。

・リスク源 が組織の管理下にあるか否かに関わらず、リスク源又はリスクの

原因が明らかでないリスクも特定の対象とする。

・波及効果及び累積効果を含めた、特定の結果の連鎖を注意深く検討する。

・何が起こり得るのかの特定に加えて、考えられる原因及びどのような結果が

引き起こされることがあるのかを示すシナリオ

・全ての重大な原因及び結果

・リスク源、影響範囲・結果

なお、リスク対応の優先順位を決定する際には、他者が負うリスクの受容レベ

ルについても考慮するとともに、法令、規制、その他の要求事項についても考

慮している。
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4.4.8 情報セキュリティリスク対応 [27001-6.1.3]

4.4.8.1 組織は、情報セキュリティアセスメントの結果を考慮して、適切な情報セキュリティリスク対応の選択肢を選定する。 [27001-6.1.3a)]

情報セキュリティリスク対応の選択肢には、以下が含まれる。

・リスクを生じさせる活動を開始又は継続しないと決定することによるリスクの回避

・ある機会を目的としたリスクの引受け又はリスクの負担

・リスク源の除去

・発生頻度の変更

・結果の変更

・（契約及びリスクファイナンス を含む）他者とのリスクの共有

・情報に基づいた意思決定によるリスクの保有

　さらに、リスク対応の評価や改善に役立てるため、どの選択肢を選んだ場合も、その理由を明確にし、記載する。

4.4.8.2 組織は、選定した情報セキュリティリスク対応の実施に必要な全ての管理策を決定する。 [27001-6.1.3b)]

　リスク対応のための方針を決めた上で、管理策の目的（管理目的）及び管理策について検討する。以下を考慮しつつ、対応による効果と対応に必要な

費用及び労力のバランスを取り、適切な情報セキュリティ対応の選択肢を選定する。

・リスクの受容可能レベル

・関連する法令

・規制や契約上の要求事項

・その他の社会的責任

　なお、具体的な管理策の選定においては、管理目的に対応した「管理策基準」から適切なものを選択するが、「管理策基準」はすべてを網羅している

わけではないので、組織の事業や業務などによってその他の管理策を追加してもよい 。

4.4.8.3 組織は、管理策が見落とされていないことを検証する。  [27001-6.1.3c)]

　必要な管理策の見落としがないか、管理策基準を参照するが、管理策基準に示す管理目的及び管理策以外の管理目的及び管理策が必要になった場合、

他の管理目的及び管理策を追加することができる。

4.4.8.4 組織は、情報セキュリティリスク対応計画を策定する。 [27001-6.1.3e)]

a)情報セキュリティリスク対応計画には、以下を含む。

・期待される効果を含む、対応選択肢選定の理由

・情報セキュリティリスク対応計画の承認者及び対応計画の実施責任者

・対応内容

・必要な資源

・費用・労力、制約

・後日の報告、監視に必要な要求事項

・対応工程における節目ごとの目標

・対応時期及び日程
b) 責任及び権限について

　情報セキュリティマネジメントにおいては最終的な承認をトップマネジメントが行っていることがほとんどであり、責任がトップマネジメントに集中

している。

一方で、情報セキュリティリスクアセスメント及びリスク対応については、責任及び権限を持つリスク所有者が、責任及び権限を持つ。

リスク所有者は、トップマネジメント、又はトップマネジメントから任命され、責任及び権限が委譲された者であることが多いことから、情報セキュリ

ティマネジメントにおいて、トップマネジメント及びリスク所有者が、どのような責任を持つかについて明確にする。

4.4.8.5 組織は、リスク所有者から、情報セキュリティリスク対応計画について承認を得、かつ、リスク所有者に、残留している情報セキュリティリスクを受け

入れてもらう。 [27001-6.1.3f)]

すべてのリスクについて管理目的や管理策を選択した時点で、残留リスクについて明確にし、今後の対応計画を作成する。計画の作成においては以下の

点について考慮する。

・技術的に対応可能になる時期

・コスト的に対応可能になる時期

　残留リスクについては、定期的に見直しを行い、必要に応じて、対応の対象とするとともに、リスク対応後の残留リスクについては、リスク所有者の

ほか、経営陣やその他の利害関係者に認識させることを考慮する。

　また、リスク所有者の責任を明確にするために、承認された会議の議事録を正しく保管する。

ー ー ー 4.5 情報セキュリティマネジメントの運用 [27001-8]

4.5.1 資源管理 [27001-7.1 / 5.1]

4.5.1.1 組織は、情報セキュリティマネジメントの確立、実施、維持及び継続的改善に必要な資源を決定し、提供する。 [27001-7.1]

　管理目的を満たすためには、継続的に管理策を実施するとともに、人員の増加、システムの増加などの環境の変化に対応するために、適切な時期に適

切に提供できるよう、経営資源を確保する。

4.5.1.2 トップマネジメントは、情報セキュリティマネジメントに必要な資源が利用可能であることを確実にするため、以下のような資源を割り当てる。

[27001-5.1c)]

  ・情報セキュリティマネジメントの各プロセスに必要な人又は組織

  ・情報セキュリティマネジメントの各プロセスに必要な設備、装置、システム

  ・上記に必要な費用

4.5.2  力量、認識 [27001-7.2 / 7.3 / 5.1]

4.5.2.1 トップマネジメントは、有効な情報セキュリティマネジメント及びその要求事項への適合の重要性を伝達する。 [27001-5.1d)]

　トップマネジメントは情報セキュリティマネジメントについて責任を負うが、実施においては組織全体の協力が必要であることを、情報セキュリティ

方針と共に関係者に伝える。

　また、組織が同じ規定に従って同じ判断ができるように、情報分類等の基準を策定するが、個人情報のように組織によって解釈が一部異なる情報の場

合は、一般的な考え方に加え、自社の考え方を明確にした上で、関係者に伝える。

4.5.2.2 組織は、組織の情報セキュリティパフォーマンスに影響を与える業務をその管理下で行う人（又は人々）に必要な力量を決定する。 [27001-7.2a)]

　情報セキュリティマネジメントに関係する業務及び影響のある業務を特定し、役割を明確にした業務分掌を作成する。これらの業務分掌においては以

下の点を明確にする。

　　・役職名

　　・業務内容

　　・担当者の責任範囲

　　・業務に必要な知識

　　・業務に必要な資格

　　・業務に必要な経験

　知識や資格、経験などは環境や目的の変化によって変更される可能性があるため、最新の情報となるように随時見直しを行う。

4.5.2.3 組織は、適切な教育、訓練又は経験に基づいて、組織の情報セキュリティパフォーマンスに影響を与える業務をその管理下で行う人（又は人々）が力量

を備えられるようにする。 [27001-7.2b)]

　適用される処置には、例えば、現在雇用している人々に対する教育訓練の提供、指導の実施、配置転換の実施などがある（教育や訓練などが間に合わ

ないと判断される場合には相応の力量を有した要員の雇用が、また、社内業務との関連が少ない業務においては外部委託などがある。）。

4.5.2.4 組織は、必要な力量を身に着けるための処置をとり、とった処置の有効性を評価する。 [27001-7.2c)]

　必要な力量を身に着けるための処置としては、教育訓練が重要である。教育は「必要な知識を得させる」、訓練は「必要なスキル及び経験を得させ

る」ために実施する。教育の内容は一般的な脅威やぜい弱性などの知識だけではなく、業務上のリスクについてなど、組織の特徴を反映した内容を盛り

込むなど、実効性のある内容となるようにする。

　教育及び訓練を実施した結果、必要な力量が持てたかどうかを確認するために、以下を実施する。

　　・知識の確認テスト

　　・スキルの実習テスト

　　・チェックリストなどによるベンチマーク

　実施結果については記録し、要員選択の客観性を確保する。

4.5.2.5 組織は、力量を常に把握し、その証拠として、適切な文書化した情報を組織が定めた期間保持する。 [27001-7.2d)]

  教育、訓練については以下を検討し、定期的に実施する。

  ・教育・訓練基本計画

  ・教育・訓練実施計画

  ・確認テスト又は評価報告

  教育や訓練の一部を免除する場合は、それがどの技能や経験、資格に当てはまるかを明確にし、それぞれの担当者について調査し、一覧にする。資格

については有効期限などを明確にし、更新する。

4.5.2.6 組織の管理下で働く人々は、情報セキュリティ方針を認識する。 [27001-7.3a)]

情報セキュリティの活動について、組織が定めた目的と重要性について、情報セキュリティ方針の通達や教育の一環として周知徹底することによって、

管理策がなぜ実施されているのかについての関係者の理解を深める。

4.5.2.7 組織の管理下で働く人々は、情報セキュリティパフォーマンスの向上によって得られる便益を含む、情報セキュリティマネジメントの有効性に対する自

らの貢献を認識する。 [27001-7.3b)]

以下の点について組織の管理下で働く人々に伝えることによって、各人の役割及び情報セキュリティマネジメントの有効性に対する自らの貢献を明確に

する。

　　・情報セキュリティマネジメントにおけるそれぞれの役割

　　・役割を実行するための業務と手順（異常を検知した場合の報告手順も含む。）

　　・これらが記載された文書の所在

4.5.2.8 組織の管理下で働く人々は、情報セキュリティマネジメントの要求事項に適合しないことの意味を認識する。 [27001-7.3c)]

4.5.3 コミュニケーション [27001-7.4]

4.5.3.1 組織は、情報セキュリティマネジメントに関連する内部及び外部のコミュニケーションを実施する必要性を決定する。 [27001-7.4]

a)　内部及び外部のコミュニケーションを実施する際は、以下を考慮することとする。

・コミュニケーションの内容（何を伝達するか。）

・コミュニケーションの実施時期

・コミュニケーションの対象者

・コミュニケーションの実施者

・コミュニケーションの実施プロセス

b)　内部コミュニケーションでは、以下に示すような者と、適宜及び定期的なコミュニケーションを実施する。

・トップマネジメント

・情報セキュリティマネジメントを本管理基準の要求事項に適合させる権限者

・情報セキュリティマネジメントのパフォーマンスをトップマネジメント又は組織内に報告する権限者

・組織内の従業員

c)　外部コミュニケーションでは、以下に示すような者と、必要に応じて、コミュニケーションを実施する。

・取引先、パートナー、サプライチェーン上の関係者

・親会社、グループ会社

・当該組織のセキュリティを監督する省庁、政府機関

・所属するセキュリティ団体、協会

4.5.4 情報セキュリティマネジメントの運用の計画及び管理 [27001-8.1]

4.5.4.1 組織は、情報セキュリティ要求事項を満たすため、リスク及び機会に対処する活動を実施するために必要なプロセスを計画し、実施し、かつ管理する。

[27001-8.1]

4.5.4.2 組織は、情報セキュリティ目的を達成するための計画を実施する。 [27001-8.1]

4.5.4.3 組織は、計画通りに実施されたことを確信するために、文書化した情報を保持する。 [27001-8.1]

　文書化した情報に、以下の情報が集められているかどうかを確認する。

　　・管理策の実施状況

　　・管理策の有効性

　　・管理策を取り巻く環境の変化

　また、これらの情報を把握し判断する体制を構築する。

4.5.4.4 組織は、計画した変更を管理し、意図しない変更によって生じた結果をレビューし、必要に応じて、有害な影響を軽減する処置をとる。 [27001-8.1]

4.5.4.5 組織は、外部委託するプロセスを決定し、かつ、管理する。 [27001-8.1]

4.5.5 情報セキュリティリスクアセスメントの実施 [27001-8.2 / 8.3]

組織は、情報セキュリティアセスメントの結果を考慮して、以下に示す情報セ

キュリティリスク対応の選択肢を選定している。

・リスクを生じさせる活動を開始又は継続しないと決定することによるリスク

の回避

・ある機会を目的としたリスクの引受け又はリスクの負担

・リスク源の除去

・発生頻度の変更

・結果の変更

・（契約及びリスクファイナンス を含む）他者とのリスクの共有

・情報に基づいた意思決定によるリスクの保有

また、選定した情報セキュリティリスク対応の実施に必要な全ての管理策を以

下を考慮しつつ決定している。

・リスクの受容可能レベル

・関連する法令

・規制や契約上の要求事項

・その他の社会的責任

加えて、組織は、以下を含む情報セキュリティリスク対応計画を策定してい

る。残留リスクについては定期的に実施状況を踏まえた見直しを行い、経営陣

や利害関係者に認識させている。

・期待される効果を含む、対応選択肢選定の理由

・情報セキュリティリスク対応計画の承認者及び対応計画の実施責任者

・対応内容

・必要な資源

・費用・労力、制約

・後日の報告、監視に必要な要求事項

・対応工程における節目ごとの目標

・対応時期及び日程

・残留リスクが生じる場合は、技術的またはコスト的に対応可能になる時期

組織は、情報セキュリティマネジメントの確立、実施、維持及び継続的改善に

必要な資源（人、組織、設備、システム、費用等）を決定し、提供している。

経営陣は、情報セキュリティマネジメントの重要性を組織内に伝達し、協力体

制及び連絡を明確に行うための体制を構築している。

情報セキュリティマネジメントに関連する業務及び影響のある業務を特定した

うえで、役割を明確にした業務分掌を以下の点を考慮して作成している。随時

見直しを行いつつ、業務が円滑に行えるようにしている。

・役職名

・業務内容

・担当者の責任範囲

・業務に必要な知識

・業務に必要な資格

・業務に必要な経験

また、教育・訓練を行い、必要なスキルを取得させている。教育・訓練はその

計画を事前に策定し、経営陣の承認を得たうえで実施し、確認のテストや結果

の評価を行っている。

加えて、各自は、情報セキュリティマネジメントにおけるそれぞれの役割、役

割を実行するための業務と手順を認識しており、これらは文書で随時確認する

ことができる。

内部（経営陣、管理者、一般従業員等）及び外部（取引先、グループ会社、関

係省庁等）とのコミュニケーションを行う際は、以下を考慮している。

・コミュニケーションの内容（何を伝達するか。）

・コミュニケーションの実施時期

・コミュニケーションの対象者

・コミュニケーションの実施者

・コミュニケーションの実施プロセス

組織は、定期的、重大な変更が提案された場合または重大な変化が生じた場合

のいずれかにおいて、情報セキュリティリスクアセスメントを実施している。

また、組織は、情報セキュリティリスク対応計画を以下を考慮しつつ実施して

おり、効果測定を行うための予算化もしている。

・管理策の導入及び運用にかかる費用、人員、作業工数、技術

・セキュリティインシデント発生時の一時対応にかかる費用

・その他のリスク対応にかかる費用

マネジ

メント

基準

組織は、計画通りに情報セキュリティ目的を達成するための施策を実施してい

ることを示すため、以下の内容を文書化している。

・管理策の実施状況

・管理策の有効性

・管理策を取り巻く環境の変化

これらの情報は、組織内でレビューされ、適切に行われているかを判断できる

ようにしている。

また、外部委託を行うプロセスについても管理している。
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4.5.5.1 組織は、以下のいずれかの場合において、情報セキュリティリスクアセスメントを実施する。 [27001-8.2]

　　・あらかじめ定めた間隔

　　・重大な変更が提案された場合

　　・重大な変化が生じた場合

4.5.5.2 組織は、情報セキュリティリスク対応計画を実施する。 [27001-8.3]

情報セキュリティリスク対応計画の実施においては、明確にされた個々の責任について全うしていることを確認するための方策を講じる。

4.5.5.3 トップマネジメントは、情報セキュリティリスク対応計画のために十分な経営資源を提供する。

　情報セキュリティリスク対応計画には相応の経営資源が必要になるところ、以下の点について考慮する。

　　・管理策の導入及び運用にかかる費用、人員、作業工数、技術

　　・セキュリティインシデント発生時の一時対応にかかる費用

　　・その他のリスク対応にかかる費用

　運用においては管理策の効果測定などを実施するために必要な経営資源について考察し、予算化する。

ー ー ー 4.6 情報セキュリティマネジメントの監視及びレビュー [27001-5.1 / 8.2 / 9 / 10.2]

4.6.1 有効性の継続的改善 [27001-10.2 / 8.2 / 9.2 / 9.3 / 5.1]

4.6.1.1 組織は、以下を実施し、情報セキュリティマネジメントの適切性、妥当性及び有効性を継続的に改善する。 [27001-10.2 / 8.2 / 9.2 / 9.3]

　　・定期的な情報セキュリティリスクアセスメント

　　・定期的な情報セキュリティ内部監査

　　・トップマネジメントによる定期的なマネジメントレビュー

　　継続的改善においては、これまで実施してきた管理策だけはなく、環境の変化に伴う新たな脅威やぜい弱性についても不適合を検出し処置する。

4.6.1.2 トップマネジメントは、継続的改善を促進する。 [27001-5.1g)]

　4.6.1.1.を実施するための、役割、責任及び権限を割り当て、実施するよう関係者に伝達する。

4.6.2 パフォーマンス評価 [27001-9]

4.6.2.1 組織は、情報セキュリティパフォーマンス及び情報セキュリティマネジメントの有効性を継続的に評価し、以下を決定する。 [27001-9.1]

  ・必要とされる監視及び測定の対象（情報セキュリティプロセス及び管理策を含む。）

  ・妥当な結果を確実にするための、監視、測定、分析及び評価の方法（比較可能で再現可能な結果を生み出す方法とする。）

  ・監視及び測定の実施時期及び頻度

  ・監視及び測定の実施者

  ・監視及び測定の結果の、分析（因果関係、相関関係を含む）及び評価の時期及び頻度

  ・監視及び測定の結果の、分析及び評価の実施者

  ・分析及び評価の結果に応じた対応措置

  ・分析及び評価の結果の報告頻度

4.6.2.2 組織は、あらかじめ定めた間隔で内部監査を実施する。 [27001-9.2a) / 9.2b)]

a) 内部監査を実施する際は、以下を確認する。

・以下に適合していること。

－情報セキュリティマネジメントに関して、組織自体が規定した要求事項

－本マネジメント基準の要求事項

　　・情報セキュリティマネジメントが有効に実施され、維持されていること。

b) 内部監査は、管理策の有効性を総合的に確認するために定期的に実施し、計画及び結果について以下の文書で管理する。

・内部監査基本計画

・内部監査実施計画

・内部監査報告書

　基本計画書では対象範囲、目的、管理体制及び期間又は期日について、実施計画では実施時期や実施場所、実施担当者及びその割当て及び詳細な監査

の手法についてあらかじめ決める。予定通り実施されたことを証明するためにも、実施報告書を作成する。

c) 適合性の監査においては、以下の項目を対象に含む。

・関連する法令又は規制の要求事項

・情報セキュリティリスクアセスメントなどによって特定された情報セキュリティ要求事項

d) 情報セキュリティマネジメントが有効に実施され、維持されていることの監査においては、以下の項目を対象に含む。

・管理策の有効性及び維持

・管理策が期待通りに実施されていること。

4.6.2.3 組織は、頻度、方法、責任及び計画に関する要求事項及び報告を含む、監査プログラムの計画、確立、実施及び維持する。 [27001-9.2c)]

  監査プログラムでは、関連するプロセスの重要性及び前回までの監査の結果を考慮する。

  監査は一度にすべての適用範囲について実施するだけではなく、範囲の一部のみを対象とする場合もあり、毎回の監査の目的を明確にし、適切な監査

計画を実施することが重要であることから、監査プログラムの作成においては、以下の点を考慮する。

  ・監査の目的と重点目標

  ・対象となる監査プロセスの状況と重要性

  ・対象となる領域の状況と重要性

  ・前回までの監査結果

4.6.2.4 組織は、監査基準及び監査範囲を明確にする。[27001-9.2d)]

監査プログラムでは全体的な監査の日程だけではなく、以下の内容について含める。

　・監査の基準（以下の内容も含む。）

－目的、権限と責任

－独立性、客観性と職業倫理

－専門能力

－業務上の義務

－品質管理

－監査の実施方法

－監査報告書の形式

　・監査の範囲

　・監査の頻度又は時期

　・監査の方法（個別の情報セキュリティ監査基準を作成し、内部監査、外部組織による監査のいずれにおいても、品質の高い監査を実施できるように

準備を整える。）

4.6.2.5 組織は、監査プロセスの客観性及び公平性を確実にする監査員の選定及び監査の実施を行う。 [27001-9.2e)]

　監査人の選定においては監査基準に従い、以下の点を考慮する。

　　・外観上の独立性

　　・精神上の独立性

　　・職業倫理と誠実性

　なお、内部の監査員の場合は、自らが従事している業務については自身で監査しないように、他の担当者を割り当てる。

4.6.2.6 組織は、監査の結果を関連する管理層に報告することを確実にする。 [27001-9.2f)]

4.6.2.7 組織は、監査プログラム及び監査結果の証拠として、文書化した情報を保持する。 [27001-9.2g)]

　監査手順に以下の内容を反映させるとともに、文書化し、お互いのコミュニケーションのために活用する。

　　・監査の計画・実施に関する責任及び要求事項

　　・結果報告・記録維持に関する責任と要求事項

　要求事項については監査品質を確保するための必須条件であり、責任者と監査人が同じ目的をもって監査を実施する。

4.6.3 マネジメントレビュー [27001-9.3]

4.6.3.1 トップマネジメントは、あらかじめ定めた間隔で、マネジメントレビューする。 [27001-9.3]

　あらかじめ定められた間隔でマネジメントレビューを実施するために、以下の点について考慮するとともに、文書化する。

　　・マネジメントレビュー基本計画

　　・マネジメントレビュー実施計画

　　・マネジメントレビューのための実施報告

　基本計画書では目的及び実施時期について、実施計画では詳細な監査の手法についてあらかじめ決める。

4.6.3.2 トップマネジメントは、マネジメントレビューにおいて、以下を考慮する。 [27001-9.3]

  ・前回までのマネジメントレビューの結果とった処置の状況

  ・情報セキュリティマネジメントに関連する外部及び内部の課題の変化

  ・以下に示す内容を含めた、情報セキュリティパフォーマンスに関するフィードバック

    -不適合及び是正処置

    -監視及び測定の結果

    -監査結果

    -情報セキュリティ目的の達成

  ・利害関係者からのフィードバック

  ・情報セキュリティリスクアセスメントの結果及び情報セキュリティリスク対応計画の状況

  ・継続的改善の機会

　また、これらの情報を構成することが予想される活動及び事象を記録し、必要に応じて報告するとともに、緊急性が高いものについてはあらかじめ定

義しておき、誰もが同じ判断をできるように基準を定める。

4.6.3.3 マネジメントレビューからのアウトプットには、継続的改善の機会及び情報セキュリティマネジメントのあらゆる変更の必要性に関する決定を含める。

[27001-9.3]

　マネジメントレビューの結果を改善策に反映するために、以下の活動を実施し、改善策を検討する。

　　・情報セキュリティマネジメントの有効性の改善

　　・情報セキュリティリスクアセスメント及び情報セキュリティリスク対応計画の更新

　　・情報セキュリティマネジメントに影響を与える可能性のある内外の事象を考慮の上での手順及び管理策の修正

　　・必要となる経営資源の特定

　　・パフォーマンス測定方法の改善

　なお、改善策の立案においては、情報セキュリティリスク対応の選択肢を選択した際の記録を参考にする。

4.6.3.4 組織は、マネジメントレビューの結果の証拠として文書化した情報を保持する。 [27001-9.3]

　マネジメントレビューの結果は次回のマネジメントレビューに活用されるため、実施内容と結果が分かるように具体的に記録する。

ー ー ー 4.7 情報セキュリティマネジメントの維持及び改善 [27001-10]

4.7.1 是正処置 [27001-10.1]

4.7.1.1 組織は、不適合が発生した場合、不適合の是正のための処置を取る。 [27001-10.1a)]

a) 是正措置 を取る際は、以下を実施する。

・その不適合を管理し、是正するための処置

・その不適合によって起こった結果への対処

・是正処置を手順どおりに実施するために、以下について文書化する。

－不適合の再発防止を確実にするために選択した処置の必要性の評価

－必要な是正処置の決定

－必要な是正処置の実施

－実施した処置の記録

－実施した是正処置のレビュー

組織は、定期的、重大な変更が提案された場合または重大な変化が生じた場合

のいずれかにおいて、情報セキュリティリスクアセスメントを実施している。

また、組織は、情報セキュリティリスク対応計画を以下を考慮しつつ実施して

おり、効果測定を行うための予算化もしている。

・管理策の導入及び運用にかかる費用、人員、作業工数、技術

・セキュリティインシデント発生時の一時対応にかかる費用

・その他のリスク対応にかかる費用

組織は、以下を実施し、情報セキュリティマネジメントの適切性、妥当性及び

有効性を継続的に改善を行っている。

・定期的な情報セキュリティリスクアセスメント

・定期的な情報セキュリティ内部監査

・トップマネジメントによる定期的なマネジメントレビュー

経営陣は、改善のための役割、責任及び権限を割り当て、促進させている。

組織は、情報セキュリティパフォーマンス及び情報セキュリティマネジメント

の有効性を継続的に評価し、以下を決定している。

・必要とされる監視及び測定の対象（情報セキュリティプロセス及び管理策を

含む。）

・妥当な結果を確実にするための、監視、測定、分析及び評価の方法（比較可

能で再現可能な結果を生み出す方法とする。）

・監視及び測定の実施時期及び頻度

・監視及び測定の実施者

・監視及び測定の結果の、分析（因果関係、相関関係を含む）及び評価の時期

及び頻度

・監視及び測定の結果の、分析及び評価の実施者

・分析及び評価の結果に応じた対応措置

・分析及び評価の結果の報告頻度

組織は、定期的に内部監査を実施し、本マネジメント基準の要求事項及び組織

自体が規定した要求事項に適合しているかを確認している。

内部監査を行うために、基本計画書において対象範囲、目的、管理体制及び期

間又は期日についてを、実施計画において実施時期や実施場所、実施担当者及

びその割当て及び詳細な監査の手法についてをあらかじめ定めている。予定通

り実施されたことを証明するためにも、実施報告書を作成している。

監査計画においては、以下の内容を含む監査基準及び監査範囲を明確にしてい

る。

・目的、権限と責任

・独立性、客観性と職業倫理

・専門能力

・業務上の義務

・品質管理

・監査の実施方法

・監査報告書の形式

また、監査人の選定は、監査基準に従い、以下の点を考慮している。

・外観上の独立性

・精神上の独立性

・職業倫理と誠実性

なお、監査結果は、関連する管理層に報告している。

マネジ

メント

基準

経営陣は、定期的に、以下の点を考慮したマネジメントレビューを基本計画

書、実施計画書、実施報告書等の文書を用いて行っている。

・前回までのマネジメントレビューの結果として、行った処置の状況

・情報セキュリティマネジメントに関連する外部及び内部の課題の変化

・以下に示す内容を含めた、情報セキュリティパフォーマンスに関するフィー

ドバック

   -不適合及び是正処置

   -監視及び測定の結果

   -監査結果

   -情報セキュリティ目的の達成

・利害関係者からのフィードバック

・情報セキュリティリスクアセスメントの結果及び情報セキュリティリスク対

応計画の状況

・継続的改善の機会

また、マネジメントレビューの結果を改善策に反映するために、以下の活動を

実施し、改善策を検討している。結果は文書化して保存している。

・情報セキュリティマネジメントの有効性の改善

・情報セキュリティリスクアセスメント及び情報セキュリティリスク対応計画

の更新

・情報セキュリティマネジメントに影響を与える可能性のある内外の事象を考

慮の上での手順及び管理策の修正

・必要となる経営資源の特定

・パフォーマンス測定方法の改善

組織は、不適合をリスクアセスメント、内部監査、マネジメントレビュー等に

おける結果を複合的に考察することにより検出し、不適合を是正するために以

下の措置を行っている。

・その不適合を管理し、是正するための処置

・その不適合によって起こった結果への対処

・以下についてあらかじめ文書化したうえで、それに基づく実施

－不適合の再発防止を確実にするために選択した処置の必要性の評価

－必要な是正処置の決定

－必要な是正処置の実施

－実施した処置の記録

－実施した是正処置のレビュー

・不適合の性質、措置、是正処置の結果の記録
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b) 不適合は以下の活動によって検出される。

・定期的な情報セキュリティリスクアセスメント

・定期的な情報セキュリティ内部監査

・定期的なマネジメントレビュー

・不適合を手順どおりに検出するために、以下について文書化する。

－情報セキュリティマネジメントに対する不適合の特定

－情報セキュリティマネジメントに対する不適合の原因の決定

なお、単一の活動だけでは判断できない場合もあるので、複合的な結果の考察から不適合を検出する。

4.7.1.2 組織は、不適合が再発又は他のところで発生しないようにするため、その不適合の原因を除去するための処置をとる必要性を評価する。 [27001-

10.1b)]

　必要性を評価する際は、以下を実施する。

　　・その不適合のレビュー

　　・その不適合の原因の明確化

　　・類似の不適合の有無、又はそれが発生する可能性の明確化

4.7.1.3 組織は、必要な処置を実施する。 [27001-10.1c)]

4.7.1.4 組織は、とった全ての是正処置の有効性をレビューする。 [27001-10.1d)]

4.7.1.5 組織は、必要な場合には、情報セキュリティマネジメントの変更を行う。 [27001-10.1e)]

4.7.1.6 組織は、是正処置は、検出された不適合のもつ影響に応じたものとする。 [27001-10.1]

4.7.1.7 組織は、是正処置の証跡として、以下の文書化した情報を保持する。 [27001-10.1f) / 10.1g)]

・不適合の性質及びとった処置

・是正処置の結果

ー ー ー 4.8 文書化した情報の管理 [27001-7.5]

4.8.1 文書化の指針 [27001-7.5.1]

4.8.1.1 組織は、情報セキュリティマネジメントが必要とする以下の情報を文書化する。 [27001-7.5.1]

・情報セキュリティ方針

・情報セキュリティ目的

・情報セキュリティリスクアセスメントのプロセス

・情報セキュリティリスク対応のプロセス

・情報セキュリティリスクアセスメントの結果

・情報セキュリティリスク対応計画

・パフォーマンス測定の結果

　これらの内容についてはどの文書に記載されていてもかまわないが、その内容を知る必要がある担当者には必ず伝わるように構成するとともに、知る

必要性のない者が閲覧できないことを確実にする。

4.8.2 文書の作成・変更及び管理 [27001-7.5.2 / 7.5.3]

4.8.2.1 組織は、以下を行うことによって、文書化した情報を作成及び更新する。 [27001-7.5.2]

・適切な識別情報の記述（例えば、表題、日付、作成者、参照番号）

・適切な形式（例えば、言語、ソフトウェアの版、図表）及び媒体（例えば、紙、電子媒体）の選択

・適切性及び妥当性に関する、適切なレビュー及び承認

・文書化した情報のライフサイクルの定義や、それに応じた処理ができるような手順の策定

・文書を発行する前における、適正性のレビュー及び承認

・必要に応じた、文書の更新及び再承認

・廃止文書の誤使用の防止

・廃止文書を何らかの目的で保持する場合における、廃止文書であることが分かる適切な識別情報の記述

・法的及び規制の要求事項及び環境の変化に従い、定めた頻度での更新

　また、これらのすべての活動が文書管理に反映されているか、またその活動が業務に大きな障害を与えていないかなどを考慮し、適切な文書管理手順

を策定する。
4.8.2.2 組織は、以下のことを確実にするために、情報セキュリティマネジメントで要求された文書化した情報を、管理する。 [27001-7.5.3]

    ・文書化した情報が、必要なときに、必要なところで、入手可能かつ利用に適した状態であること。

　　・文書化した情報が十分に保護されていること（例えば、機密性の喪失、不適切な使用及び完全性の喪失からの保護）。

　　・文書化した情報の配付、アクセス 、検索及び利用

　　・文書化した情報の読みやすさが保たれることを含む、保管及び保存

　　・文書化した情報の変更の管理（例えば、版の管理）

　　・文書化した情報の保持及び廃棄

　また、情報セキュリティマネジメントの計画及び運用のために組織が必要と決定した文書は、外部から入手したものであっても、必要に応じて、特定

し、管理する。

ー ー ー 4.9 情報セキュリティリスクコミュニケ―ション

ー ー ー

利害関係者間の有効なコミュニケーションは、意思決定に大きな影響を与えることがある。情報セキュリティリスクコミュニケーションは、意

思決定者とその他の利害関係者（クラウドサービス利用者及びクラウドサービスの提供にかかわる委託先を含む。）との間で情報セキュリティ

リスクに関する情報を交換、共有し、リスクを管理する方法に関する合意を得る。

4.9.1 リスクコミュニケーションの計画

4.9.1.1 リスクコミュニケ―ション計画を策定する。

リスクコミュニケーション計画は、以下の２つに分けて策定し、文書化する。

　　・通常運用のためのリスクコミュニケーション計画

　　・緊急事態のためのリスクコミュニケーション計画

　リスクコミュニケーション計画は、意思決定者とその他の利害関係者（クラウドサービス利用者及びクラウドサービスの提供にかかわる委託先を含

む。）との間でどのようにコミュニケーションを図るかに留意し、以下の内容について含める。

　　・適切な利害関係者の参画による、効果的な情報交換／共有

　　・法令、規制及びガバナンスの要求事項の順守

　　・コミュニケーション及び協議に関するフィードバック及び報告の提供

　　・組織に対する信頼を醸成するためのコミュニケーションの活用

　　・危機又は不測の事態発生時の利害関係者とのコミュニケーションの実施

4.9.2 リスクコミュニケーションの実施

4.9.2.1 リスクコミュニケ―ションを実施する仕組みを確定する。

リスクに関する論議、その優先順位の決定及び適切なリスク対応、並びにリスク受容を行い、主要な意思決定者と利害関係者（クラウドサービス利用者

及びクラウドサービスの提供にかかわる委託先を含む。）の協調を得る仕組みを確定する。この仕組みでは次の事項を確実にする。

　　・リスクマネジメントの枠組みの主要な構成要素、及びその後に行うあらゆる修正の適切な伝達

　　・枠組み、その有効性及び成果に関する適切な内部報告

　　・適切な階層及び時期に利用可能な、リスクマネジメントの適応から導出される関連情報の提供

　　・内部の利害関係者との協議のためのプロセス

　仕組みには、適切な場合には、多様な情報源からのリスク情報について、まとめ上げるプロセスが含まれ、また、リスク情報の影響の受けやすさを考

慮する必要がある場合もある。なお、この仕組みを設ける場として、委員会がある。

4.9.2.2 リスクコミュニケ―ションを実施する。

リスクコミュニケーションは、次の点を達成するために、リスクマネジメントプロセスのすべての段階で継続的に実施する。

　　・組織のリスクマネジメント結果の保証を提供する

　　・リスク情報を収集する

　　・リスクアセスメントの結果を共有しリスク対応計画を提示する

　　・意思決定者と利害関係者（クラウドサービス利用者及びクラウドサービスの提供にかかわる委託先を含む。）の相互理解の欠如による情報セキュ

リティ違反の発生及び結果を回避又は低減する

　　・意思決定を支援する

　　・新しい情報セキュリティ知識を入手する

　　・他の組織と協調しすべてのインシデントの結果を低減するための対応計画を立案する

　　・意思決定者及び利害関係者（クラウドサービス利用者及びクラウドサービスの提供にかかわる委託先を含む。）にリスクについての責任を意識さ

せる

　　・セキュリティ意識を改善する

　リスクコミュニケーションの実施においては、組織内の適切な広報又はコミュニケーション部門と協力し、リスクコミュニケーション関連の全タスク

を調整して行う。

ー ー ー 情報セキュリティのための方針群

5.1 情報セキュリティのための経営陣の方向性

管理目的：情報セキュリティのための経営陣の方向性及び支持を、事業上の要求事項並びに関連する法令及び規制に従って提示するため。

5.1.1 情報セキュリティのための方針群は、これを定義し、管理層が承認し、発行し、従業員及び関連する外部関係者に通知する。

(脚注）管理層には、経営陣及び管理者が含まれる。ただし、実務管理者（administrator）は除かれる。

5.1.2 情報セキュリティのための方針群は、あらかじめ定めた間隔で、又は重大な変化が発生した場合に、それが引き続き適切、妥当かつ有効であることを確

実にするためにレビューする。

ー ー ー 6 情報セキュリティのための組織

6.1 内部組織

6.1 管理目的：組織内で情報セキュリティの実施及び運用に着手し、これを統制するための管理上の枠組みを確立するため。

6.1.1 全ての情報セキュリティの責任を定め、割り当てる。

6.1.1.13
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クラウドサービスに関する情報セキュリティの役割及び責任の所在を明示すること。

6.1.2 相反する職務及び責任範囲は、組織の資産に対する、認可されていない若しくは意図しない変更又は不正使用の危険性を低減するために、分離する。

6.1.3 関係当局との適切な連絡体制を維持する。

6.1.3.3.

PB

クラウドサービス事業者は、クラウドサービス利用者に、クラウドサービス事業者の組織の地理的所在地、及びクラウドサービス事業者がクラウドサー

ビス利用者のデータを保管する可能性のある国々及びその法管轄を通知する。

6.1.4 情報セキュリティに関する研究会又は会議、及び情報セキュリティの専門家による協会・団体との適切な連絡体制を維持する。

6.1.5 プロジェクトの種類にかかわらず、プロジェクトマネジメントにおいては、情報セキュリティに取り組む。

6.2 モバイル機器及びテレワーキング

管理目的：モバイル機器の利用及びテレワーキングに関するセキュリティを確実にするため。

6.2.1 モバイル機器を用いることによって生じるリスクを管理するために、方針及びその方針を支援するセキュリティ対策を採用する。

6.2.2 テレワーキングの場所でアクセス、処理及び保存される情報を保護するために、方針及びその方針を支援するセキュリティ対策を実施する。

6.3.P クラウドサービス利用者及びクラウドサービス事業者の関係

6.3.P 管理目的：情報セキュリティマネジメントのための、クラウドサービス利用者及びクラウドサービス提供者間の共同責任の関係を説明するた

め。6.3.1.P クラウドサービス利用者及びクラウドサービス事業者の両者は、クラウドサービスの利用における情報セキュリティの共同責任について、文書化し、公

表し、伝達し、実装する。

6.3.1.1.
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クラウドサービス事業者の情報セキュリティ管理策及び責任が明示されていること。

ー ー ー 7 人的資源のセキュリティ

7.1 雇用前

リスクコミュニケーション計画を以下の２つに分けて策定し、文書化してい

る。

・通常運用のためのリスクコミュニケーション計画

・緊急事態のためのリスクコミュニケーション計画

リスクコミュニケーション計画は、意思決定者とその他の利害関係者（クラウ

ドサービス利用者及びクラウドサービスの提供にかかわる委託先を含む。）と

の間でどのようにコミュニケーションを図るかに留意し、以下の内容について

含めている。

・適切な利害関係者の参画による、効果的な情報交換／共有

・法令、規制及びガバナンスの要求事項の順守

・コミュニケーション及び協議に関するフィードバック及び報告の提供

・組織に対する信頼を醸成するためのコミュニケーションの活用

・危機又は不測の事態発生時の利害関係者とのコミュニケーションの実施

リスクに関する論議、その優先順位の決定及び適切なリスク対応、並びにリス

ク受容を行い、主要な意思決定者と利害関係者（クラウドサービス利用者及び

クラウドサービスの提供にかかわる委託先を含む。）の協調を得る仕組みを、

以下を踏まえたうえで確定している。

・リスクマネジメントの枠組みの主要な構成要素、及びその後に行うあらゆる

修正の適切な伝達

・枠組み、その有効性及び成果に関する適切な内部報告

・適切な階層及び時期に利用可能な、リスクマネジメントの適応から導出され

る関連情報の提供

・内部の利害関係者との協議のためのプロセス

また、リスクコミュニケーションは、次の点を達成するために、リスクマネジ

メントプロセスのすべての段階で継続的に実施している。

・組織のリスクマネジメント結果の保証を提供する

・リスク情報を収集する

・リスクアセスメントの結果を共有しリスク対応計画を提示する

・意思決定者と利害関係者（クラウドサービス利用者及びクラウドサービスの

提供にかかわる委託先を含む。）の相互理解の欠如による情報セキュリティ違

反の発生及び結果を回避又は低減する

・意思決定を支援する

・新しい情報セキュリティ知識を入手する

・他の組織と協調しすべてのインシデントの結果を低減するための対応計画を

立案する

・意思決定者及び利害関係者（クラウドサービス利用者及びクラウドサービス

の提供にかかわる委託先を含む。）にリスクについての責任を意識させる

・セキュリティ意識を改善する

経営陣及び管理者は、情報セキュリティのための方針群を定義、承認及び発行

を行い、関係者に伝達している。また、これらの方針群の有効性を確認する機

会を定期的または重大な変更時に設けている。

・クラウドサービスに関する情報セキュリティの役割及び責任の所在を明示し

ている。

・クラウドサービス事業者の所在地、及び振興会のデータが保管される可能性

のある国々及びその法管轄を明示している。

・情報セキュリティに関する研究会又は会議、及び情報セキュリティの専門家

による協会・団体との適切な連絡体制を維持している。。

・プロジェクトの種類にかかわらず、プロジェクトマネジメントにおいては、

情報セキュリティに取り組んでいる。

・クラウドサービス利用者及びクラウドサービス事業者の両者は、クラウド

サービスの利用における情報セキュリティの共同責任について、文書化し、公

表し、伝達し、実装している。

・クラウドサービス事業者の情報セキュリティ管理策及び責任を明示してい

る。

・関連する法令、規制及び倫理に従い、事業上の要求事項、アクセスされる情

報の分類及び認識されたリスクに応じて、全ての従業員候補者についての経歴

などの確認を行っている。

・従業員及び契約相手との雇用契約書には、情報セキュリティに関する各自の

責任及び組織の責任を記載している。

マネジ

メント

基準

管理策

基準

・モバイル機器を用いることによって生じるリスクを管理するために、適切な

セキュリティ対策を採用している。

・テレワーキングの場所でアクセス、処理及び保存される情報を保護するため

に、適切なセキュリティ対策を実施している。

組織は、不適合をリスクアセスメント、内部監査、マネジメントレビュー等に

おける結果を複合的に考察することにより検出し、不適合を是正するために以

下の措置を行っている。

・その不適合を管理し、是正するための処置

・その不適合によって起こった結果への対処

・以下についてあらかじめ文書化したうえで、それに基づく実施

－不適合の再発防止を確実にするために選択した処置の必要性の評価

－必要な是正処置の決定

－必要な是正処置の実施

－実施した処置の記録

－実施した是正処置のレビュー

・不適合の性質、措置、是正処置の結果の記録

組織は、情報セキュリティマネジメントが必要とする以下の情報を文書化して

いる。

・情報セキュリティ方針

・情報セキュリティ目的

・情報セキュリティリスクアセスメントのプロセス

・情報セキュリティリスク対応のプロセス

・情報セキュリティリスクアセスメントの結果

・情報セキュリティリスク対応計画

・パフォーマンス測定の結果

組織は、文書管理手順を策定したうえで、以下を行うことによって、文書化し

た情報を作成及び更新している。

・適切な識別情報の記述（例えば、表題、日付、作成者、参照番号）

・適切な形式（例えば、言語、ソフトウェアの版、図表）及び媒体（例えば、

紙、電子媒体）の選択

・適切性及び妥当性に関する、適切なレビュー及び承認

・文書化した情報のライフサイクルの定義や、それに応じた処理ができるよう

な手順の策定

・文書を発行する前における、適正性のレビュー及び承認

・必要に応じた、文書の更新及び再承認

・廃止文書の誤使用の防止

・廃止文書を何らかの目的で保持する場合における、廃止文書であることが分

かる適切な識別情報の記述

・法的及び規制の要求事項及び環境の変化に従い、定めた頻度での更新

なお、文書化した情報の管理は以下を確実にするためである。

・文書化した情報が、必要なときに、必要なところで、入手可能かつ利用に適

した状態であること。

・文書化した情報が十分に保護されていること（例えば、機密性の喪失、不適

切な使用及び完全性の喪失からの保護）。

・文書化した情報の配付、アクセス 、検索及び利用

・文書化した情報の読みやすさが保たれることを含む、保管及び保存

・文書化した情報の変更の管理（例えば、版の管理）

・文書化した情報の保持及び廃棄
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〇
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無

無

無

無

無

無

無



7.1 管理目的：従業員及び契約相手がその責任を理解し、求められている役割にふさわしいことを確実にするため。

7.1.1 全ての従業員候補者についての経歴などの確認は、関連する法令、規制及び倫理に従って行う。また、この確認は、事業上の要求事項、アクセスされる

情報の分類及び認識されたリスクに応じて行う。

7.1.2 従業員及び契約相手との雇用契約書には、情報セキュリティに関する各自の責任及び組織の責任を記載する。

7.2 雇用期間中

7.2 管理目的：従業員及び契約相手が、情報セキュリティの責任を認識し、かつ、その責任を遂行することを確実にするため。

7.2.1 経営陣は、組織の確立された方針及び手順に従った情報セキュリティの適用を、全ての従業員及び契約相手に要求する。

7.2.2 組織の全ての従業員、及び関係する場合には契約相手は、職務に関連する組織の方針及び手順についての、適切な、意識向上のための教育及び訓練を受

け、また、定めに従ってその更新を受ける。

7.2.2.19
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事業所内でデータを適切に取り扱うための教育及び訓練を行っていること。

7.2.3 情報セキュリティ違反を犯した従業員に対して処置をとるための、正式かつ周知された懲戒手続を備える。

7.3 雇用の終了及び変更

7.3 管理目的：雇用の終了又は変更のプロセスの一部として、組織の利益を保護するため。

7.3.1 雇用の終了又は変更の後もなお有効な情報セキュリティに関する責任及び義務を定め、その従業員又は契約相手に伝達し、かつ、遂行させる。

ー ー ー 8 資産の管理

8.1 資産に対する責任

8.1 管理目的：組織の資産を特定し、適切な保護の責任を定めるため。

8.1.1 情報、情報に関連するその他の資産及び情報処理施設を特定する。また、これらの資産の目録を、作成し、維持する。

8.1.1.6.

PB

クラウドサービス事業者の資産目録は、クラウドサービス利用者のデータ及びクラウドサービスの派生データを明確に特定する。

8.1.2 目録の中で維持される資産は、管理する。

8.1.2.7.

PB

利用者がクラウドサービスに保管するデータを暗号化したうえで利用者が安全に扱えるようにするか、利用者自身がデータの暗号化を利用してデータを

安全に扱えるようにする手段を提供するかのいずれかに対応すること。

8.1.3 情報の利用の許容範囲、並びに情報及び情報処理施設と関連する資産の利用の許容範囲に関する規則は、明確にし、文書化し、実施する。

8.1.4 全ての従業員及び外部の利用者は、雇用、契約又は合意の終了時に、自らが所持する組織の資産の全てを返却する。

8.1.5.P クラウドサービス事業者の領域上にあるクラウドサービス利用者の資産は、クラウドサービス利用の合意の終了時に、時機を失せずに返却または除去す

る。

8.2 情報分類

8.2 管理目的：組織に対する情報の重要性に応じて、情報の適切なレベルでの保護を確実にするため。

8.2.1 情報は、法的要求事項、価値、重要性、及び認可されていない開示又は変更に対して取扱いに慎重を要する度合いの観点から、分類する。

8.2.2 情報のラベル付けに関する適切な一連の手順は、組織が採用した情報分類体系に従って策定し、実施する。

8.2.2.7.
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クラウドサービス事業者は、クラウドサービス利用者が扱う情報及び関連資産を当該利用者が分類し、ラベル付けするためのサービス機能について文書

化し、開示する。

8.2.3 資産の取扱いに関する手順は、組織が採用した情報分類体系に従って策定し、実施する。

8.3 媒体の取扱い

8.3 管理目的：媒体に保存された情報の認可されていない開示、変更、除去又は破壊を防止するため。

8.3.1 組織が採用した分類体系に従って、取外し可能な媒体の管理のための手順を実施する。

8.3.2 媒体が不要になった場合は、正式な手順を用いて、セキュリティを保って処分する。

8.3.3 情報を格納した媒体は、輸送の途中における、認可されていないアクセス、不正使用又は破損から保護する。

ー ー ー 9 アクセス制御

9.1 アクセス制御に対する業務上の要求事項

9.1 管理目的：情報及び情報処理施設へのアクセスを制限するため。

9.1.1 アクセス制御方針は、業務及び情報セキュリティの要求事項に基づいて確立し、文書化し、レビューする。

9.1.2 利用することを特別に認可したネットワーク及びネットワークサービスへのアクセスだけを、利用者に提供する。

9.2 利用者アクセスの管理

9.2 管理目的：システム及びサービスへの、認可された利用者のアクセスを確実にし、認可されていないアクセスを防止するため。

9.2.1 アクセス権の割当てを可能にするために、利用者の登録及び登録削除についての正式なプロセスを実施する。

9.2.1.6.

PB

クラウドサービス事業者は、クラウドサービス利用者が扱う情報及び関連資産を当該利用者が分類し、ラベル付けするためのサービス機能について文書

化し、開示する。

9.2.2 全ての種類の利用者について、全てのシステム及びサービスへのアクセス権を割り当てる又は無効化するために、利用者アクセスの提供についての正式

なプロセスを実施する。

9.2.2.8. クラウドサービスのユーザのアクセス権を管理する機能及び仕様を提供すること。

9.2.3 特権的アクセス権の割当て及び利用は、制限し、管理する。

9.2.3.11
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クラウドサービス事業者は、特定したリスクに応じて、クラウドサービスの管理能力にあわせたクラウドサービス利用者の管理者認証に、十分に強固な

認証技術（例えば、多要素認証機能）を提供する。

9.2.4 秘密認証情報の割当ては、正式な管理プロセスによって管理する。

9.2.4.9.

PB

クラウドサービス事業者は、秘密認証情報を割り当てる手順、及びユーザ認証手順を含む、クラウドサービス利用者の秘密認証情報の管理手順につい

て、情報を提供する。

9.2.5 資産の管理責任者は、利用者のアクセス権を定められた間隔でレビューする。

9.2.6 全ての従業員及び外部の利用者の情報及び情報処理施設に対するアクセス権は、雇用、契約又は合意の終了時に削除し、また、変更に合わせて修正す

る。

9.3 利用者の責任

9.3 管理目的：利用者に対して、自らの秘密認証情報を保護する責任をもたせるため。

9.3.1 秘密認証情報の利用時に、組織の慣行に従うことを、利用者に要求する。

9.4 システム及びアプリケーションのアクセス制御

9.4 管理目的：システム及びアプリケーションへの、認可されていないアクセスを防止するため。

9.4.1 情報及びアプリケーションシステム機能へのアクセスは、アクセス制御方針に従って、制限する。

9.4.1.8.

PB

クラウドサービスへのアクセス、クラウドサービス機能へのアクセス、及びデータへのアクセスを制限できるようアクセス制御を提供すること。

9.4.2 アクセス制御方針で求められている場合には、システム及びアプリケーションへのアクセスは、セキュリティに配慮したログオン手順によって制御す

る。

9.4.2.2.

B

強い認証及び識別情報の検証が必要な場合には、パスワードに代えて、暗号による手段、スマートカード、トークン、生体認証などの認証方法を用いる

こと。

9.4.3 パスワード管理システムは、対話式とすること、また、良質なパスワードを確実にするものとする。

9.4.4 システム及びアプリケーションによる制御を無効にすることのできるユーティリティプログラムの使用は、制限し、厳しく管理する。

9.4.5 プログラムソースコードへのアクセスは、制限する。

9.5.P 共有化された仮想環境におけるクラウドサービス利用者のデータのアクセス制御

9.5.P 管理目的：共有化されたクラウドコンピューティング上の仮想環境における情報セキュリティを確実にするため。

9.5.1.P クラウドサービス利用者のクラウドサービス上の仮想環境は、他のクラウドサービス利用者及び認可されていない者から保護する。

9.5.2.P クラウドコンピューティング環境における仮想マシンは、事業上のニーズを満たすため、要塞化する。

9.5.2.1.

PB

仮想マシンを設定する際には、適切に要塞化し(例えば、クラウドサービスを実行するのに必要なポート、プロトコル及びサービスのみを有効とす

る）、利用する各仮想マシンに適切な技術的管理策(例えば、マルウェア対策、ログ取得）を実施すること。

ー ー ー 10 暗号

10.1 暗号による管理策

10.1 管理目的：情報の機密性、真正性及び／又は完全性を保護するために、暗号の適切かつ有効な利用を確実にするため。

10.1.1 情報を保護するための暗号による管理策の利用に関する方針は、策定し、実施する。

10.1.1.9

.PB

クラウドサービス利用者に、当該利用者が処理する情報を保護するために暗号技術を利用する機能を提供し、または、暗号技術を利用する環境について

の情報を提供する。

10.1.2 暗号鍵の利用、保護及び有効期間（lifetime）に関する方針を策定し、そのライフサイクル全体にわたって実施する。

10.1.2.2

0.PB

クラウドサービス利用者に、当該利用者の管理する情報の暗号化に用いる暗号鍵を当該利用者が管理する機能を提供し、または、当該利用者が暗号鍵を

管理する方法についての情報を提供する。

ー ー ー 11 物理的及び環境的セキュリティ

11.1 セキュリティを保つべき領域

11.1 管理目的：組織の情報及び情報処理施設に対する認可されていない物理的アクセス、損傷及び妨害を防止するため。

11.1.1 取扱いに慎重を要する又は重要な情報及び情報処理施設のある領域を保護するために、物理的セキュリティ境界を定め、かつ、用いる。

11.1.2 セキュリティを保つべき領域は、認可された者だけにアクセスを許すことを確実にするために、適切な入退管理策によって保護する。

11.1.3 オフィス、部屋及び施設に対する物理的セキュリティを設計し、適用する。

11.1.4 自然災害、悪意のある攻撃又は事故に対する物理的な保護を設計し、適用する。

11.1.5 セキュリティを保つべき領域での作業に関する手順を設計し、適用する。

11.1.6 荷物の受渡場所などの立寄り場所、及び認可されていない者が施設に立ち入ることもあるその他の場所は、管理する。また、認可されていないアクセス

を避けるために、それらの場所を情報処理施設から離す。

・情報を保護するための暗号による管理策の利用に関する方針は、策定し、実

施している。

・クラウドサービス利用者に、当該利用者が処理する情報を保護するために暗

号技術を利用する機能を提供し、または、暗号技術を利用する環境についての

情報を提供している。

・暗号鍵の利用、保護及び有効期間（lifetime）に関する方針を策定し、その

ライフサイクル全体にわたって実施している。

・クラウドサービス利用者に、当該利用者の管理する情報の暗号化に用いる暗

号鍵を当該利用者が管理する機能を提供し、または、当該利用者が暗号鍵を管

理する方法についての情報を提供している。

・取扱いに慎重を要する又は重要な情報及び情報処理施設のある領域を保護す

るために、物理的セキュリティ境界を定め、かつ、用いている。

・セキュリティを保つべき領域は、認可された者だけにアクセスを許すことを

確実にするために、適切な入退管理策によって保護している。

・オフィス、部屋及び施設に対する物理的セキュリティを設計し、適用してい

る。

・自然災害、悪意のある攻撃又は事故に対する物理的な保護を設計し、適用し

ている。

・セキュリティを保つべき領域での作業に関する手順を設計し、適用してい

る。

・荷物の受渡場所などの立寄り場所、及び認可されていない者が施設に立ち入

ることもあるその他の場所を管理している。また、認可されていないアクセス

を避けるために、それらの場所を情報処理施設から離している。

・クラウドサービス利用者のクラウドサービス上の仮想環境を、他のクラウド

サービス利用者及び認可されていない者から保護している。

・クラウドコンピューティング環境における仮想マシンを、事業上のニーズを

満たすため、要塞化している。

・仮想マシンを設定する際には、適切に要塞化し(例えば、クラウドサービス

を実行するのに必要なポート、プロトコル及びサービスのみを有効とする）、

利用する各仮想マシンに適切な技術的管理策(例えば、マルウェア対策、ログ

取得）を実施している。

・関連する法令、規制及び倫理に従い、事業上の要求事項、アクセスされる情

報の分類及び認識されたリスクに応じて、全ての従業員候補者についての経歴

などの確認を行っている。

・従業員及び契約相手との雇用契約書には、情報セキュリティに関する各自の

責任及び組織の責任を記載している。

・経営陣は、組織の確立された方針及び手順に従った情報セキュリティの適用

を、全ての従業員及び契約相手に要求している。

・組織の全ての従業員、及び必要に応じて契約相手は、職務に関連する組織の

方針及び手順について、また、事業所内でデータを適切に取り扱うための、適

切な教育及び訓練を受けている。

・情報セキュリティ違反を犯した従業員に対して処置をとるための、正式かつ

周知された懲戒手続を備えている。

雇用の終了又は変更の後もなお有効な情報セキュリティに関する責任及び義務

を定め、その従業員又は契約相手に伝達し、かつ、遂行させている。

・情報、情報に関連するその他の資産及び情報処理施設を特定する。また、こ

れらの資産の目録を、作成し、維持している。

・クラウドサービス事業者の資産目録において振興会のデータ等を明確に特定

し、管理している。

・利用者がクラウドサービスに保管するデータを暗号化したうえで利用者が安

全に扱えるようにするか、利用者自身がデータの暗号化を利用してデータを安

全に扱えるようにする手段を提供するかのいずれかに対応している。

・情報の利用の許容範囲、並びに情報及び情報処理施設と関連する資産の利用

の許容範囲に関する規則は、明確にし、文書化し、実施している。

・全ての従業員及び外部の利用者は、雇用、契約又は合意の終了時に、自らが

所持する組織の資産の全てを返却している。

・クラウドサービス事業者の領域上にあるクラウドサービス利用者の資産は、

クラウドサービス利用の合意の終了時に、時機を失せずに返却または除去して

いる。

・情報は、法的要求事項、価値、重要性、及び認可されていない開示又は変更

に対して取扱いに慎重を要する度合いの観点から、分類している。

・情報のラベル付けに関する適切な一連の手順は、組織が採用した情報分類体

系に従って策定し、実施している。

・振興会がクラウドサービス上でデータを取り扱う際に、データをその重要性

や秘匿性等に応じて分類し、それに応じた取り扱いを行えるようにするための

手順を開示している。

・資産の取扱いに関する手順は、組織が採用した情報分類体系に従って策定

し、実施している。

・組織が採用した分類体系に従って、取外し可能な媒体の管理のための手順を

実施している。

・媒体が不要になった場合は、正式な手順を用いて、セキュリティを保って処

分している。

・情報を格納した媒体は、輸送の途中における、認可されていないアクセス、

不正使用又は破損から保護している。

・アクセス制御方針は、業務及び情報セキュリティの要求事項に基づいて確立

し、文書化し、レビューしている。

・利用することを特別に認可したネットワーク及びネットワークサービスへの

アクセスだけを、利用者に提供している。

・アクセス権の割当てを可能にするために、利用者の登録及び登録削除につい

ての正式なプロセスを実施している。

・振興会にクラウドサービス利用に必要なユーザーの登録及び登録削除の機能

及び仕様を提供している。

・全ての種類の利用者について、全てのシステム及びサービスへのアクセス権

を割り当てる又は無効化するために、利用者アクセスの提供についての正式な

プロセスを実施している。

・クラウドサービスのユーザのアクセス権を管理する機能及び仕様を提供して

いる。

・特権的アクセス権の割当て及び利用を、制限し、管理している。

・振興会の管理者認証に、十分に強固な認証技術を提供している。

・秘密認証情報の割当ては、正式な管理プロセスによって管理している。

・振興会がクラウドサービスを利用する際の秘密認証情報の管理手順を提供し

ている。

・資産の管理責任者は、利用者のアクセス権を定められた間隔でレビューして

いる。

・全ての従業員及び外部の利用者の情報及び情報処理施設に対するアクセス権

は、雇用、契約又は合意の終了時に削除し、また、変更に合わせて修正してい

る。

秘密認証情報の利用時に、組織の慣行に従うことを、利用者に要求している。

・情報及びアプリケーションシステム機能へのアクセスは、アクセス制御方針

に従って、制限している。

・クラウドサービスへのアクセス、クラウドサービス機能へのアクセス、及び

データへのアクセスを制限できるようアクセス制御を提供している。

・アクセス制御方針で求められている場合には、システム及びアプリケーショ

ンへのアクセスは、セキュリティに配慮したログオン手順によって制御してい

る。

・強い認証及び識別情報の検証が必要な場合には、パスワードに代えて、暗号

による手段、スマートカード、トークン、生体認証などの認証方法を用いてい

る。

・パスワード管理システムは対話式とし、良質なパスワードを利用している。

・システム及びアプリケーションによる制御を無効にすることのできるユー

ティリティプログラムの使用は、制限し、厳しく管理している。

・プログラムソースコードへのアクセスは、制限している。

管理策

基準

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無



11.2 装置

11.2 管理目的：資産の損失、損傷、盗難又は劣化、及び組織の業務に対する妨害を防止するため。

11.2.1 装置は、環境上の脅威及び災害からのリスク並びに認可されていないアクセスの機会を低減するように設置し、保護する。

11.2.2 装置は、サポートユーティリティの不具合による、停電、その他の故障から保護する。

11.2.3 データを伝送する又は情報サービスをサポートする通信ケーブル及び電源ケーブルの配線は、傍受、妨害又は損傷から保護する。

11.2.4 装置は、可用性及び完全性を継続的に維持することを確実にするために、正しく保守する。

11.2.5 装置、情報又はソフトウェアは、事前の認可なしでは、構外に持ち出さない。

11.2.6 構外にある資産に対しては、構外での作業に伴った、構内での作業とは異なるリスクを考慮に入れて、セキュリティを適用する。

11.2.7 記憶媒体を内蔵した全ての装置は、処分又は再利用する前に、全ての取扱いに慎重を要するデータ及びライセンス供与されたソフトウェアを消去してい

ること、又はセキュリティを保って上書きしていることを確実にするために、検証する。

11.2.7.4

.PB

資源（例えば、装置、データストレージ、ファイル、メモリ）のセキュリティを保った処分を遅滞なく確実に行うこと。

11.2.8 利用者は、無人状態にある装置が適切な保護対策を備えていることを確実にする仕組みを整備する。

11.2.9 書類及び取外し可能な記憶媒体に対するクリアデスク方針、並びに情報処理設備に対するクリアスクリーン方針を適用する。

（脚注）クリアデスクとは、机上に書類を放置しないことをいう。また、クリアスクリーンとは、情報をスクリーンに残したまま離席しないことをい

う。

ー ー ー 12 運用のセキュリティ

12.1 運用の手順及び責任

12.1 管理目的：情報処理設備の正確かつセキュリティを保った運用を確実にするため。

12.1.1 操作手順は、文書化し、必要とする全ての利用者に対して利用可能とする。

12.1.2 情報セキュリティに影響を与える、組織、業務プロセス、情報処理設備及びシステムの変更は、管理する。

12.1.2.1

1.PB

クラウドサービス事業者は、クラウドサービス利用者の情報セキュリティに悪影響を及ぼす可能性のあるクラウドサービスの変更に関する情報を、クラ

ウドサービス利用者に提供する。

12.1.3 要求された主要なシステム資源の使用を満たすことを確実にするために、資源の利用を監視・調整し、また、将来必要とする容量・能力を予測する。

12.1.3.9 全資源の容量を監視し、資源の枯渇によるインシデント発生を防ぐこと。

12.1.4 開発環境、試験環境及び運用環境は、運用環境への認可されていないアクセス又は変更によるリスクを低減するために、分離する。

12.1.5.P クラウドコンピューティング環境の、管理のための操作手順を定義し、文書化し、監視する。

12.1.5.1

.PB

クラウドサービス事業者は、重要な操作及び手順に関する文書を、それを求めるクラウドサービス利用者に提供する。

12.2 マルウェアからの保護

12.2 管理目的：情報及び情報処理施設がマルウェアから保護されることを確実にするため。

12.2.1 マルウェアから保護するために、利用者に適切に認識させることと併せて、検出、予防及び回復のための管理策を実施する。

12.3 バックアップ

12.3 管理目的：データの消失から保護するため。

12.3.1 情報、ソフトウェア及びシステムイメージのバックアップは、合意されたバックアップ方針に従って定期的に取得し、検査する。

12.4 ログ取得及び監視

12.4 管理目的：イベントを記録し、証拠を作成するため。

12.4.1 利用者の活動、例外処理、過失及び情報セキュリティ事象を記録したイベントログを取得し、保持し、定期的にレビューする。

12.4.1.1 クラウドサービス事業者は、クラウドサービス利用者に、ログ取得機能を提供する。

12.4.2 ログ機能及びログ情報は、改ざん及び認可されていないアクセスから保護する。

12.4.3 システムの実務管理者及び運用担当者の作業は、記録し、そのログを保護し、定期的にレビューする。

12.4.4 組織又はセキュリティ領域内の関連する全ての情報処理システムのクロックは、単一の参照時刻源と同期させる。

12.4.4.4

.PB

クラウドサービス事業者は、クラウドサービス利用者に、クラウドサービス事業者のシステムで利用するクロックに関する情報及びクラウドサービス利

用者がクラウドサービスのクロックにローカルクロックを同期させる方法についての情報を提供する。

12.4.5.P クラウドサービス利用者は、利用するクラウドサービスの操作を監視する機能を有する。

12.5 運用ソフトウェアの管理

12.5 管理目的：運用システムの完全性を確実にするため。

12.5.1 運用システムに関わるソフトウェアの導入を管理するための手順を実施する。

12.6 技術的ぜい弱性管理

12.6 管理目的：技術的ぜい弱性の悪用を防止するため。

12.6.1 利用中の情報システムの技術的ぜい弱性に関する情報は、時機を失せずに獲得する。また、そのようなぜい弱性に組織がさらされている状況を評価す

る。さらに、それらと関連するリスクに対処するために、適切な手段をとる。

12.6.1.1

8.PB

クラウドサービス事業者は、提供するクラウドサービスに影響を及ぼす可能性のある技術的ぜい弱性の管理についての情報を、クラウドサービス利用者

が利用可能となるようにする。

12.6.2 利用者によるソフトウェアのインストールを管理する規則を確立し、実施する。

12.7 情報システムの監査に対する考慮事項

12.7 管理目的：運用システムに対する監査活動の影響を最小限にするため。

12.7.1 運用システムの検証を伴う監査要求事項及び監査活動は、業務プロセスの中断を最小限に抑えるために、慎重に計画し、合意する。

ー ー ー 13 通信のセキュリティ

13.1 ネットワークセキュリティ管理

13.1 管理目的：ネットワークにおける情報の保護、及びネットワークを支える情報処理施設の保護を確実にするため。

13.1.1 システム及びアプリケーション内の情報を保護するために、ネットワークを管理し、制御する。

13.1.2 組織が自ら提供するか外部委託しているかを問わず、全てのネットワークサービスについて、セキュリティ機能、サービスレベル及び管理上の要求事項

を特定し、また、ネットワークサービス合意書にもこれらを盛り込む。

13.1.3 情報サービス、利用者及び情報システムは、ネットワーク上で、グループごとに分離する。

13.1.4.P 仮想ネットワークを設定する際には、クラウドサービス事業者のネットワークセキュリティ方針に基づき、仮想ネットワークと物理ネットワークの設定

の整合性を検証する。

13.2 情報の転送

13.2 管理目的：組織の内部及び外部に転送した情報のセキュリティを維持するため。

13.2.1 あらゆる形式の通信設備を利用した情報転送を保護するために、正式な転送方針、手順及び管理策を備える。

13.2.2 情報転送に関する合意では、組織と外部関係者との間の業務情報のセキュリティを保った転送について、取り扱う。

13.2.3 電子的メッセージ通信に含まれた情報は、適切に保護する。

13.2.4 情報保護に対する組織の要件を反映する秘密保持契約又は守秘義務契約のための要求事項は、特定し、定めに従ってレビューし、文書化する。

ー ー ー 14 システムの取得、開発及び保守

14.1 情報システムのセキュリティ要求事項

14.1 管理目的：ライフサイクル全体にわたって、情報セキュリティが情報システムに欠くことのできない部分であることを確実にするため。これに

は、公衆ネットワークを介してサービスを提供する情報システムのための要求事項も含む。

14.1.1 情報セキュリティに関連する要求事項は、新しい情報システム又は既存の情報システムの改善に関する要求事項に含める。

14.1.2 公衆ネットワークを経由するアプリケーションサービスに含まれる情報は、不正行為、契約紛争、並びに認可されていない開示及び変更から保護する。

14.1.3 アプリケーションサービスのトランザクションに含まれる情報は、次の事項を未然に防止するために、保護する。

・不完全な通信

・誤った通信経路設定

・認可されていないメッセージの変更

・認可されていない開示

・認可されていないメッセージの複製又は再生

14.2 開発及びサポートプロセスにおけるセキュリティ

14.2 管理目的：情報システムの開発サイクルの中で情報セキュリティを設計し、実施することを確実にするため。

14.2.1 ソフトウェア及びシステムの開発のための規則は、組織内において確立し、開発に対して適用する。

14.2.1.1

3.PB

クラウドサービス事業者は、開示方針に反しない範囲で、セキュリティを保つための開発手順及び慣行についての情報を提供すること。

14.2.2 開発のライフサイクルにおけるシステムの変更は、正式な変更管理手順を用いて管理する。

14.2.3 オペレーティングプラットフォームを変更するときは、組織の運用又はセキュリティに悪影響がないことを確実にするために、重要なアプリケーション

をレビューし、試験する。

14.2.4 パッケージソフトウェアの変更は、抑止し、必要な変更だけに限る。また、全ての変更は、厳重に管理する。

14.2.5 セキュリティに配慮したシステムを構築するための原則を確立し、文書化し、維持し、全ての情報システムの実装に対して適用する。

14.2.6 組織は、全てのシステム開発ライフサイクルを含む、システムの開発及び統合の取組みのためのセキュリティに配慮した開発環境を確立し、適切に保護

する。

14.2.7 組織は、外部委託したシステム開発活動を監督し、監視する。

14.2.8 セキュリティ機能（functionality）の試験は、開発期間中に実施する。

・情報セキュリティに関連する要求事項は、新しい情報システム又は既存の情

報システムの改善に関する要求事項に含めている。

・公衆ネットワークを経由するアプリケーションサービスに含まれる情報は、

不正行為、契約紛争、並びに認可されていない開示及び変更から保護してい

る。

・アプリケーションサービスのトランザクションに含まれる情報は、次の事項

を未然に防止するために、保護している。

 ・不完全な通信

 ・誤った通信経路設定

 ・認可されていないメッセージの変更

 ・認可されていない開示

 ・認可されていないメッセージの複製又は再生

・ソフトウェア及びシステムの開発のための規則を、組織内において確立し、

開発に対して適用している。

・クラウドサービス事業者は、開示方針に反しない範囲で、セキュリティを保

つための開発手順及び慣行についての情報を提供している。

・開発のライフサイクルにおけるシステムの変更は、正式な変更管理手順を用

いて管理している。

・オペレーティングプラットフォームを変更するときは、組織の運用又はセ

キュリティに悪影響がないことを確実にするために、重要なアプリケーション

をレビューし、試験している。

・パッケージソフトウェアの変更は、抑止し、必要な変更だけに限っている。

また、全ての変更は、厳重に管理している。

・セキュリティに配慮したシステムを構築するための原則を確立し、文書化

し、維持し、全ての情報システムの実装に対して適用している。

・組織は、全てのシステム開発ライフサイクルを含む、システムの開発及び統

合の取組みのためのセキュリティに配慮した開発環境を確立し、適切に保護し

ている。

・組織は、外部委託したシステム開発活動を監督し、監視している。

・セキュリティ機能（functionality）の試験は、開発期間中に実施している。

・新しい情報システム、及びその改訂版・更新版のために、受入れ試験のプロ

グラム及び関連する基準を確立している。

・あらゆる形式の通信設備を利用した情報転送を保護するために、正式な転送

方針、手順及び管理策を備えている。

・情報転送に関する合意では、組織と外部関係者との間の業務情報のセキュリ

ティを保った転送について、取り扱っている。

・電子的メッセージ通信に含まれた情報は、適切に保護している。

・情報保護に対する組織の要件を反映する秘密保持契約又は守秘義務契約のた

めの要求事項は、特定し、定めに従ってレビューし、文書化している。

・装置は、環境上の脅威及び災害からのリスク並びに認可されていないアクセ

スの機会を低減するように設置し、保護している。

・装置は、サポートユーティリティの不具合による、停電、その他の故障から

保護している。

・データを伝送する又は情報サービスをサポートする通信ケーブル及び電源

ケーブルの配線は、傍受、妨害又は損傷から保護している。

・装置は、可用性及び完全性を継続的に維持することを確実にするために、正

しく保守している。

・装置、情報又はソフトウェアは、事前の認可なしでは、構外に持ち出してい

ない。

・構外にある資産に対しては、構外での作業に伴った、構内での作業とは異な

るリスクを考慮に入れて、セキュリティを適用している。

・記憶媒体を内蔵した全ての装置は、処分又は再利用する前に、全ての取扱い

に慎重を要するデータ及びライセンス供与されたソフトウェアを消去してい

る。又はセキュリティを保って上書きしていることを確実にするために、検証

している。

・資源（例えば、装置、データストレージ、ファイル、メモリ）のセキュリ

ティを保った処分を遅滞なく確実に行っている。

・利用者は、無人状態にある装置が適切な保護対策を備えていることを確実に

する仕組みを整備している。

・書類及び取外し可能な記憶媒体に対するクリアデスク方針、並びに情報処理

設備に対するクリアスクリーン方針を適用している。

・操作手順は、文書化し、必要とする全ての利用者に対して利用可能としてい

る。

・情報セキュリティに影響を与える、組織、業務プロセス、情報処理設備及び

システムの変更を管理している。

・振興会がクラウドサービスを利用する中で、情報セキュリティに悪影響を及

ぼす可能性のある変更を行う場合、振興会にその情報を提供している。

・要求された主要なシステム資源の使用を満たすことを確実にするために、資

源の利用を監視・調整し、また、将来必要とする容量・能力を予測している。

・全資源の容量を監視し、資源の枯渇によるインシデント発生を防いでいる。

・開発環境、試験環境及び運用環境は、運用環境への認可されていないアクセ

ス又は変更によるリスクを低減するために、分離している。

・クラウドコンピューティング環境の、管理のための操作手順を定義し、文書

化し、監視している。

・操作マニュアル等を、振興会に提供できる。操作マニュアル等には重要な操

作（システムの稼働に影響を与える操作など）がある場合、その操作手順を含

む。

マルウェアから保護するために、利用者に適切に認識させることと併せて、検

出、予防及び回復のための管理策を実施している。

情報、ソフトウェア及びシステムイメージのバックアップは、合意されたバッ

クアップ方針に従って定期的に取得し、検査している。

・利用者の活動、例外処理、過失及び情報セキュリティ事象を記録したイベン

トログを取得し、保持し、定期的にレビューしている。

・振興会に、ログ取得機能を提供している。

・ログ機能及びログ情報は、改ざん及び認可されていないアクセスから保護し

ている。

・システムの実務管理者及び運用担当者の作業は、記録し、そのログを保護

し、定期的にレビューしている。

・組織又はセキュリティ領域内の関連する全ての情報処理システムのクロック

を、単一の参照時刻源と同期している。

・クラウドサービス利用者に、クラウドサービス事業者のシステムで利用する

クロックに関する情報及びクラウドサービス利用者がクラウドサービスのク

ロックにローカルクロックを同期させる方法についての情報を提供している。

・クラウドサービス利用者は、利用するクラウドサービスの操作を監視する機

能を有している。

運用システムに関わるソフトウェアの導入を管理するための手順を実施してい

る。

・利用中の情報システムの技術的ぜい弱性に関する情報は、時機を失せずに獲

得している。また、そのようなぜい弱性に組織がさらされている状況を評価し

ている。さらに、それらと関連するリスクに対処するために、適切な手段を

とっている。

・提供するクラウドサービスに影響を及ぼす可能性のあるぜい弱性情報を振興

会が利用できるようにしている。

・利用者によるソフトウェアのインストールを管理する規則を確立し、実施し

ている。

運用システムの検証を伴う監査要求事項及び監査活動は、業務プロセスの中断

を最小限に抑えるために、慎重に計画し、合意している。

・システム及びアプリケーション内の情報を保護するために、ネットワークを

管理し、制御している。

・組織が自ら提供するか外部委託しているかを問わず、全てのネットワーク

サービスについて、セキュリティ機能、サービスレベル及び管理上の要求事項

を特定し、また、ネットワークサービス合意書にもこれらを盛り込んでいる。

・情報サービス、利用者及び情報システムは、ネットワーク上で、グループご

とに分離している。

・仮想ネットワークを設定する際には、クラウドサービス事業者のネットワー

クセキュリティ方針に基づき、仮想ネットワークと物理ネットワークの設定の

整合性を検証している。

管理策

基準

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無



14.2.9 新しい情報システム、及びその改訂版・更新版のために、受入れ試験のプログラム及び関連する基準を確立する。

14.3 試験データ

14.3 管理目的：試験に用いるデータの保護を確実にするため。

14.3.1 試験データは、注意深く選定し、保護し、管理する。

ー ー ー 15 供給者関係

15.1 供給者関係における情報セキュリティ

15.1 管理目的：供給者がアクセスできる組織の資産の保護を確実にするため。

15.1.1 組織の資産に対する供給者のアクセスに関連するリスクを軽減するための情報セキュリティ要求事項について、供給者と合意し、文書化する。

15.1.1.1

4.B

組織が実施する、並びに組織が供給者に対して実施を要求するプロセス及び手順には、情報、情報処理施設及び移動が必要なその他のものの移行の管

理、並びにその移行期間全体にわたって情報セキュリティが維持されることの確実化を含める。

15.1.1.1

6.B

当該事業者が提供するサービス上で取り扱われる情報に対して国内法以外の法令及び規制が適用された結果、クラウドサービス利用者の意図しないまま

当該利用者の管理する情報にアクセスされ、又は処理されるリスクを評価して外部委託先を選定し、必要に応じてクラウドサービス利用者が扱う情報が

取り扱われる場所及び契約に定める準拠法・裁判管轄を指定する。

15.1.2 関連する全ての情報セキュリティ要求事項を確立し、組織の情報に対して、アクセス、処理、保存若しくは通信を行う、又は組織の情報のためのIT 基

盤を提供する可能性のあるそれぞれの供給者と、この要求事項について合意する。

15.1.2.1

8.PB

クラウドサービス事業者は、クラウドサービス事業者とクラウドサービス利用者の間に誤解が生じないように、クラウドサービス事業者が実行する適切

な情報セキュリティ対策を、合意の一環として定める。

15.1.3 供給者との合意には、情報通信技術（以下「ICT」という。）サービス及び製品のサプライチェーンに関連する情報セキュリティリスクに対処するため

の要求事項を含める。

15.2 供給者のサービス提供の管理

15.2 管理目的：供給者との合意に沿って、情報セキュリティ及びサービス提供について合意したレベルを維持するため。

15.2.1 組織は、供給者のサービス提供を定常的に監視し、レビューし、監査する。

15.2.2 関連する業務情報、業務システム及び業務プロセスの重要性、並びにリスクの再評価を考慮して、供給者によるサービス提供の変更（現行の情報セキュ

リティの方針群、手順及び管理策の保守及び改善を含む）を管理する。

ー ー ー 16 情報セキュリティインシデント管理

16.1 情報セキュリティインシデントの管理及びその改善

16.1 管理目的：セキュリティ事象及びセキュリティ弱点に関する伝達を含む、情報セキュリティインシデントの管理のための、一貫性のある効果的

な取組みを確実にするため。

16.1.1 情報セキュリティインシデントに対する迅速、効果的かつ順序だった対応を確実にするために、管理層の責任及び手順を確立する。

16.1.2 情報セキュリティ事象は、適切な管理者への連絡経路を通して、できるだけ速やかに報告する。

16.1.3 組織の情報システム及びサービスを利用する従業員及び契約相手に、システム又はサービスの中で発見した又は疑いをもった情報セキュリティ弱点は、

どのようなものでも記録し、報告するように要求する。

16.1.4 情報セキュリティ事象は、これを評価し、情報セキュリティインシデントに分類するか否かを決定する。

16.1.5 情報セキュリティインシデントは、文書化した手順に従って対応する。

16.1.6 情報セキュリティインシデントの分析及び解決から得られた知識は、インシデントが将来起こる可能性又はその影響を低減するために用いる。

16.1.7 組織は、証拠となり得る情報の特定、収集、取得及び保存のための手順を定め、適用する。

16.1.7.1

3.PB

クラウドサービス事業者は、クラウドサービス利用者と、クラウドコンピューティング環境内の潜在的なディジタル形式の証拠、又はその他の情報の要

求に対応する手順を合意する。

ー ー ー 17 事業継続マネジメントにおける情報セキュリティの側面

17.1 情報セキュリティ継続

17.1 管理目的：情報セキュリティ継続を組織の事業継続マネジメントシステムに組み込むため。

17.1.1 組織は、困難な状況（adverse situation）（例えば、危機又は災害）における、情報セキュリティ及び情報セキュリティマネジメントの継続のための

要求事項を決定する。

17.1.2 組織は、困難な状況の下で情報セキュリティ継続に対する要求レベルを確実にするための、プロセス、手順及び管理策を確立し、文書化し、実施し、維

持する。

17.1.3 確立及び実施した情報セキュリティ継続のための管理策が、困難な状況の下で妥当かつ有効であることを確実にするために、組織は、定められた間隔で

これらの管理策を検証する。

17.2 冗長性

17.2 管理目的：情報処理施設の可用性を確実にするため。

17.2.1 情報処理施設は、可用性の要求事項を満たすのに十分な冗長性をもって、導入する。

ー ー ー 18 順守

18.1 法的及び契約上の要求事項の順守

18.1 管理目的：情報セキュリティに関連する法的、規制又は契約上の義務に対する違反、及びセキュリティ上のあらゆる要求事項に対する違反を避

けるため。

18.1.1 各情報システム及び組織について、全ての関連する法令、規制及び契約上の要求事項、並びにこれらの要求事項を満たすための組織の取組みを、明確に

特定し、文書化し、また、最新に保つ。

18.1.2 知的財産権及び権利関係のあるソフトウェア製品の利用に関連する、法令、規制及び契約上の要求事項の順守を確実にするための適切な手順を実施す

る。

18.1.2.1 知的財産権の順守に対応するためのプロセスを確立していること。

18.1.3 記録は、法令、規制、契約及び事業上の要求事項に従って、消失、破壊、改ざん、認可されていないアクセス及び不正な流出から保護する。

18.1.3.1

3.PB

クラウドサービス事業者は、クラウドサービス利用者に、クラウドサービスの利用に関して、クラウドサービス事業者が収集し、蓄積する記録の保護に

ついて、情報を提供する。

18.1.4 プライバシー及び個人識別情報（PII） の保護は、関連する法令及び規制が適用される場合には、その要求に従って確実に行う。

18.1.5 暗号化機能は、関連する全ての協定、法令及び規制を順守して用いる。

18.1.5.7

.PB

クラウドサービス利用者に、適用する協定、法令及び規則を順守していることをレビューするため、クラウドサービス事業者が実装した暗号による管理

策の記載を、提供する。

18.2 情報セキュリティのレビュー

18.2 管理目的：組織の方針及び手順に従って情報セキュリティが実施され、運用されることを確実にするため。

18.2.1 情報セキュリティ及びその実施の管理（例えば、情報セキュリティのための管理目的、管理策、方針、プロセス、手順）に対する組織の取組みについ

て、あらかじめ定めた間隔で、又は重大な変化が生じた場合に、独立したレビューを実施する。

18.2.2 管理者は、自分の責任の範囲内における情報処理及び手順が、適切な情報セキュリティのための方針群、標準類、及び他の全てのセキュリティ要求事項

を順守していることを定期的にレビューする。

18.2.3 情報システムを、組織の情報セキュリティのための方針群及び標準の順守に関して、定めに従ってレビューする。

・組織は、困難な状況（adverse situation）（例えば、危機又は災害）にお

ける、情報セキュリティ及び情報セキュリティマネジメントの継続のための要

求事項を決定している。

・組織は、困難な状況の下で情報セキュリティ継続に対する要求レベルを確実

にするための、プロセス、手順及び管理策を確立し、文書化し、実施し、維持

している。

・確立及び実施した情報セキュリティ継続のための管理策が、困難な状況の下

で妥当かつ有効であることを確実にするために、組織は、定められた間隔でこ

れらの管理策を検証している。

情報処理施設は、可用性の要求事項を満たすのに十分な冗長性をもって、導入

している。

・各情報システム及び組織について、全ての関連する法令、規制及び契約上の

要求事項、並びにこれらの要求事項を満たすための組織の取組みを、明確に特

定し、文書化し、また、最新に保っている。

・知的財産権及び権利関係のあるソフトウェア製品の利用に関連する、法令、

規制及び契約上の要求事項の順守を確実にするための適切な手順を実施してい

る。

・知的財産権の順守に対応するためのプロセスを確立している。

・記録は、法令、規制、契約及び事業上の要求事項に従って、消失、破壊、改

ざん、認可されていないアクセス及び不正な流出から保護している。

・振興会に、クラウドサービスに蓄積する記録の保護方法について、情報を提

供している。

・プライバシー及び個人識別情報（PII） の保護は、関連する法令及び規制が

適用される場合には、その要求に従って確実に行っている。

・暗号化機能は、関連する全ての協定、法令及び規制を順守して用ている。

・クラウドサービス利用者に、適用する協定、法令及び規則を順守しているこ

とをレビューするため、クラウドサービス事業者が実装した暗号による管理策

の記載を、提供している。

・情報セキュリティ及びその実施の管理（例えば、情報セキュリティのための

管理目的、管理策、方針、プロセス、手順）に対する組織の取組みについて、

あらかじめ定めた間隔で、又は重大な変化が生じた場合に、独立したレビュー

を実施している。

・管理者は、自分の責任の範囲内における情報処理及び手順が、適切な情報セ

キュリティのための方針群、標準類、及び他の全てのセキュリティ要求事項を

順守していることを定期的にレビューしている。

・情報システムを、組織の情報セキュリティのための方針群及び標準の順守に

関して、定めに従ってレビューしている。

・ソフトウェア及びシステムの開発のための規則を、組織内において確立し、

開発に対して適用している。

・クラウドサービス事業者は、開示方針に反しない範囲で、セキュリティを保

つための開発手順及び慣行についての情報を提供している。

・開発のライフサイクルにおけるシステムの変更は、正式な変更管理手順を用

いて管理している。

・オペレーティングプラットフォームを変更するときは、組織の運用又はセ

キュリティに悪影響がないことを確実にするために、重要なアプリケーション

をレビューし、試験している。

・パッケージソフトウェアの変更は、抑止し、必要な変更だけに限っている。

また、全ての変更は、厳重に管理している。

・セキュリティに配慮したシステムを構築するための原則を確立し、文書化

し、維持し、全ての情報システムの実装に対して適用している。

・組織は、全てのシステム開発ライフサイクルを含む、システムの開発及び統

合の取組みのためのセキュリティに配慮した開発環境を確立し、適切に保護し

ている。

・組織は、外部委託したシステム開発活動を監督し、監視している。

・セキュリティ機能（functionality）の試験は、開発期間中に実施している。

・新しい情報システム、及びその改訂版・更新版のために、受入れ試験のプロ

グラム及び関連する基準を確立している。

試験データは、注意深く選定し、保護し、管理している。

・組織の資産に対する供給者のアクセスに関連するリスクを軽減するための情

報セキュリティ要求事項について、供給者と合意し、文書化している。

・組織が実施する、並びに組織が供給者に対して実施を要求するプロセス及び

手順には、情報、情報処理施設及び移動が必要なその他のものの移行の管理、

並びにその移行期間全体にわたって情報セキュリティが維持されることの確実

化を含めている。

・振興会がクラウドサービスを選定する際に、サービス上で取り扱われる振興

会のデータに対して、国内法以外の法令が適用された結果、振興会の意図しな

いまま振興会以外の者がアクセスするリスクを考慮にいれている。なお、必要

に応じて委託業務の実施場所及び契約に定める準拠法・裁判管轄を指定してい

る。

・関連する全ての情報セキュリティ要求事項を確立し、組織の情報に対して、

アクセス、処理、保存若しくは通信を行っている、又は組織の情報のためのIT

基盤を提供する可能性のあるそれぞれの供給者と、この要求事項について合意

している。

・自らが実行する適切な情報セキュリティ対策を、振興会に明解に提供してい

る。

・供給者との合意には、情報通信技術（以下「ICT」という。）サービス及び

製品のサプライチェーンに関連する情報セキュリティリスクに対処するための

要求事項を含めている。

・組織は、供給者のサービス提供を定常的に監視し、レビューし、監査してい

る。

・関連する業務情報、業務システム及び業務プロセスの重要性、並びにリスク

の再評価を考慮して、供給者によるサービス提供の変更（現行の情報セキュリ

ティの方針群、手順及び管理策の保守及び改善を含む）を管理している。

・情報セキュリティインシデントに対する迅速、効果的かつ順序だった対応を

確実にするために、管理層の責任及び手順を確立している。

・情報セキュリティ事象は、適切な管理者への連絡経路を通して、できるだけ

速やかに報告している。

・組織の情報システム及びサービスを利用する従業員及び契約相手に、システ

ム又はサービスの中で発見した又は疑いをもった情報セキュリティ弱点は、ど

のようなものでも記録し、報告するように要求している。

・情報セキュリティ事象は、これを評価し、情報セキュリティインシデントに

分類するか否かを決定している。

・情報セキュリティインシデントは、文書化した手順に従って対応している。

・情報セキュリティインシデントの分析及び解決から得られた知識は、インシ

デントが将来起こる可能性又はその影響を低減するために用いている。

・組織は、証拠となり得る情報の特定、収集、取得及び保存のための手順を定

め、適用している。

・クラウドサービス事業者は、クラウドサービス利用者と、クラウドコン

ピューティング環境内の潜在的なディジタル形式の証拠、又はその他の情報の

要求に対応する手順を合意している。

管理策

基準
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無

無

無

無

無

無

無

無

無


